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○ 大学の概要

（１） 現況

①大学名 国立大学法人電気通信大学

②所在地 東京都調布市

③役員の状況

学長名 益 田 隆 司（平成16年４月1日～平成20年3月31日）

理事数 ４名（うち非常勤１名）

監事数 ２名（うち非常勤２名）

④学部等の構成

学部名 電気通信学部

大学院名 電気通信学研究科

情報システム学研究科

センター等 レーザー新世代研究センター

総合情報処理センター

国際交流推進センター

地域・産学官連携推進機構

保健管理センター

ｅラーニング推進センター

先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター

⑤学生数及び教職員数（５月１日現在）

電気通信学部学生数 ４，４２３（１１９）名

電気通信学研究科学生数 １，０５３（１１８）名

情報システム学研究科学生数 ４２３（ ６０）名

教員数 ３３８名

職員数 １７４名

電気通信大学

（２）大学の基本的な目標等

電気通信大学の目標は 「高度コミュニケーション科学」の諸領域で世界をリードする、
教育・研究拠点を築き、もって平和で幸福な社会の進歩発展に寄与することである。この
目標に沿い、国籍、人種、信条、性別、社会的身分の如何を問わず、国内外の市民及び社
会に門戸を広く開放し、21世紀を担う先駆的な科学者、技術者、専門職業人を育成する。

本学は、

ⅰ．教育においては、弛まざる努力と実践を通し、人間性、社会性に優れ、個性を発揮し、
国際感覚に富む人材を育成する。

ⅱ．研究においては、真理を追究し、先駆をなす科学技術を創造し、その正当・適切な活
用をもって人類の福祉、社会の進歩・発展に貢献する。

ⅲ．社会との関係においては、地域及び国際社会、産業界、公共機関との連携・協力関係
を密にし、教育・研究の成果を還元・共有する。

中期目標・計画期間には、以下の個別事項に留意した教育・研究を追究し、効率的で効
果的な大学運営に取り組む。

ⅰ．国境なき知の広場を世界に提供し、その拠点を形成する。

ⅱ．情報・通信・電子・メカトロニクス・基礎科学等を中心とし、関係諸分野を融合した
「高度コミュニケーション科学」の創成・発展の先導役を果たす。

ⅲ．継続性が必要な教育と即応性が求められる研究を共に進歩・発展させることのできる
柔軟で機動的な教育・研究体制を追求・維持する。

ⅳ．自然と人間の共存、環境との調和、科学者技術者倫理や科学技術の社会性等に配慮し
た教育・研究を行い、真理の追究、科学技術の進歩と発展、啓蒙に寄与する。

ⅴ．互恵、共存の精神をもって産業界、国内外の公的・私的諸機関、教育機関、研究機関
と連携、国際援助、国際社会に貢献する。

ⅵ．人的・物質資源を適切に配置し、組織、人事、財務、設備、学園環境面で、合理的で
効率よい組織運営体制を構築する。

（３）大学の機構図 次頁添付
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国立大学法人電気通信大学機構図
【平成１７年度】

情報通信工学科
電 気 通 信 学 部 情報工学科

（昼間コース・夜間主コース） 電子工学科
監　　事 量子・物質工学科

知能機械工学科
システム工学科
人間コミュニケーション学科

菅平宇宙電波観測所

大学院電気通信学研究科 情報通信工学専攻
情報工学専攻
電子工学専攻
量子・物質工学専攻
知能機械工学専攻
システム工学専攻
人間コミュニケーション学専攻

大学院情報システム学研究科 情報システム設計学専攻
情報ネットワーク学専攻
情報システム運用学専攻

附　 属 　図 　書 　館 事 務 部

レーザー新世代研究センター

総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

情 報 基 盤 セ ン タ ー

国 際 交 流 推 進 セ ン タ ー

地域・産学官連携推進機構

（共同研究センター）

（機器分析センター）

総務課
財務会計課

総　務　部 施設課
研究協力課

教務課
学生課

学　生　部 入試課
国際企画課

学 生 支 援 セ ン タ ー

地 域 貢 献 部 門

（H17． 4． 1　新設）

（H18． 4． 1　設置）

（H17． 4． 1　新設）（H18． 4． 1　廃止）

先端ﾜｲﾔﾚｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ

安 全 ・ 環 境 業 務 推 進 室

安 全 ・ 環 境 保 全 室

産 学 官 等 連 携 推 進 本 部

知 的 財 産 本 部

ベンチャー創出支援部門

リ エ ゾ ン 部 門

機 器 分 析 部 門
（ｻﾃﾗｲﾄ・ﾍﾞﾝﾁｬｰ・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ）

（H18． 4． 1　設置）

事　　　務　　　局

技　　　術　　　部

（H18． 4． 1　廃止）

（H17． 4． 1　新設）

評　　　価　　　室

広　　　報　　　室

監　　　査　　　室

保 健 管 理 セ ン タ ー

e ラ ー ニ ン グ 推 進 セ ン タ ー

大 学 教 育 セ ン タ ー

学
　
長

学
長
選
考
会
議

経営協議会

役　員　会

教育研究評議会

【平成１６年度】

情報通信工学科
情報工学科 電 気 通 信 学 部
電子工学科 (昼間コース・夜間主コース)

量子・物質工学科
知能機械工学科
システム工学科

人間コミュニケーション学科

情報通信工学専攻 大学院電気通信学研究科
情報工学専攻
電子工学専攻

量子･物質工学専攻
知能機械工学専攻
システム工学専攻

人間コミュニケーション学専攻

情報システム設計学専攻 大学院情報システム学研究科
情報ネットワーク学専攻

情報システム運用学専攻

事 務 部 附　　属　　図　　書　　館

レーザー新世代研究センター

総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

国 際 交 流 推 進 セ ン タ ー

地域・産学官連携推進機構

リ エ ゾ ン 部 門
（共同研究センター）

ベンチャー創出支援部門

機 器 分 析 部 門
（機器分析センター）

地 域 貢 献 部 門

保 健 管 理 セ ン タ ー

e ラ ー ニ ン グ 推 進 セ ン タ ー

大 学 教 育 セ ン タ ー

評　　　価　　　室

広　　　報　　　室

総務課 監　　　査　　　室
財務会計課

施設課 安 全 ・ 環 境 業 務 推 進 室
研究協力課

教務課
学生課 事　　　務　　　局
入試課 学  生  部

国際企画課 技　　　術　　　部

菅平宇宙電波観測所

（ｻﾃﾗｲﾄ･ﾍﾞﾝﾁｬｰ･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ）

知 的 財 産 本 部

産 学 官 等 連 携 推 進 本 部

学
　
長

学
長
選
考
会
議

経営協議会

役　員　会

教育研究評議会

監　　事
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電気通信大学

全 体 的 な 状 況

１．学長のリーダーシップに基づく運営体制 情報基盤センター
法人化２年目を迎え、今後の大学運営を機動的かつ実効性のあるものとするため、学内各 全学情報化を効率的かつ効果的に推進するために、関連する組織（総合情報処理センタ

組織の機能を更に充実・強化するとともに、学長のリーダーシップの下にこれを積極的に活 ー、図書館、大学教育センター、ｅラーニング推進センター、事務局等）における情報化
用し、具体的な施策の実現に向けての様々な取組みを行った。 関連業務を統括する「情報基盤センター」を平成18年4月1日付けで設置することとした。

【資料編P.18(A-3) 参照】
企画調査

先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター企画調査室においては、昨年度から継続的に実施してきた本学の重要課題に関する調査研
究を更に進めるとともに、今後学長がリーダーシップをもって具体的な施策を実施していく 最先端ワイヤレス情報通信技術に特化した教育研究を推進する「先端ワイヤレスコミュ
上での基本的な方向性や各施策が寄って立つべき共通的な理念などについての体系整理を行 ニケーション研究センター」を平成17年４月１日付けで設置した（設置期間10年 。全学裁）
った 【資料編P.16(A-2) 参照】 量ポストを活用した専任教員の採用や研究資金、研究スペースの支援など、全学的なサポ。

、 （ ）、（ ） 、 （ ）、 （ ）、＜本年度企画調査室で取り扱った主要事項＞ ートの下 KDDI 株 株 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 船井電機 株 シャープ 株
・本学のグランドプラン（理念）とそれに基づく重要課題等の体系整備 日本電気（株）などの民間企業との共同研究や総務省からの受託研究（SCOPE）などを通じ
・今後の評価のあり方と評価結果の活用方策 て積極的に教育研究を推進した結果、学術論文57件、国際会議発表62件、特許申請3件の実
・入試広報を初めとする広報戦略 績を得た 【資料編P.58(E-1) 参照】。
・競争的資金の獲得を目指した現状分析（不採択課題の検証等）と今後の戦略的取組み

２．教育研究等の質の向上に対する具体的方策
情報通信および関連する諸領域の科学技術に関する教育研究の更なる進展を目指して、戦略的人事配置

本学の理念とそれに基づく重要施策を実施するために必要なものは、第一に優秀な人材の 各教育研究関連組織の機能を更に強化するとともにそれらの質の向上に向けて多様な活動
確保であり、このため、前年度においては、人事の基本方針を策定するとともに、各部局に を行った。
おける人事提案に先立ち部局長と学長が事前に協議することとするなどの人事審査手続きの

大学教育全般見直しを行った。
平成17年度においては、人員配置の方策に関して検討を進め 全学的視野に立脚した戦略 前年度設置した「大学教育センター 【資料編P.30(A-5-④) 参照】が中心となって、FD、 」

的新構想や各部局の重点強化などを積極的に推進するため、各部局の教員数の10％を全学裁 活動、入学者選抜方法に関する調査研究、入試広報の強化、キャリア教育の推進、共通教
量ポストとする新たな教員配置システムを確立し、学長のリーダーシップの下に先端ワイヤ 育の改善充実など教育全般にわたる諸課題について、全学的視野に立って取り組みを進め
レスコミュニケーション研究センターの専任教員など重点教育研究分野での教員採用、若手 た。
教員の抜擢人事などを行った 【資料編P.36(B-1) 参照】 さらに、同センター「教育企画部」を中心として、大学の理念に沿った教育のマクロプ。
また、従来の教育研究職の範囲に収まらない特定分野の高度な専門的知識と経験を有する ランの作成に着手するとともに、各学科におけるコースツリーを踏まえたカリキュラムの

者を積極的に大学運営に活用するため、学生支援センター「就職支援室」にはキャリアカウ 再点検を開始した。
ンセラーを、産学官等連携推進本部には民間から共同研究のマッチング等について経験と実

キャリア教育の推進績を有する者を採用し、それぞれ特任教授として配置した。
これまで、学部３年生を対象として行ってきた「インターンシップ 「ベンチャービジ」、

ネス概論」とあわせて体系的なキャリア教育を実施するため、入学当初の学生に社会が必重点的予算配分
適所に配置された優秀な人材がその能力を最大限発揮できるように、重点的な予算配分を 要とする人材像や働くことの意義、職場の実情等について学ばせ、その過程で大学で学ぶ

「 」 。行った。学内競争的資金「研究・教育活性化支援システム」の予算額を昨年度30,000千円か ことの動機付けを目的とする キャリアデザインＡ を学部１年生を対象として新設した
ら45,000千円に増額し、公募により、萌芽的研究、若手研究者の研究支援、教育プロジェク 本科目は、産業界 さまざまな経験を積んだ技術者、経営者等による講義や事業所見学で
ト支援に加えて、組織横断型研究活動を行う研究ステーションへの支援、新任教員を対象と を実施するなど「教育における産学連携」とも言うべき特徴を持っており、１年生の約３
した研究活動のスタートアップ支援 海外研究機関等との共同研究等に伴う短期滞在の支援 割が受講した 【資料編P.51(D-1) 参照】、 、 。
若手教員に対する国際会議 海外 発表への渡航支援を行った 資料編P.65(E-5-①) 参照 さらに、平成18年度に向けて２年生に対し「キャリアデザインＢ」を開設する準備を整（ ） 。【 】
また、前年度実施したプロジェクトについては、成果報告書を提出させ、本システムに係 えた。

る評価委員会で評価を行い、その結果をホームページ上で学内公表した 【資料編P.67(E-5-。
特色ある大学院教育への取り組み②) 参照】
大学院博士前期課程の学生が、実験テーマの設定から器材の整備まで行い、学部学生を

「教える」ことにより自らが「学ぶ」プログラム「問題設定型光科学プロジェクト」が平施設マネジメント
施設の有効利用を更に進め、オープンラボ等を拡充し、大学としての重要課題に対するス 成17年度の「魅力ある大学院教育」イニシアティブとして採択され、同プログラムにより

ペース提供など、重点的なスペース配分を行った 【資料編P.141(I-1-⑤) 参照】 大学院生11名が32名の学部学生を指導した 【資料編P.52(D-2) 参照】。 。
また、施設中長期計画策定のため、施設利用実態調査を行い分析を開始した。 また、国際的技術者養成のため、大学院における英語教育を充実し、コミュニケーショ

【資料編P.143(I-1-⑥) 参照】 ンツールとしての英語科目を新設するとともに大学院専門科目19科目を英語を用いて行っ
た。
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電気通信大学

全 体 的 な 状 況

権プロジェクト「大学特許戦略のあり方」及び文部科学省の21世紀産学官連携手法の構築学生支援
学生生活関連の支援等の業務を総括的、機能的に行う組織として 「学生何でも相談室 、 に係るモデルプログラム事業「新たな時代に対応した共同・受託研究契約のあり方」につ、 」

「就職支援室 「学生生活支援室」の３室で構成する「学生支援センター 【資料編P.31(A- いて研究を行い、その成果を公表した。」、 」
5-⑤) 参照】を設置し、教員と事務職員が一体となって学生支援を行う体制を整備した。

３．財務内容の改善就職支援については、キャリアカウンセラー（特任教授）の採用など組織的・人的強化や
キャリア教育の実施を通して、学生の就職を含むキャリア意識の涵養に努めた。平成17年度 外部資金の増加とその有効利用など、教育研究の一層の推進に不可欠な財務基盤の強化
末で就職希望者に対する就職者の割合は学部及び大学院博士前期課程で99％以上を達成し に向けて種々の取組みを行った。
た。

外部資金の獲得学生相談については、そのためのカウンセラーを増員し、毎日相談に応じることとしたほ
、 」 、か 「学生相談に関する対応指針 【資料編P.55(D-3) 参照】を整備するなど、適切な学生相 産学官等連携推進本部に共同研究のマッチングに関する専門家を特任教授として配置し

談を行う体制を整えた。 外部資金獲得を支援する体制を整備するとともに、各学科・専攻ごとに共同研究、受託研
究等の外部資金獲得目標値を設定し、努力した結果、目標を達成した （平成17年度受け入。
れ総額：1,369,483千円、対前年度比6.2％増 【資料編P.44(C-4) 参照】若手研究者への支援 ）

今後の教育研究活性化のために若手研究者に対する支援として、学内RA制度、学内競争的
間接経費等資金「研究・教育活性化支援システム」における若手教員支援を実施するとともに、平成18

年度に向けて 「ポスドク研究員制度 「若手教員海外研究派遣制度」を創設した 【資料編 教育研究の推進を支える財政基盤を強化するため、共同研究からのオーバーヘッドを新、 」、 。
、 、 。 、P.65(E-5-①)、73(E-6-①)、74(E-6-②)、75(E-6-③) 参照】 たに10％徴収し また 奨学寄附金からのオーバーヘッドを５％から10％に改めた 更に

更に若手研究者支援のための財政基盤を強化するために、外部資金のオーバーヘッド率を 受託研究及び科学研究費補助金等の競争的資金に係る間接経費を含めた全学的な使用方針
改定し、間接経費等の使用方針を策定するとともに、平成18年度は学内当初予算に間接経費 「外部資金にかかる間接経費等の使用方針について」を策定するとともに、平成18年度は
等を組み込むことにより 効率的な運用を行うことを決定した 資料編P.38(C-1) 43(C-3) 学内当初予算に間接経費等を組み込み、より効率的な運用を行うことを決定した 【資料編、 。【 、 。
参照】 P.38(C-1)、43(C-3) 参照】

21世紀COEプログラム「コヒーレント光科学の展開」の活動 ４．自己点検・評価及び広報活動
平成15年度に採択された21世紀COEプログラム コヒーレント光科学の展開 に関する コ「 」 「

評価活動の推進ヒーレント操作による光・物質系の新機能の創出 「光の超高精度制御による新機能の創」、
出 「新世代コヒーレントフォトニックデバイスの創出」の３プロジェクトの研究を積極的 評価室を中心として、教育、研究、社会貢献、管理運営の4領域に関する｢教員基本デー」、
に推進した。本プログラムを支援するため、COE研究学生及び博士後期課程研究留学生の授 タベース｣を構築し、運用を開始した。また、同データベースを踏まえた評価基準｢電気通
業料等免除や研究支援員としての給与支給などを行った。 信大学における教員の自己点検・評価｣を策定し、これに基き、各教員が｢自己・点検評価
研究成果として、177編の学術論文を公表した他、国際シンポジウム２件の実施、東京農 シート｣を作成 学長に提出することにより教員評価・組織評価の試行を行った 資料編P.、 。【

工大学COEとの合同シンポジウム１件を実施した。代表的な成果として、セラミックレーザ 99(H-1) 参照】
ーの研究進展、ナノ光ファイバーによる原子の操作・制御の可能性の実証、コヒーレンスホ

広報の積極的展開ログラフィの原理提案とそれによるコヒーレンス渦場の発生と観測の成功、半導体量子ドッ
トに結合したナノホール自己形成と量子ドットダイオードの試作、およびレーザー研究の成 広報室【資料編P.27(A-5-①) 参照】が中心となって 「電気通信大学フォーラム2005 、、 」
果に基づく２件の商品化の実績を得た 【資料編P.77(E-7) 参照】 公開講座、入試広報、各種のメディアを通じた情報発信、オフィシャルホームページの充。

実など、多様な広報活動を展開した 【資料編P.95(G-1)、96(G-2) 参照】。
特に今年度は、大学教育センター入試検討部と連携して、入試広報を戦略的に進めた。地域・産学官連携推進

「地域・産学官連携推進機構 【資料編P.28(A-5-②) 参照】が中心となって、産業界、外 特別予算を計上し、旺文社等の受験雑誌や受験生向けWebサイトへの広告掲載(http://pass」
部研究機関等との連携を積極的に推進した。本学の産学官連携活動全体を紹介する「第１回 navi.evidus.com/tokushu/feat/uec/main.html)、各地の高等学校訪問、受験相談会への参
産学官連携 DAY in 電通大」を開催し、学内外から約500名の参加を得た 【資料編P.82(F-1 加、本学在学生による受験生対象の学内キャンパスツアーの実施、大学案内のデジタルパ。
-①) 参照】また、他大学・団体等との共催による産学連携交流会などを実施した。更に、 ンフレット（http://www.uec.ac.jp/nyusyu/pamphlet.html）化などを行った。
企業等外部機関との連携を進め、特筆すべき共同研究として、船井電機（株）との間で、情
報家電を中心とする先端研究開発に関する研究プロジェクト（総額500,000千円、年間100,0
00千円）をスタートさせた 【資料編P.93(F-4) 参照】。
産学官等連携推進本部「地域貢献部門」においては 「地域社会の中の新たな産学連携～、

コミュニテイとCSR～」をテーマにした「地域貢献シンポシオン」を「電気通信大学フォー
ラム2005」において開催した 【資料編P.91(F-3)、95(G-1) 参照】。
知的財産本部においては、知的財産創出への気運を高め、関連知識を普及するために多数

のセミナー等を実施した 【資料編P.88(F-2) 参照】また、特許庁の大学における知的財産。
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項 目 別 の 状 況

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（１）教育の成果に関する目標

（１）教育の成果に関する目標
本学は、高度コミュニケーション科学に特化した個性と専門性に富む屈指の大学であ

ることの自認の下に、科学・技術分野で、基礎学力と体験によって培われた実践力ある
人材を育成する。一方、教育の成果を国際的なものとするため、門戸を世界に開き、学
習能力が高く個性ある学生を広く国内外に求め、判断力、洞察力、理解力、柔軟性、適
応性等に秀でた世界水準の人材の育成を目指す。

★教養教育の教育目標
教養教育では、科学・技術と政治、経済、社会との不可分性に鑑み、学際の知識と社

会への適応性を涵養する。ここでは、主に技術教育とは違った人間教育、専門課程の前
段階の知識でも個別領域の知識の獲得でもない人間教育、人生の糧となる無形の財産、
つまるところ、"文化"の体得を目指す。

中
★学士課程の教育目標
学士課程では、専門基礎学力の重視の上に、専門領域にとらわれない統合的かつ開か期

れた知を追求することにより、社会や産業構造の変化に柔軟に適応し、的確な判断力、
国際感覚等に優れ、個性と独創性に富んだ科学技術者を育成する。目

★大学院課程の教育目標標
博士前期課程では、確固たる基礎学力の上に、実践力に優れ、創造性を備えた指導的

専門家、職業人を育成する。
博士後期課程では、世界最高水準の研究を追究し、国際舞台に通用する研究者、高度開
発技術者を育成する。

★卒業後の進路等に関する目標
、 。 、学士課程では その大半を企業での中核を担う技術者を育成する 博士前期課程では

実践力のある専門家、職業人を育成し、国内外を問わず産業界の広い分野での活躍を期
、 。 、 、 、待するとともに 起業家精神に秀でた人材を育成する 博士後期課程では 国 産業界

大学で活躍する問題解決、課題追究型の開発技術者、研究者を育成する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１】 【１－１】
★各学部等の学生収容定員 ★各学部等の学生収容定員 ★各学部等の学生収容定員
各学部等の学生収容定員は別表 各学部等の学生収容定員は別表のとおりと 各学部等の学生収容定員は別表のとおりとする。

のとおりとする。 する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

★教養教育の成果に関する具体的 ★教養教育の成果に関する具体的目標の設定 ★教養教育の成果に関する具体的目標の設定
目標の設定
【２】 【２】
教養教育と専門教育を融合し、 基礎学力の向上 複眼的思考 社会適応性 ○基礎学力の向上、複眼的思考、社会適応性、チャレンジ精神、国際感覚を磨く教、 、 、

科学者、技術者としての確固たる チャレンジ精神、国際感覚を磨く教育を推進 育を推進するため、以下の措置を講じた。
基礎学力の上に、複眼的思考、社 するため、具体的に以下の措置を講じる。 ・実際にある器具、資材の扱い方を学びながら、歩行ロボット、自動噴水器などの
会適応性、国際感覚を磨く教育を ・新入生のもの離れの傾向に対処するため、 目的物を自分で設定し、工夫して作成する授業である「サイエンス工房」を集中
する。この目標に向け、 ものに対する興味を取り戻させ科学の面白 授業として１・２年生対象に新設した。５名が受講した。
・現代の基礎教養として、全学的 さを体験させる授業（集中授業 「サイエ ・ 文章表現法」を新設し、日本語を書くための作法・技術を実習及びレポートによ） 「
にコンピュータリテラシー教育 ンス工房」を１～２年生対象に新設する。 り指導した。281名が受講した。
を施すとともに、科学者、技術 ・実務的・論理的な日本語文章を読解・執筆 ・ 技術史」を新設し、人間と技術の関わり、技術のたどってきた道筋を知ることに「
者としての専門基礎（数学、物 する力を養うことを目的とする授業「文章 よって、各自が「技術」そのものについて考えるきっかけを作った。198名が受講
理、化学等）の学力を重視した 表現法」を新設する。 した。
カリキュラム編成をする。 ・人類が如何にして自然と向き合いその生活 ・大学に入学した学生にキャリア概念を考えさせ、その過程で大学で学ぶことを動

・人文社会、語学系の教養科目に を営んできたかを技術の歴史という側面か 機付けることを目的とする講義として「キャリアデザインＡ」を学部１年生を対
あっては、基礎的な講義科目の ら説く授業「技術史」を新設する。 象に新設した。254名が受講した 【資料編P.51(D-1) 参照】。
他に、問題を絞り、テーマを特 ・職業意識の涵養と勉学意欲の増進を図るた ・平成18年度からの英語教育カリキュラムの大幅改定を目指し、英語教育を実施す
定した上級科目（テーマ別セミ めに、キャリア教育科目「キャリアデザイ る言語文化部会を中心としてFD講演会を２回開催し、英語教室の方針説明、学内
ナーなど）を充実させることに ンＡ」を学部１年生を対象に新設する。科 要望の吸い上げ、今後の展開について議論した。その報告書をもとに平成18年度
より、個性を磨き、判断力、独 目分類は専門科目とするが、教養教育とし に「Scientific English:Reading and Presentation」を新設することとした。
創性等の涵養に努める。 ての側面も重視する。 ・日本機械学会年次大会において 「新カリキュラムによる高校物理教育と工科系大、

・国際性、コミュニケーション能 ・平成18年度からの英語教育カリキュラムの 学」のテーマで高校教員及び大学教員約15名（うち本学教員８名）でフォーラム
力、表現力などを高めるため、 大幅改定を目指し検討を進める。 を開催し、新高校カリキュラムに対する高校の実情について意見を交換した。
語学（特に英語 、文章表現法、 ・高等教育とのスムーズな接続が、平成18年 ・横浜物理サークル（横浜地区高校の物理教師の有志が集う団体）のメンバーと、）
発表能力などに留意した教科目 度からの新教育課程学生の受け入れとも関 高校と大学の教育の接続等に関する意見交換会を開催した。
の充実を図る。特に短期留学プ 連してひときわ重要となることに鑑み、情
ログラムの英語による講義の一 報交換を主題とする高校との懇談会を企画
般学生への開放や、TOEFL、TOEI ・実施する。
C等を積極的に活用する。

・社会性を身につけるため、社会
常識、技術者倫理に関する教科
目や起業家精神を養うための教
科目にも力を入れ、コミュニケ
ーション能力、自己表現力、発
表能力、科学者技術者倫理、チ
ャレンジ精神等の涵養を図る。

★学部の専門教育と大学院教育の ★学部の専門教育と大学院教育の目標を達成 ★学部の専門教育と大学院教育の目標を達成するための具体的措置
目標を達成するための具体的措置 するための具体的措置
【３】 【３】
①学部専門教育では、科学的思考 ①技術英語に対する読解力、執筆力、プレゼ ○技術英語に対する読解力、執筆力、プレゼンテーション力を養うためのカリキュ
能力の育成、科学者・技術者と ンテーション力を養うためのカリキュラム ラム改定について、以下のとおり検討を行った。
しての倫理意識及び人間性・国 改定を、平成18年度からの実施を目指し検
際性の育成、論理的コミュニケ 討を進める。具体的には、
ーション能力の育成を共通の教 ・専門科目「技術英語（仮称 」 の開講を目 ・知能機械工学科に、３年次生の専門科目「技術英語」を平成18年度から開講する）
育基本指針とし、その上で、各 指し、その内容と実施体制について検討す ことを決定した。
学科独自の教育目標に従い、カ る。 ・総合文化科目の上級科目に、英語論文を読む力、英語で発表する力を養う科目と
リキュラムの改正を行い平成16 ・総合文化科目の上級科目に、英語論文を読 して「Scientific English:Reading and Presentation」を平成18年度から開講
年度から実施する。 む力、英語で発表する力を養うクラスの新 することとした。

設を検討する。 ・大学院電気通信学研究科博士前期課程に英語による討議力、英語による発表力を
・大学院において、英語による討議力、英語 訓練する授業科目として、量子・物質工学専攻においては「量子・物質工学アカ
による発表力を訓練する授業科目の開講を デミックプレゼンテーション」を平成17年度後学期から開講し、情報工学専攻に
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

「 」 。検討する。 おいては リサーチツールとしての英語 を平成18年度から開講することとした
語によって授業が行わ・国際化対応の大学院教育の更なる充実を図 大学院電気通信学研究科の専門科目のうち合計19科目が英・

れた。次年度からは、さらに対象科目数を増すと共に、電気通信学研究科の学習るために、英語による大学院専門科目授業
要覧への明示と、授業時間割を通じて周知することによって、受講生に対して英を増やす。
語による専門科目の履修喚起の措置をとることとした。

【４】 【４－１ 【６－１】】
②教育現場では、体験と実践、ヒ ②体験と実践、ヒューマン・インタラクショ ○体験と実践、ヒューマン・インタラクション、コミュニケーションスキル等を重
ューマン・インタラクションを ン、コミュニケーションスキル等を重視し 視した教育を以下のとおり実施した。
重視し、具体性のある知の獲得 た教育によって、具体性のある知識の獲得
を志向し 柔軟性 社会適応性 を推進する。平成17年度は特に、、 、 、
国際性、科学者技術者倫理、チ ・ 課題設定型授業（ＰＢＬ 」の開発を目指 ・ 課題設定型授業」としての「問題設定型光科学教育プロジェクト」が平成17年度「 ） 「
ャレンジ精神等を備えた科学技 し検討を始める。 文部科学省の「魅力ある大学院教育イニシアティブ」に採用され、引き続き実施
術者、専門職業人を育成する。 されている 【資料編P. 52(D-2) 参照】。
その一環として、例えば、 ・特色GPとして進めている「楽力によって拓 ・特色GPとして進めている「楽力によって拓く創造的ものつくり教育」を、メカト

・ ロボメカ工房 電子工学工房 く創造的ものつくり教育」を、メカトロニ ロニクス応用や電子工学工房といった中核科目の下で更に充実させるとともに、「 」、「 」
に代表されるような体験教育の クス応用や電子工学工房といった中核科目 ものつくり教育をテーマとした上海交通大学（中国）との連携を企画・実施し、
場を拡充する。 の下で更に充実させるとともに、もの作り 特色GPシンポジウムを開催した。更にキングモンクット工科大学（タイ）との間

・コミュニケーションスキル（論 教育をテーマとした韓国、中国などアジア で、インターネットをベースにしたクロスオーバーものつくり教育のためのプロ
理的思考力、文章表現力、プレ 諸国との連携を企画・検討する。 トタイプシステムの共同開発を開始した。
ゼンテーション能力、会話力、 ・産学官等連携推進本部のベンチャー創出支 ・ 第１回産学官連携 DAY in 電通大」において、産学官等連携推進本部のベンチャ「
外国語（特に英語能力 ）のため 援部門が中心となり、学生アイデアコンテ ー創出支援部門が中心となって、第９回学生アイデアコンテストを開催し、発表）
の教科目の充実を図る。 ストを企画・開催して学生の優秀なアイデ 26件中７件の優秀賞を選定し、研究開発費を支給した。

・少人数制、セミナーなど、双方 アの育成を支援する。
向性、相互啓発性のある教科目 ・創業・ベンチャー創出を支援する体制を産 ・産学官等連携推進本部の「創業ベンチャー支援ルーム」に特任教授を配置し、学
の充実を図る。 学官等連携推進本部内に整備し、学生の創 生の創業支援等を行った結果、本学、北海道大学、都立科学技術大学の学生６名

・TA、RAを活用した教育、国際的 業やベンチャー創出を支援する。 が「 株）インフォクラフト」を設立したほか、東京都学生起業家選手権において（
な交流・連携・協力活動、留学 本学学生が奨励賞を受賞した。
生の交換、外国の大学、研究機 ・日本人学生のための英語教育において、留 ・日本人学生のための英語教育において、留学生の活用や少人数のクラス編成を適
関との教職員の交流等を強化・ 学生の活用や少人数のクラス編成を適宜取 宜取り入れることにより、学生の英語コミュニケーション能力の向上を図った。
推進し、知的刺激に富んだキャ り入れることにより、学生の英語コミュニ
ンパスづくりをする。 ケーション能力の向上を図る。

【５】 【４－２】
③学部における専門基礎、総合的 ③本学独自のキャリア教育として、産業界の ○本学独自のキャリア教育として、産業界の協力を得て、教育における産学連携と
教育と大学院専門教育との一貫 協力を得て、教育における産学連携と位置 位置づけたユニークな教育システムを構築し、平成17年度から学部１年生（受講
性、継続性に留意した教育を実 づけたユニークな教育システムを構築し、 生254名）を対象とした専門科目「キャリアデザインＡ」を通年開講した。また、
施する。 平成17年度から学部１年生を対象とした専 平成18年度から実施する学部２年生対象｢キャリアデザインＢ」の開講に向けて、

門科目「キャリアデザインＡ」を通年開講 授業内容の準備を進めるとともに、チームティーチングのアシスタント募集を企
【６】 する。併せて、高学年対象の同種の専門科 業OB対象に行った 【資料編P.51(D-1) 参照】。

「 、 （ ）」 、④大学院教育では、問題解決型、 目 キャリアデザインＢ Ｃ 仮称 を
課題追究型の授業、個別指導を 平成18年度以降に順次開講して行くための
もって、高度コミュニケーショ 準備を進める。
ン科学のメッカとして、ハード
ウエア、ソフトウエア、ヒュー 【５ 【６－２】】
マンウエアに関する理論から設 ④前年度に引き続き、電気通信学研究科各専 ○能力ある学部生に大学院科目の先行履修を奨励し、７専攻において165人の４年生
計、開発、運用に至るまでの高 攻において大学院基礎科目の更なる充実を が延べ256科目を履修し、制度が定着した。
度で、先駆的な教育を施す。 図り、能力ある学部生の先行履修を推進す ○電気通信学研究科情報工学専攻において、大学院基礎科目として「現代幾何学基

る。 礎論第二」を新設した。
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★卒業後の進路等に関する目標を ★卒業後の進路等に関する目標を達成する ★卒業後の進路等に関する目標を達成するための措置
達成するための措置 ための措置
【７】 【７－１ 【８－１】】
①卒業後の進路等に関する目標設 ①本学独自のキャリア教育を推進する。具体 ○学部１年生を対象に、企業からの講師招聘による講義、職務適性テスト、事業所
定を支援するため、就職指導体 的には、 見学を内容とする｢キャリアデザインＡ」の授業を開始した。また、平成18年度か
制をさらに強化する。進学を希 ・１年生を対象とした キャリアデザインＡ ら実施する学部２年生対象｢キャリアデザインＢ｣の開講に向けて、チームティー「 」
望する学生には、学生の興味、 を専門科目として全学科共通で開講し、職 チングのアシスタント募集を企業OBを対象に行った。
資質等を勘案した進学指導を行 業意識の涵養と勉学意欲の増進を図る。 【資料編P.51(D-1) 参照】

「 、い、希望する学科専攻で修得で ・高学年を対象とした キャリアデザインＢ
きる技術や、追究できる分野に Ｃ（仮称 」を、平成18年度以降に順次開）
ついての指導体制を整える。 講して行くための準備を進める。

【８】 【７－２ 【８－２】】
②高度に専門化する技術社会の情 ②就職・進路支援体制を充実させるために、 ○就職・進路支援体制を充実させるために、以下のことを実施した。
勢に鑑み、大学院進学率の一層 ・前年度設置した学生支援センター内の「学 ・ 就職支援室｣に就職相談コーナーを設け、就職相談員（キャリアカウンセラー）「
の向上を図る。 生何でも相談室 「就職支援室」の機能を を特任教授として採用し、学生の就職相談に対する個別指導･助言、キャリア教育」、

整備し充実させる。 への企画協力、その他就職支援に関する企画等を行った。
・ 就職支援室」に、就職相談員(キャリアカ ・学生が就職情報を詳細に検索できるよう学務情報システムの中で就職支援システ「
ウンセラー)として専任教員を採用し、学 ムを稼動させた。
生の相談を受け支援する体制をとる。 ・就職説明会を10回開催し 職務適性検査 業界・企業研究(ビジネスマナー等含む)、 、

・ビジネスマナー講習会等の就職活動支援プ を実施し、総数約3,000名が参加した。
ログラムを企画・開催する。 ・各学科の就職指導担当教員による「就職支援連絡会」や各学科の就職指導担当教

・ 就職支援室」が中心となり、目黒会（同 職員、目黒会（同窓会）の就職相談員等による「就職担当実務者懇談会」を実施「
窓会）等の外部団体と連携して就職支援の し、就職支援に関する情報交換を行った。
ための総合企画を引き続き推進する。 ・目黒会と連携して 「企業研究展示会」を実施し、54社、約500名が参加した。、

【７－３ 【８－３】】
③前年度から新たに実施した「保護者のため ○「保護者のための就職説明会」を調布祭（学園祭）期間中に実施し、本学の就職
の就職説明会」を平成17年度も開催し、就 支援体制及び就職状況等についての説明を行い、終了後は「個別相談会」を開催
職環境の実態について保護者に情報提供す した。106人の保護者が参加し、好評を博した。
るとともに、学生の就職活動に対する理解
と支援の為の環境作りに努める。

★教育の成果・効果の検証に関す ★教育の成果・効果の検証に関する具体的方 ★教育の成果・効果の検証に関する具体的方策
る具体的方策 策
【９】 【９－１】
①学業の進捗状況を把握・助言す ①学期ごとに学生の履修状況を調査し、単位 ○１年次前学期終了時点で、総単位数が10単位以下の学生については、当該学生の
るシステム（学期ごとに学生の 取得上で問題のある学生には助言教員およ 所属する学科の助言教員が修学指導を行った。

、 （ 、科目登録状況、単位取得状況、 び前年度設置した学生支援センター「学生 ○１年次が終了した時点で 総単位数20単位以下及び進級審査 ２年次終了時審査
成績分布状況等の調査や成績不 何でも相談室」のカウンセラーを通した助 卒業研究着手審査）に不合格となった学生の保護者等へ成績状況を通知した。併
振学生に対する助言など）を確 言・指導を行い、必要に応じて保護者等と せて「学生何でも相談室」の業務内容を周知するとともに、必要に応じて助言教
立するとともに、学生による授 の連絡調整を図る。 員やカウンセラーが学生生活上の様々な相談に対して助言・指導を行った。
業評価、卒業後の追跡調査（学
位の取得状況、就職先等 、内部）
・外部からの評価、社会から見
た大学の満足度調査等を実施す
る。

【10】 【９－２ 【10－１】】
②「計画、実行、評価、改善」の ②前年度設置した大学教育センターの「教育 ○大学教育センター「教育改善部」が中心となって、
サイクルを通じ、教育の成果・ 改善部」が中心となって 「学生による授 ・平成16年度「学生による授業評価」アンケートの集計結果を、Webを通じて全学に、
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

効果を把握し、教育内容の改善 業評価」アンケート調査を学部全授業科目 公開した。
を図り、近年留年する学生の多 について継続実施し、蓄積されてきたこれ ・ 学生による授業評価」アンケートを学部全授業科目について平成17年度も継続実「
いことに対処し、質の低下をも までの評価データとも統合して総合分析 施した。
たらすことなく、卒業率の向上 し、教育効果改善の具体的検証と授業内容 ・蓄積されてきたこれまでの評価データとも統合して総合分析し、教育効果の具体
が図れるような体制を整備する やカリキュラムの改善について研究を行 的検証と授業内容やカリキュラムの改善について研究を行った。。

う。

【９－３ 【10－２ 【25】】 】
③前年度から始めた一部の学科におけるJABE ○知能機械工学科におけるJABEE受審準備を支援するために、共通教育科目、専門基
E受審準備態勢を、全学的な協力体制の下 礎科目等における教育実態を示す資料データの蓄積・提供体制の整備を目指し、
で支援する。 教育委員会を通じて特に１・２年次を担当する共通教育担当者に通知し、実際に

資料データの蓄積を開始した。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（２）教育内容等に関する目標

（２）教育内容等に関する目標
、 、 、中 系統性のあるカリキュラム編成 効果的な教育方法 厳格・厳正な成績評価をもって

内容、質ともに、世界水準の高等教育を目指す。
期

★アドミッション・ポリシーに関する基本方針
入学者の受け入れ方針を明示、広報し、社会人、外国人にも門戸を広く開放する。ま目

た、専門の異なる分野や他大学からの学生、潜在能力に優れた学生を積極的にリクルー
トする体制を整え、国内外からの優秀な頭脳の受け入れを目指す。標

★教育課程に関する基本方針
学士課程では、教養教育、専門基礎教育、専門教育のそれぞれが有機的に結びつくカ

リキュラム編成をする。教養教育では、語学教育、特に英語教育を重視し、国際性のあ
る人材を育成する。また、学生が自力で階段を登るためにカリキュラムを階層的に編成
し、学習意欲を高め、自主的な学習を支援できる体制を整える。
博士課程では、問題解決型、課題追究型のカリキュラムを編成する。そのため、学生

と教員が協調と相互啓発のもとに研究を推進する体制を強化する。

★教育方法に関する基本方針
教養教育では、学生同士、学生と教員のふれ合いを図り、双方向の教育を実現し、知

識の獲得に偏向せず、人間性、社会性を高めるような教育をする。専門基礎科目では、
実験・演習を重視し、補習授業やTAを活用した個別指導の徹底を図る。学部専門教育、
博士課程では、教育研究指導体制の一層の充実を図り、特に卒業研究、修士・博士論文
の執筆プロセス、学生のTA・RAの経験、学内外・国内外での論文発表等を通し、実践力
の伴った最高水準の技術者・研究者の育成を目指す。

★成績評価等に関する基本方針
厳正、かつ、一貫性を備えた成績評価システムをつくり、成績評価基準を明確にし、

ガイドラインを設け、一貫性と厳正さを備えた評価を実施する。そのため、学生による
授業評価、FD、外部評価等を通し、教育の質の向上を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

★入試に関する具体的方策 ★入試に関する具体的方策 ★入試に関する具体的方策
【11】 【11】
①入試業務を合理化、効率化、一 ※H16実施済みのため、H17年度計画なし。
元化し、学生募集から、広報、
入学相談等に至るまでの事案に
万全の体制を整えるため、入試
センター（仮称）の設置につい
て検討する。

【12】 【12 【13－１】】
②国内外の社会に対し、開かれた ①前年度設置した大学教育センターの「入試 ○大学教育センターの「入試検討部」が中心となって、
大学を目指し、背景の異なる多 検討部」が中心となって、 ・AO入試を導入している他大学や、SSH指定校などを訪問調査して、AO入試や推薦入
種多様で有能な学生の受け入れ ・入学後の学生の修学状況や達成度を選抜方 試などに関する資料を収集し検討を進めた。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

を図るため、入試、入学者の選 法の違いや入試結果も含めて追跡調査し、 ・個別学力試験に理科２科目を課した平成14年度以降の入学者を対象に試験の種別
抜方法を多様化する。当面、推 現行の学生募集や選抜方法等の問題点を整 や学科志望順位と学科別・学年別の単位取得状況の相関についての調査を実施す
薦入試 帰国子女のための入試 理の上、AO入試や推薦入試など具体的方策 るとともに、現行の学生募集や選抜方法等の問題点を整理の上、AO入試や推薦入、 、
特別編入制度、社会人選抜入試 の検討を引き続き進める。 試など具体的方策の検討を行った。
等、門戸を広く開放した入試制 ・高校生 保護者 高校教育界 受験産業界 ・これまでのオープンキャンパス、受験相談会、新入生アンケートによる情報収集、 、 、 、
度の拡充を図る。 さらに在学生、卒業生などが持っている、 の他に 「入試検討部」が中心となり７月に実施した高校訪問の際に、各高校の進、

本学のイメージや入学者選抜方法等につい 路指導担当教諭に対して共通の質問事項を設定し、その中で「高等学校側から見
【13】 ての意識調査の実施を、外部委託も視野に た電通大」についても意見聴取を行った。
③入試要綱等の大学のホームペー 入れて検討する。 ・ オープンキャンパス（入試説明会 」において、本学在学生による受験生対象の「 ）
ジでの公開のほかに、学内での ・高等学校、高等専門学校への教職員訪問、 学内キャンパスツアーを実施した。
大学説明会、全国各地における 全国各地での大学説明会、マスメディアを ・大学教育センター「入試検討部 、広報室等のメンバーにより、東京・神奈川・埼」
進学説明会、高校生に大学への 利用した広告など、具体的で効果的な募集 玉等都県の高等学校訪問を実施した。
体験入学の機会を与える「高大 広報の方法を検討して、広報室との連携の ・各地（東京・横浜・仙台等７都市）で開催された民間主催の受験相談会、東京大
連携制度」などを利用し、入試 下に推進する。 学主催の主要大学説明会等に参加した。
に関する広報活動の体制を整え ・旺文社、学研、リクルート等の受験雑誌や受験生向けWebサイトに本学の広告を掲
る。 載した。(http://passnavi.evidus.com/tokushu/feat/uec/main.html)

（ ）・大学案内をデジタルパンフレット http://www.uec.ac.jp/nyusyu/pamphlet.html
化し、ホームページに掲載した。

【14】 【13－２ 【14－１】】
④大学院、特に後期課程の質的、 ②大学院博士後期課程への、一般選抜への志 ・前年度に引き続き、大学院博士後期課程の社会人向けパンフレットを作成し、関
量的充実を図るため、学生募集 願者はもとより社会人特別選抜等への志願 係企業等に配布した。
・広報活動の創意工夫をする。 者をさらに増やすために、広報活動を強化 ・大学院志願者や社会人を意識した入試関係ホームページの見直しを行った （入試。
そのため、異分野からの学生に する。 関係ホームページを学部入試と大学院入試に区別し、大学院入試にあってはさら
はブリッジ教育など、適切な措 に社会人入試の項目を設定）
置も施し、学科間、専門間の差 ・進研アド、大学入学情報図書館RENA等の大学院受験生向けサイトに広告を掲載し
異を超えた大学院進学を可能と た。
する制度も拡充する。

【14－２】
、③大学院電気通信学研究科博士前期課程入学 ○８月に実施した大学院電気通信学研究科博士前期課程入学試験の外国語において

試験において、TOEFLまたはTOEICのスコア TOEFLまたはTOEICのスコアを利用した。また、博士後期課程においても平成19年
を利用する制度を全専攻で導入することを 度入試から３専攻において外国語の試験にTOEFLまたはTOEICのスコアを利用する
平成16年度に決定したことを受け、平成17 ことを決定し、平成18年度入試の学生募集要項で予告をした。
年度に実施される平成18年度入試からそれ
を実施する。

【15】 【14－３ 【15】】
「電通大国際交流基本方針」に基づいて海外（現地）での大学院入試の実施策に⑤留学生の選抜方法を改善し、渡 ④優秀な大学院博士後期課程留学生の受け入 ○
ついて、国際交流推進センターと大学教育センターによる原案にもとづいて研究日前に入学許可が出せるような れ拡大を目指して、海外（現地）での大学
科入試委員会にて検討を行い、実施上の具体的な方法、問題点などを洗い出し、体制、例えば、現地（海外）選 院入試の実施に向けて具体策を検討する。
協定大学から推薦された学生に対し、現地での面接、インターネットによる面接抜を可能にするような制度につ
などによる通常の推薦入試に匹敵する選考を検討した。更に、ハイデラバード大いても検討する。
学（インド）を複数の教員で訪問し、本学大学院を希望する学生と面談するなど
して、海外入試の効用について検討した。

★教育理念等に応じた教育課程を ★教育理念等に応じた教育課程を編成するた ★教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策
編成するための具体的方策 めの具体的方策
【16】 【16～22－１】
①段階的、階層的なカリキュラム ①前年度に設置した大学教育センターの「教 ○大学教育センター「教育企画部」が中心となって、大学の理念・目標に沿った教
編成を行い、１年次から教養教 育企画部」の機能を充実させ、以下のこと 育に関するマクロプランの作成に着手した。また、学部各学科の授業が体系的に
育と専門教育を同時進行的に実 を総合的観点から検討し実効的方策を立て 行われていることを確認するために、履修科目のツリー構造図を整備し、学習要
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電気通信大学

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

施する。 る。 覧に載せて学生の履修計画の礎となるようにするとともに、それに基づくカリキ
・教育理念、教育方針 ュラム再点検に着手した。

【17】 ・学部共通教育、学部専門教育、大学院教育
②明確な判断力や適応力、国際感 のあり方
覚に優れた科学技術者を育成す ・学部教育と大学院教育の連携
るため、語学教育には外国人教 ・国際化及び高度情報化に即した教育のあり
員の積極的採用を図り、クラス 方
を少人数制にし、演習中心の授 ・キャリア教育（インターンシップ、教職、
業を強化する。 資格取得）

・社会人教育及び生涯教育
【18】 ・高校教育との接続、高大連携
③人的資源の制約をカバーし、広
範な総合文化科目を提供するた 【16～22－２】
め 他大学との単位互換制度 平 ②大学教育センター「教育企画部」がまとめ ○学部カリキュラムと時間割を、特に１・２年次において 「教育企画部」でチェッ、 （ 、
成9年度より実施）の積極的な活 た方策を、同センター「共通教育部門 、 クした。そのうち時間割については時間割WGに作業を委嘱し、共通教育について」
用を推進し、国立工科系11大学 学部教育委員会 大学院研究科教育 教務 は「共通教育部門」の各授業部会からの提言を審議、承認して以下のことを行っ、 （ ）
院の遠隔教育による単位互換制 委員会などで検討し、教育研究評議会の審 た。
度（平成15年度実施）を拡充す 議を経て、共通教育部門各部会、各学科、 ・学部１年次の時間割を見直し、過密になっていたのを緩和した。
る。 各専攻で具体的な内容と実施体制を構築す ・キャリア教育を引き続き推進し、新規に学部２年生に対し18年度に「キャリアデ

る。 ザインＢ」を開講する体制を整えた。
【19】 ・英語で開講する国際科目を設置し、短期プログラム留学生とともに日本人学生が
④学科・専攻間の連絡を密にして 単位を取得できるようにして国際化を図った。、
相互乗り入れ授業を実施し、学 ・総合文化科目として「文章表現法」を設置し、学生の日本語での表現能力の増進
科間、研究科間の科目履修を容 を図った。
易にする制度の拡充を図る。

【16～22－３】
【20】 ③各部会、各学科、各専攻が独自に教育課程 ○「大学教育センター」の「教育企画部」において、学部教育全体にまたがる共通
⑤シラバスを充実させ、インター の編成などを検討し策定する場合には、大 教育の改定について「共通教育部門」の各部会からの企画を審議し、承認した。
ネット上で公開し、学生と教員 学教育センター「教育企画部」との連携の
の交流を密にするためのオフィ 下に大学全体の教育理念、教育方針との整
スアワーの充実も図る。 合を図った上で、共通教育部門、学部教育

委員会、研究科教育（教務）委員会等での
【21】 検討と教育研究評議会での審議に基づいて
⑥教養教育と専門教育の継続性を 実行に移す。
重視し、多様な学生に対処する
ため、学部高学年において大学 【16～22－４】
院の授業を、また、必要な大学 ④大学教育センターの 教育改善部 で 教 ○大学教育センターの「教育企画部」において、１年次の時間割の過密について討「 」 、「
院生には、学部高学年の授業を 育企画部」との連携の下に教育課程の継続 論し、一部是正を行った。更に今後継続的に各年次の時間割の平均化を図ること
大学院の授業の一環として修得 的検証と改善を行う。 とした。
できる制度を拡充する。

【22】
⑦専門課程、大学院では、階層構
造をもたせた授業を展開し、シ
ラバスの有効利用を図り、予め
取得しておくべき科目等を明示
し、系統性のある教育をする。
また、セミナー、個別指導、研
究会、学会活動等を有機的に結
び付け、研究者、専門家の総合
的な育成を図る。
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★授業形態、学習指導法等に関す ★授業形態、学習指導法等に関する具体的方 ★授業形態、学習指導法等に関する具体的方策
る具体的方策 策
【23】 【23－１】
学生の多様性、学生のニーズ等 ①絶対評価方式による学生の成績の分布を授 ○大学教育センターの「教育改善部」において、授業クラスごとの成績分布につい

を考慮した学習環境を整え、教育 業クラスごとにWeb上で公開し、クラス間 ての分析を行い、クラス間格差を是正するための方策について検討を行った。
目標に合致し、かつ、実効ある成 格差の是正を誘導するとともに、学生が自
果が期待できる授業・学習指導法 己の相対位置を知ることによって勉学意欲
を採用する。そのため、以下に挙 を高めるよう指導する。
げるような事項の実施を図る。
・専門教育に支障を来たさないた 【23－２】
め、専門基礎科目（物理学や数 ②前年度設置した大学教育センターの「共通 ○大学教育センターの「共通教育部門 「基礎科学部会」が中心となって、実際に」、
学）に問題のある学生に対する 教育部門」が中心となって、科学の面白さ ある器具、資材の扱い方を学びながら、歩行ロボット、自動噴水器などの目的物
補習授業を充実させる。 を体験させるための実習・実験に重きを置 を自分で設定し、工夫して作成する体験型授業「サイエンス工房」を、夏期集中

・少人数クラス、セミナー、相互 いた物理化学分野の集中授業「サイエンス 型授業として新設した。
啓発型、双方向(対話)型授業の 工房」を新設し、もの離れの傾向にある学
充実を図る。 生の教育に供する。

・学生の自主学習、能動的学習を
支援するラボ、自習室等の学習 【23－３】
環境を整備する。 ③言語MM教室や言語自習室を利用した教育に ○「共通教育部門」言語文化部会の中にある言語自習室運営部会の体制を整備し、

・コミュニケーションスキル、国 ついて、語学教育全体の中でのその位置づ 教員各員の任務の明確化を図った。また技術部による緊密な技術協力を得ること
際性を磨くため、語学での演習 けに基づいて、実施体制、管理体制を検討 として、MM教室および言語自習室の実施体制および管理体制を強化した。
授業を強化する。 する。

（ 、 、 、・教育設備 教室 ゼミ室 機器
図書、ソフト）の充実を図る。 【23－４】

・TAを使っての授業の効率化、教 ④前年度に現代GP支援プログラムとして採択 ○現代GP「専門重視の相互作用型ｅラーニング実践」を、ｅラーニング推進センタ
育効果の向上を図る。 された「専門重視の相互作用型ｅラーニン ーを中核として以下のとおり推進した。

・教員の助言制度、オフィスアワ グ実践」を、ｅラーニング推進センターを ・全学裁量ポストを活用して専任教員をｅラーニング推進センターに配置した。
ー等を強化する。 中核として推進する。具体的には、 ・前年度に引き続き、ｅラーニングコンテンツ開発の学内公募を行い、11件の企画

・シラバス 授業内容 進行計画 ・専任教員を全学裁量ポストとしてｅラーニ について開発費支援を行った。（ 、 、
成績評価方法、成績評価基準、 ング推進センターに配置し、既存の学務情 ・ｅラーニング実践に関わる講習会、講演会を開催して、ｅラーニング環境の拡大
参考書等を明記）を完全電子化 報システムとリンクした新たなラーニング と充実を図った。
し、年度毎に更新する。 ・マネージメント・システム(LMS)を設計 ・成果発表の場として、平成18年３月７日「UEC e-Learning フォーラム」を文部科

・社会経験を重視し、インターン ・構築するとともに、学習コンテンツ開発 学省担当官、学内外有識者を招待して開催した。
シップ制度を拡充することで、 支援のための環境整備を行う。
多くの学生がインターンシップ ・ｅラーニング実践に関わる講習会、講演会
を経験できるようにし、受け入 を開催して、ｅラーニング環境の拡大と充
れ企業の開発、増加に努める。 実を図る。

・大学院にあっては、英語による ・ｅラーニングによる実践的教授学(e-Pedag
授業の増加や論文の書き方等の ogy)に関する実証的、実践的研究を進め、
指導を徹底する。 新たな授業形態の開発を目指す。

・学習の意識を高め、又、プレゼ
ンテーション能力、起業家精神 【23－５】
を涵養するため、学生による全 ⑤インターンシップ制度を重視し、より多く ○インターンシップ制度の推進について、担当教員を増員し取り組んだ結果、平成
学的なセミナー、各種コンテス の学生が社会経験できるよう体制の更なる 17年度における対前年度実績として、履修学生数27％増、受入企業数13％増とな
ト、講演、シンポジウム、外国 充実を図るとともに 受け入れ企業の開拓 った。、 、
人学生との交流、外国人研究者 増加に努める。
等による講演会その他の学術活
動を活発に行うとともに、学生

、 。の学会参加等を奨励 支援する
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★適切な成績評価等の実施に関す ★適切な成績評価等の実施に関する具体的方 ★適切な成績評価等の実施に関する具体的方策
る具体的方策 策
【24】 【24】
①教育の質を保証するため、成績 ①前年度設置した大学教育センターの「教育 ○大学教育センターの「教育企画部」において以下のことを行った。
評価に以下の方策を施す。 改善部」が中核となって、教育目標、学生 ・ 学生による授業評価」アンケートを平成17年度も前後期とも継続実施し、集計結「

・科目ごとに、その目的及び達成 のニーズ 授業成果等の継続的検証の下に 果を学内開示した。あわせて、過去に蓄積されている評価データとも統合して授、 、
目標を明示した上で成績評価す 授業形態、教育媒体、教育方法等の改善に 業実態の総合的、経年的特性を調査し、評価室とも連携して、授業改善に向けた
る。 向けた方策を検討する 特に平成17年度は 方策を検討した。。 、

・同一科目間や教員間でのバラン ・学務情報システムに平成16年度から導入付 ・授業クラスごとの成績分布についての分析を行い、クラス間格差を是正するため
スを欠くことなく、厳格かつ公 加された、Web上で学生が履修登録、成績 の方策について検討を行った。
正な成績評価を保証する制度を 検索ができ、同じく教職員が履修管理、成 ・現在のGPAが本学のカリキュラムの上で、学習状況の指標として適当であるか検討
整える。 績管理ができるオンラインのデータベース を行った。

・厳正な成績評価を行うため、不 システムを活用して、授業クラス単位の成
正行為等への効果的な対処法を 績分布を学生に公開する。このことを通じ
考案し、一方、学生には不服申 て、同一科目における成績評価のクラス間
し立て制度等を確立する。 格差を是正する方向に誘導するとともに、

学生が自分に関する絶対評価と相対評価の
レベルを知り勉学意欲を高めるよう指導す
る。

・学生による授業評価アンケート調査を継続
実施し、過去に蓄積されている評価データ
とも統合して授業実態の総合的、経年的特
性を調査し、評価室とも連携して、授業改
善に向けた方策を検討する。

・GPAの利用上の問題、導入に際しての課題
等を検討する。

【25】 【25】
②教育内容、教育効果の質の向上 ※年度計画【10－２】に記載
を目指し、JABEE等への対応も可
能な体制を整える。

【26】 【26】
③学生の学習意欲を高めるため、 ②学生表彰制度を教職員および保護者に周知 ○保護者向けの広報誌「学園活動後援会だより（平成17年７月号 」に平成16年度の）
現在実施している学長表彰や同 して表彰に対する認識を高めるとともに、 学生表彰者を掲載し、周知した。
窓会賞などの顕彰制度の充実を 同制度を引き続き実施することで学生の修 なお、平成17年度の学生表彰は、本学卒業式の日に実施され、研究活動、課外活

、 、図る。 学や課外活動等への意欲を喚起する。 動及び社会活動で顕著な成果をあげた学生60名 成績優秀な学部２・３年生15名
及び顕著な活動成果をあげた７団体に対して、学長が表彰した。
また、学生向け広報誌「学園だより（平成18年３月号 」に平成17年度までの学生）
表彰について掲載し、周知した。

【27】 【27】
④優秀な学生については、学位取 ※H17は対応する年度計画なし。
得のための学習年限の短縮など
についても検討する。

★教育の改善のための具体的方策 ★教育の改善のための具体的方策 ★教育の改善のための具体的方策
【28】 【28～30－１】
①「計画、実施、評価、改善」の ①前年度設置した大学教育センターの「教育 ○授業改善の取り組みについて教員アンケートを行い、授業改善、授業運営、成績
サイクルを通し、常時カリキュ 改善部」を充実させ、学内のいろいろな部 評価等に関する実態把握と問題発掘のための調査を行った。
ラムの見直しを図る。 署で行われているいろいろなレベルの教育 ○「教育改善部」と英語教室との共催で英語教育に関するFD研究会を開催し、多数
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

改善活動を洗い出し整理し、本学における の教員の参加を得て英語教育の実態と問題点やこれからのあり方等について議論
FD活動を組織化し強化する。 を行った。

【29】 【28～30－２】
②シラバスの改善と公表、厳正公 ②電気通信学部の全授業科目で行っている ○平成16年度の「学生による授業評価」アンケートのまとめを行い、Webによって学
平な成績評価、授業評価の実施 「学生による授業評価」を平成17年度も継 内に公表した。
と評価結果の公表を行う。 続実施するとともに、これまでに蓄積され ○平成17年度も引き続いて、全授業科目対象の「学生による授業評価」アンケート

てきた評価データとも統合して分析し、結 を実施した。
【30】 果をWebと印刷媒体によって公表して授業
③教育実績評価制度の導入、卒業 改善に向けた活動を活性化させる。
時の学生及び卒業生、企業等か
らの評価、FD活動、TAの有効活 【28～30－３】

、 、 、 、用等を図る。 ③授業計画の立て方、到達度の設定の仕方、 ○FD活動の一環として 授業計画の立て方 到達度の設定の仕方 シラバスの内容
シラバスの内容、授業の進め方、評価の仕 授業の進め方、評価の仕方等を講習する新任教員研修について、平成18年度実施
方等を講習する新任教員研修の実施につい に向けて検討した。
て検討する。
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電気通信大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（３）教育の実施体制等に関する目標

（３）教育の実施体制等に関する目標
教育を担う教員と支援する職員を有機的、効率的に組織化し、教育環境、教育実施体

制の充実を図る。

★職員の配置の基本方針
性別、宗教、国籍によらず、適材を適所に配置するとともに、TA、RA、技官、教務補

佐員等の有効活用を促進する。
教育研究を機動的に行うために学科間、研究科間での教員の教育上の相互協力、人事

上の流動性を高める。中
教養教育では、その企画組織、実施組織、教員組織等で複雑な構造を簡素化し、一体

化して、教育効率の良い体制を整える。期

★教育環境の整備に関する基本方針目
学習を支援し、教育効果を向上させるため、図書館の利便性を高めるとともに、IT技

術を駆使した教育環境を整備する。一方、あらゆる意味で「教育は人なり」に立脚し、標
学生、教職員を含め、理想的な人的集団の環境形成に努める。

★教育の質の改善に関する基本方針
教育の質の改善は授業及び学習指導法に依存する。そのため、教員の意識改革ととも

に、教員が教育に専念できる時間を十分に確保し、適切な学習環境を整える。学習環境
は単に物的なものだけでなく、キャンパスに集う人間集団の多様化にも依存するので、
知的集団を形成する学生、教職員の一層の国際化を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

★適切な教職員の配置等に関する ★適切な教職員の配置等に関する方策 ★適切な教職員の配置等に関する方策
方策
【31】 【31】
①基礎教育センター、共通教育運 ①専門学科教員を含め、効果的な教育・研究 ○「学部再編検討WG」を中心として、本学の将来を展望した学部再編とそれに伴う
営委員会、教育委員会等の役割 の遂行のための教員配置等を引き続き検討 教員配置等について、検討を進めた。特に共通教育については、その実施主体を
を一本化し、カリキュラムの編 する。 明確にするために、平成11年度学科改組にともない専門学科に分属された教員の
成、実施から、共通教育関係の 再配置について検討を進めた。
企画、立案、実施、管理、教育
方法の改善やFDの推進等を総合
的に扱う大学教育センター(仮
称)の設置について検討する。当
面は、

・教養および基礎教育（総合文化
科目と専門基礎科目）に全学教
員の協力と参加を促して、過半
数の教員が何らかの形で教養教
育に関与する体制を確立する。

・総合文化科目担当の教員の各学
科への分属によって生じた組織
上、教育上のマイナス面を解消
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電気通信大学

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

するため、それらを総合文化講
座にまとめ、文系教養教育体制
を強化する。

【33－１】
②大学として重点化すべき教育・研究分野に ○平成16年度からの検討を踏まえて、全学的視野に立脚した戦略的新構想や各部局
裁量的に教員を配置する効果的な手法を検 の重点強化などを積極的に推進するため、各部局教員数の10％を全学裁量ポスト
討する。 とする新たな教員配置システムを確立した。

同システムに基づき、新たに先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターな
ど重点教育研究分野での教員採用、若手教員の抜擢人事などを決定した 【資料編。
P.36(B-1) 参照】

【32】 【32】
②学科間での教育上の相互乗り入 ③電気通信学部と情報システム学研究科間 ○情報系教育の協力体制を検討し、情報システム学研究科の４人の教員によって電

（ 、 、 、れ体制を確立するほか、部局間 の、情報系教育に関する協力体制の推進に 気通信学部の専門科目４科目 確率論 マーケティング科学 経営情報システム
（電気通信学部と情報システム ついて引き続き検討する。 知覚工学）の授業担当について協力を行った。更に、電気通信学部学生３名の卒
学研究科）の相互協力体制を整 業研究指導も行った。
備する。

【33－２】
【33】 ④特任教員制度 客員教員制度を有効活用し ○特任教員として、学生支援センター「就職支援室」にキャリアカウンセラーを、、 、
③他大学、研究機関、海外協定校 学外者による教育・研究協力のシステムを 産学官等連携推進本部に共同研究のマッチング、研究成果の事業化等について経
との教員の交流 外国人の採用 充実させる。 験と実績を有する専門家を、それぞれ配置した。、 、
学内での交流を通し、機動性と また、大型外部資金によるプロジェクト研究を推進するため、平成18年４月１日
多様性に富んだ教員配置を試み 付けで特任教授１名を採用することを決定した。
る。 客員教員を新たにｅラーニング推進センターに２名、先端ワイヤレスコミュニケ

ーション研究センターに６名配置した。

【33－３】
⑤常勤教員と非常勤教員（非常勤講師）の配 ○常勤教員の業務負担割合の適正化の観点から、常勤教員と非常勤教員（非常勤講
置について検討を進め、平成18年度以降常 師）の配置について検討を行い、平成18年度においては、新たな教員配置システ
勤教員の業務負担割合の適正化を図る。 ムにおける全学裁量ポストの一部を非常勤講師手当として活用することを決定し

た。

【34】 【34－１】
④TA、RA、技術職員、教務補佐員 ⑥技術部組織については引き続き検討を進 ○組織・人事制度見直しWG（役員会WG)を中心に、より効率的に教育研究を支援する
等が、その職分を十分に発揮で め より効率的な教育研究支援体制を目指す ための技術部組織のあり方について検討を行い、全学的課題に対する技術協力を、 。
きるような体制を整備する。 積極的に行うため、平成18年度新設予定の「情報基盤センター」及び「安全・環

境保全室」に必要な技術職員を配置することを決定した 【資料編P.18(A-3) 、。
208(J-2) 参照】

【34－２】
⑦有効なTA管理システムの導入について引き ○大学教育センターの「教育改善部」において、TA雇用・管理のための Webを用い
続き検討する。 たシステムの構築を進め、一部の学科・専攻において試行的に用いた。また、電

気通信学研究科所属のTAの雇用に関して、授業改善やTAの作業の改善のために、
TA大学院生、担当教員に対して、実態調査アンケートを実施した。

【34－３】
⑧教務職員の在り方について、役員会の下に ○組織・人事制度見直しWG（役員会WG)において、学校教育法の改正による教員組織
置かれた組織・人事見直しWGで検討する。 の見直しに関連し、教務職員のあり方について検討を行った。

【33－４】
⑨中央教育審議会大学分科会で答申された大 ○組織・人事制度見直しWG（役員会WG）において、学校教育法の改正による教員組
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

学教員組織のあり方について、組織・人事 織の見直しについて検討を行った。
見直しWGで検討を開始する。

★教育に必要な設備、図書館、情 ★教育に必要な設備、図書館、情報ネットワ ★教育に必要な設備、図書館、情報ネットワーク等の活用・整備の具体的方策
報ネットワーク等の活用・整備の ーク等の活用・整備の具体的方策
具体的方策
【35】 【35－１】
大学のIT環境を整え、e-Campus ①ｅラーニング推進センターが中心となっ ○ｅラーニング推進センターにｅラーニング自習室を整備した。

化し、学生、職員、一般市民が教 て、IT技術を活用した自由度の高い自己学 ○言語自習室の計算機システムを更新し、学習環境の改善を行った。
育に関するすべての情報を共有で 習や遠隔授業等のための環境整備を推進す
きる体制を築くため、その中枢と る。
なるe-Learning推進センター（仮
称）の設置について検討する。当 【35－２】
面は、 ②インターネットやマルチメディアを用いた ○新たに３教室にプロジェクターを設置し、マルチメディアを用いた授業を実施す
・ネットワーク環境 e-教室設備 授業を実施するための教室設備の充実を図 るための教室設備の充実を図った。（ 、
電子掲示板、無線LANステーショ り、e-Campus化を更に推進する。
ンの設置等）を整備する。

・図書館の雑誌類のオンラインジ 【35－３】
ャーナル化を図る。 ③言語MM教室や言語自習室について、利用方 ○言語自習室の計算機システムを更新して、英語自習環境の改善を行った。

・学生との質疑応答（オフィスア 法、管理方法、及び語学教育全体の中での ○IT機器やメディア教材・機材を利用する語学教育（授業コマ）の実態を調査し、
ワーの一形態 宿題 授業連絡 位置づけを検証し、そのあり方や整備更新 環境管理や環境維持に対して技術部の協力を得ることを決定し、言語自習室運営）、 、 、
リポート等の通知、提出、添削 の必要性について検討する。 部会の体制を整備した。
等をWeb上で行えるようにする。

・SCSで受信した海外ニュース等を 【35－４】
視聴するシステムを設置する。 ④図書館の機能を更に充実させ活用するた ○国立大学オンラインジャーナルコンソーシアム該当タイトルを中心として学内共

・専門外の図書、資料や留学生の め、前年度に引き続き、 通学術基盤となる主要な外国雑誌のオンラインオンリー化の推進を全学的経費負
ための日本語／日本文化等の図 ・学術雑誌に関するオンラインジャーナルと 担で行うことを決定し、予算配分を行った。
書の充実を図る。 プリント版の現状解析、両者のバランスの ○情報検索：入門編、情報検索：基礎編、およびオンラインデータベース講習会及

在り方の検討、重複タイトルの整理、動向 びオンラインジャーナル講習会を実施した。
調査などを行い、雑誌資料の整備について ○年間２回の選書を行い、語学を中心とした資格(TOEFL、TOEIC、日本語能力試験、
の全学的コンセンサスの形成に努める。 ドイツ語検定等の語学関連、無線技術士、弁理士、情報処理関係試験等)関連図書

・｢オンラインデータベース／オンラインジ 約130冊を選定した。
ャーナル講習会｣を実施する。併せて、前 ○通常開館時間における自動貸出システムの運用を開始し、利用者への周知指導に
年度に作成した｢情報検索の手引き｣を活用 努めた。
して｢情報検索入門｣講習会を実施する。

・資格関連図書を幅広く充実させ、学生の資
格取得を継続支援する。
加えて、自動貸出・返却システムの運用を
開始する。

★教育活動の評価及び評価結果を ★教育活動の評価及び評価結果を質の改善に ★教育活動の評価及び評価結果を質の改善に繋げるための方策
質の改善に繋げるための方策 繋げるための方策
【36】 【36】
学生による授業評価や卒業後の 前年度設置した大学教育センターの「教育 ○電気通信学部全授業科目について「学生による授業評価」を平成17年度も継続実

追跡調査等の結果を各教員にフィ 改善部」の機能を充実させ、 施し、前期の集計結果をWebにより学内開示した。
ードバックするとともに、授業評 ・学生による授業評価を電気通信学部全科目 ○後期の「学生による授業評価」を含めた17年度の評価結果を各教員へフィードバ

「 」価結果、成績評価の実態一覧、成 について継続実施する。その評価結果は、 ックするための教員開示用データの分析作業を大学教育センターの 教育改善部
績分布等を公表するなど、各教員 各教員へフィードバックするほか、共通教 で行った。
が教育の質の改善に取り組むため 育部門の部会ごと及び学科ごとに比較する ○評価室が策定した評価基準に基づき、各教員が「自己点検・評価シート」を作成
のシステムを整備する。 などして、より詳細なデータを個別に供給 する際に、学生による授業評価の結果を参考とし、教員の自己評価を通して授業

する。これらのことを通じて、授業改善に 改善を図った。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

向けた活動を評価室と連携して更に活発化
させる。

・評価結果に基づいて教員が行う授業改善作
業を集約するシステムの構築を検討する。

★教材、学習指導法等に関する研 ★教材、学習指導法等に関する研究開発及び ★教材、学習指導法等に関する研究開発及びFDに関する方策
究開発及びFDに関する方策 FDに関する方策
【37】 【38－１】
①新任教員には、教育上のオリエ ①前年度設置した大学教育センターの「教育 ○大学教育センターの「教育改善部」において、授業改善の取り組みについて教員
ンテーションの充実を図る。授 改善部」において、授業評価の結果に基づ にアンケート調査を実施し、その結果はWeb上で学内に公開して、全学で共有でき
業方法、学習指導方法について いて教員が行う授業改善事例を集約し、そ るようにした。
の検討会や講習会、公開授業、 れを全教員で共有するシステムを検討す ○評価室において優れた教育実績を表彰する制度について検討した。
相互参観授業等の制度を企画、 る。
立案、拡充する。

【37】
②授業運営をテーマとする新任教員研修の実 ○大学教育センター「教育改善部」において、新任教員研修の平成18年度実施に向
施を検討する。 けて検討した。

【38】 【38－２】
②大学教育センター（仮称）でFD ③ｅラーニング推進センターにおいて、IT技 ○ｅラーニング推進センターでは、平成16年度に採択された現代GP「専門重視の相
活動を行い、教員の教育に対す 術を活用した自由度の高い自己学習環境の 互作用型ｅラーニング実施」プロジェクトの中核として、学内のｅラーニングコ
る意識の向上及び指導法の改善 開発・整備を推進し、併せて、ｅラーニン ンテンツ開発の支援を進めた。基盤システム開発部門に客員教員を採用し、コン
を図る。 グによる実践的教授学(e-Pedagogy)に関す テンツ開発、基盤システム開発を支援するとともに、実証的・実践的研究を進め

る実証的、実践的研究を進め、新たな授業 る体制を整え、またｅラーニング推進センター内にｅラーニング自習室を設置し
形態の開発を目指す。 た。

★全国共同教育、学内共同教育等 ★全国共同教育、学内共同教育等に関する具 ★全国共同教育、学内共同教育等に関する具体的方策
に関する具体的方策 体的方策
【39】 【39－１】
①多摩地区５大学の単位互換、国 ①国立工科系12大学院の遠隔教育による単位 ○国立工科系12大学院の遠隔教育による単位互換を継続実施し、延べ23科目中、電
立工科系11大学院の遠隔教育に 互換を継続するとともに、その一部の科目 通大からは5科目を提供した。英語による授業は全体で４科目、うち本学からは２
よる単位互換を拡充する。 で行われている英語による授業をさらに拡 科目を提供した。また、次年度からは英語による単位互換科目を拡充することを

充する。 検討した。

【39－２】
②7大学大学院合同セミナーについて、ｅラ ○電気通信学研究科教育委員会において、７大学大学院合同セミナーについて、ｅ
ーニングなどの方法で行うことの可能性も ラーニングなどの方法で行うことの可能性も含め検討を開始した。
含め検討を開始する。

【39－３】
③日本女子大理学研究科と電通大電気通信学 ○日本女子大学理学研究科と本学電気通信学研究科及び情報システム学研究科との
研究科及び情報システム学研究科との間の 間の遠隔教育による単位互換を、平成17年度から双方より２科目ずつ提供して開
遠隔教育による単位互換を、平成17年度か 始した。
ら開始する。

【40】 【40】
②専門基礎科目、コンピュータリ ④専門基礎科目、専門共通科目（夜間主コー ○専門基礎科目（昼間コース26科目、夜間主コース19科目 、専門共通科目（夜間主）
テラシー教育等を全学科共同で ス）等に関する教育を、引き続き全学科で コース19科目）に関する教育を、引き続き全学科共同して実施した。
実施する。 共同して実施する。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（４）学生への支援に関する目標

（４）学生への支援に関する目標
、 、 。 、複雑化 高度化する社会の中で 学生は諸々の問題と直面する 学業を全うするには

学業以外の学生生活も支援する体制が不可欠であることから、次の目標をもって学生支
援に当たる。

★学生支援のための組織体制に関する基本方針
学生が抱える教育研究、生活上の多面的な問題に対応するため、即応的、総合的に学

生支援ができる組織体制を整える。

★学習支援に関する基本方針
学生の持つ教育研究上、生活上の属性の違いを考慮し、適切な学習支援をするための中

環境を整備する。
期

★生活相談・健康相談等に関する基本方針
学生生活一般、健康・安全面で学生の持つ諸々の悩み、相談に応えるための体制を整目

え、その機能の強化・充実を図る。
標

★経済的支援、就職支援に関する基本方針
優秀な学生が経済的理由により学業に支障を来たさないよう、また、有為の人材の育

成と教育の機会均等の実現のために、学生の経済支援の充実を図るとともに、学生の体
得した知識、個性、適性・能力等に適合した就職活動を支援する。

★設備環境面の支援に関する基本方針
充実した学生生活を送るための福利厚生施設やサークル活動等の課外活動を支援する

設備の充実を図る。同時に、身体障害者には教育の機会均等を保証するためのバリアフ
リー環境を実現するなど、教育研究にふさわしいキャンパス整備計画を策定し、魅力あ
る学習環境を整備する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

★新たな学生支援のための組織の ★新たな学生支援のための組織の設置 ★新たな学生支援のための組織の設置
設置
【41】 【41】
修学指導から学生指導、学生相 前年度設置した学生支援センターの中の ○学生支援センターの各室について、以下のとおり機能の充実を図った。

談、経済支援、就職支援等の学生 「学生何でも相談室 「就職支援室 「学生 ・ 学生何でも相談室」に、本学専任教授から選んだ兼務教員である室長と、臨床心」、 」、 「
関係業務を総括的に掌握できる組 生活支援室」の整備を進め、同センターの機 理士の資格を持つカウンセラー及び事務職員から構成される室員を配置し、学生
織体制の整備を図る。このため、 能の充実を図る。 相談、修学相談への個別対応、成績不振学生を出さないための予防措置等を行っ
学生部を再編し、学生支援センタ ・ 学生何でも相談室 に室長と室員を置き た。カウンセラーについては前年度までの２名から４名に増員し、学生相談に毎「 」 、
ー（仮称）の設置について検討す 室長は本学専任教授から選んだ兼務教員と 日（前年度は週３日）対応する体制を整えた。
る。 する。室員には、臨床心理士の資格を持つ ・｢就職支援室｣に、本学専任教授から選んだ兼務教員である室長と、就職相談（キ

非常勤カウンセラーを配置し、学生相談等 ャリアカウンセリング）を専門とする特任教授（学外から採用）及び事務職員を
に対応する。加えて、複数の協力教員（兼 配置し、就職相談に対する個別指導・助言、キャリア教育への企画協力、就職先
務）と事務職員を室員として置き、何でも 企業の開拓、その他就職支援に関する企画等を行った。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

相談、修学相談への個別対応、成績不振学 ・ 学生生活支援室」の室長は学生課長の併任とし、室員には学生担当、課外・福利「
生を出さないための予防措置等を行う。 厚生担当、経済支援担当の事務職員を置き、学生生活全般に関する総括・支援、

・ 就職支援室」に室長と室員を置き、室長 奨学金や学生納付金の減免等に関する指導・支援、福利厚生施設等の管理・運営「
は本学専任教授から選んだ兼務教員とす 等を進めた 【資料編P.31(A-5-⑤) 参照】。
る。室員には就職相談（キャリア・カウン
セリング）を専門とする特任教員と事務職
員を置き、就職相談に対する個別指導・助
言、キャリア教育への企画協力、就職先企
業の開拓、その他就職支援に関する企画等
を行う。

・ 学生生活支援室」の室長は学生課長の併「
、 、 、任とし 室員には学生担当 課外活動担当

経済支援担当、福利厚生担当の事務職員を
置き、学生生活全般に関する総括・支援、
奨学金や学生納付金の減免等に関する指導
・支援、福利厚生に関する管理・運営等を
行う。

★学習相談・助言・支援の組織的 ★学習相談・助言・支援の組織的対応に関す ★学習相談・助言・支援の組織的対応に関する具体的方策
対応に関する具体的方策 る具体的方策
【42】 【42－１】
学生の科目履修、研究等に対す ①前年度設置した学生支援センターにおい ○学生相談の充実を図るため、助言教員やオフィスアワーのあり方について掲載し

るきめ細かい指導・助言体制の充 て、助言教員制度やオフィスアワーのあり た「学生相談に関する対応指針」を作成し、教職員に周知・徹底した。
実を図る。入学時のオリエンテー 方等を含め、入学時から卒業するまでの間 【資料編P.55(D-3) 参照】
ション その後の諸々の合宿研修 の助言・支援体制の充実について検討す、 、
教員のオフィスアワー、助言教員 る。
制度等を有効に機能させ、学生の
学習・生活上の諸問題の把握とそ 【42－２】
の対処に万全を期す。 ②成績不振傾向にある学生、授業に出席しな ○１年次が終了した時点で総単位数20単位以下及び進級審査（２年次終了時審査、

い学生等の保護者との連携・協力の方法を 卒業研究着手審査）に不合格となった学生の保護者等へ成績状況を通知した。併
検討し、引き続き家庭・大学の双方向から せて 「学生何でも相談室」の業務内容を周知するとともに、必要に応じて助言教、
学生を支援する。 員やカウンセラーが学生生活上の様々な相談に対して助言・指導を行った。

★生活相談・健康相談等に関する ★生活相談・健康相談等に関する具体的方策 ★生活相談・健康相談等に関する具体的方策
具体的方策
【43】 【43－１ 【44－１】】
①学生のあらゆる相談に即応でき ①前年度設置した学生支援センター内の「学 ○「学生何でも相談室」の室長を、兼務教員として本学専任教授から選出した。
る体制を整えるため、学生支援 生何でも相談室」を、室長、室員、指導教 ○室員に学生相談を担当する事務職員を置き、カウンセラーを２名から４名に増員
センター（仮称）内に「何でも 員、助言教員、関係事務職員、保健管理セ し、学生相談に毎日（前年度は週３日）対応することによって、学生があらゆる
相談室」を設置することについ ンター教職員等が有機的に連携する全学組 問題を相談しやすい体制を整えた。
て検討する。 織として位置づけ その機能の充実を図り ○「学生何でも相談室」と保健管理センターは、定期的な連絡会を行い情報の共有、 、

学生が抱える諸問題の解決を支援する。 に努めた。
【44】
②保健管理センターを中心に、心 【43－２】
理面、精神面、肉体面の健康相 ②学生相談に関する教職員用の手引きを作成 ○学生相談の充実を図るため、助言教員やオフィスアワーのあり方について掲載し
談を充実させ、さらに健康スポ し、相談支援体制の充実を図る。 た「学生相談に関する対応指針」を作成し、教職員に周知・徹底した。
ーツ関係の教員と連携した総合 【資料編P.55(D-3) 参照】
的な健康管理プログラムについ
て検討する。 【44－２】

③アカデミック・ハラスメント防止及び対策 ○総合的なキャンパス・ハラスメントに対応するため、既存の「セクシャル・ハラ
のための準備委員会を設置して、規程を整 スメント防止・対策委員会」を発展的に改組し、平成18年４月１日付けで「ハラ
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

」 、 。備し予防策を検討する。 スメント防止・対策委員会 を設置することとし そのための規程整備を行った

★経済的支援、就職支援に関する ★経済的支援、就職支援に関する具体的方策 ★経済的支援、就職支援に関する具体的方策
具体的方策
【45】 【45】
①学生の修学意欲の高揚、経済的 ①成績優秀学生や経済的困窮学生を支援する ○本学独自の奨学金制度の創設に向けて 「電気通信大学基金（仮称 」設立のため、 ）
支援のため、 措置として、本学独自の奨学金制度を創設 の資料収集・検討を進めた。

・TA・RA等の雇用拡大を図り、学 するため引き続き検討する｡
内外に資金を求める方策につい
て検討する。

・大学業務への学生の雇用（パー
ト等）を検討する。

・既存の取り組み（入学料・授業
料免除等、日本育英会等の奨学
金）については、引き続き制度
の周知徹底と迅速な情報提供に
努めるとともに、独自の奨学金
制度の導入について検討する。

【46】 【46－１】
②就職指導に関する施策の策定、 ②学生への就職情報提供や就職活動の際に直 ○｢就職支援室｣を設け、学生課の就職支援担当部署と就職資料室を一体化した。
就職先の新規開拓、学生の就職 面する様々の問題・課題に対する助言・指 ○｢就職支援室｣に室長と室員を置き、室長は、本学専任教授から選んだ兼務教員と
活動に対する指導助言・相談対 導など、就職活動に対する支援のワン・ス し、室員には、就職相談（キャリアカウンセラー）を専門とする特任教授と事務
応等を充実・強化するため、学 トップ・サービス窓口として、学生支援セ 職員を置き、就職相談に対する個別指導・助言、キャリア教育への企画協力、就
生支援センター（仮称）内に教 ンター内の「就職支援室」を充実させ機能 職先企業の開拓、その他就職支援に関する企画等を行った。
員と事務職員の融合組織として させる。
「就職支援室」を設置すること
について検討するとともに、本 【46－２】
学同窓会との連携強化を図る。 ③就職相談を専門とする特任教員を採用し、 ○｢就職支援室｣に就職相談コーナーを設け、就職相談員（キャリアカウンセラー）
学生が自己の能力や適性に応じ 学生の進路相談に対して的確なアドバイス を特任教授として採用した。

「 」 、職業選択を適切に行えるように ができる体制を整える。 ○各学科の就職指導担当教員による 就職支援連絡会 や各学科の就職担当教職員
就職情報の迅速な公開や就職へ 目黒会（同窓会）の就職相談員等による「就職担当実務者懇談会」を実施し、就
の動機付けとなるガイダンス、 職支援に関する情報交換を行った。
説明会を低年次から実施して就
職支援の充実を図る。 【46－３】

④学部１年生を対象に キャリアデザインＡ ○学部１年生を対象に、｢キャリアデザインＡ｣の授業（通年２単位）を開始した。「 」
の授業を通年開講して、学生のキャリアア 企業講師（経営職、管理職）や企業の職場最前線で活躍する若手技術者から、社
ップを支援する。 会が必要とする人材像、働くということや職場の実際等を学んだ。受講者数は、

１年生の約３割の254名に及んだ 【資料編P.51(D-1) 参照】。

【46－４】
⑤ビジネスマナー講習会等の就職活動支援プ ○学生の就職活動を支援するための就職説明会を10回開催し、企業の人事担当者に

、 、 （ ） 。ログラムを企画・実施する。 よる講演 職務適性検査 業界・企業研究 ビジネスマナー等を含む を行った
○学生の就職活動状況と大学の支援体制を保護者にも理解して貰い、大学と家庭の
双方から学生支援を行うために、調布祭（学園祭）期間中に「保護者のための就
職説明会」を実施し、終了後は「個別相談会」を開催した。106名の保護者が参加
し、好評を博した。

【46－５】
⑥就職支援室の教職員を中心に企業訪問等を ○インターンシップ担当教員等の企業訪問（17箇所）や企業就職研究会への参加な
行い、就職先企業の開拓に努める。 どにより、学生の就職活動に関する情報交換を行った。併せて共同研究センター
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

の教員と就職相談員（キャリアカウンセラー）の引率により、学生の事業所見学
（12箇所）を実施した。

【46－６】
（ ） 、 「 」 （ ）⑦目黒会 同窓会 等の外部団体と連携して ○学生支援センター 就職支援室 と各学科の就職担当教職員及び目黒会 同窓会

就職支援のための総合企画を推し進める。 の就職相談員の間で 「就職担当実務者懇談会」を開催し、学生の就職支援を連携、
して進めて行くための情報交換を行った。

○目黒会と連携して 「企業研究展示会」を実施し、54社、約500名が参加した。、

★社会人・留学生に対する配慮 ★社会人・留学生に対する配慮 ★社会人・留学生に対する配慮
【47】 【47－１】
社会人学生の修学支援のため、 ①図書館の開館時間の延長・休日開館に向け ○時間外特別開館の利用実態調査を行うとともにホームページ等で概要・申請方法

図書館の開館時間の大幅な延長及 て、時間外特別開館、夜間・土曜開館の利 の広報に努め、より利用しやすい環境を整えた。
び休日開館について検討する。留 用実態調査とその分析を前年度に引き続き ○新たに通常開館及び時間外開館における曜日別、時間別の調査項目を設けてより
学生や外国人研究者の修学・研究 行う。 詳細な利用者データを収集した。

、 、支援のため 家族も含めた生活面
身体・精神面、環境・安全面のす 【47－２】

○成績不振等の留学生を定期的に把握して、国際交流推進センターの助言教員によべての相談に応ずる相談体制を整 ②国際交流推進センターの相談指導部門、同
る面接と、必要に応じて各学科の助言教員・指導教員と連携した指導・助言を行える。 センターの助言教員、各学科の助言教員、
う体制を明確にし、これにそって指導・助言を実施した。研究室配属後の指導教員等が連携した、留
○留学生対象の掲示物（奨学金募集、授業料免除募集）及び国際交流会館関係書類学生に対する修学上、生活上の助言・指導
を英語表記化した。また、事務職員を対象にした英語研修を実施した。体制を整備する。加えて、留学生対象事務

書類の英語表記化の促進、担当職員の英語
研修による英語能力の向上を図り、留学生
支援の内容を充実させる。

★学生生活支援・環境整備に関す ★学生生活支援・環境整備に関する具体的方 ★学生生活支援・環境整備に関する具体的方策等
る具体的方策等 策等
【48】 【48－１】
講義室の改善、学生の交流スペ ①キャンパス内での学生生活環境を充実させ ○講義棟エントランスを学生のための憩いの場として整備した。

ース・憩いの場の確保、福利厚生 るために、憩いの場所整備などの企画を検
施設・課外活動施設等の整備、障 討する。
害を持つ学生のためのバリアフリ
ー環境の整備、学内の緑化等々、 【48－２】
学生が潤いのある学生生活を過ご ②学生と教職員が一体となって、体育館、運 ○学生・教職員が一体となって、体育館、課外活動施設、多摩川運動場等の清掃、
すための学生生活環境の整備に努 動場、キャンパス、課外活動施設等の清掃 整備、並びに学内放置自転車の整理を実施した。
める。 など、環境整備を実施する。

【48－３】
③前年度に制定した「電気通信大学における ○「学園だより」に喫煙マナー喚起のための記事を掲載し、受動喫煙防止のための
受動喫煙防止のための指針」の学生・教職 啓発を行った。
員への周知及び指定場所以外での禁煙を徹
底させ、受動喫煙防止のための環境を確保
する。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標
高度コミュニケーション科学に特化した本学の個性を発揮し、ハードサイエンスとソ

フトサイエンスの両面で、学術的にも、社会的にも国際的水準の研究を推進し、高度コ
ミュニケーション科学の創生と発展を支え、その先進的な研究成果をもって社会に貢献
する。

★研究水準に関する目標
電気・情報・通信・メカトロニクス・基礎科学等に関わる教育・研究分野において、

国際的なCOE拠点の基礎科学形成を目指し、独創的な知を発信し、新技術の創造に貢献
する。

中
★研究成果に関する目標
研究成果を教育の質の向上に役立てるとともに、開示・共有・活用し、国内外の社会期

に還元する。基礎研究を重視しつつ、基礎から応用にわたる学術研究によって得られた
独創的な研究成果を知的財産として保護し、効果的な活用によって、大学のもう一つの目
使命である社会貢献を積極的に進める。

標
★重点的に取り組む領域に関する目標
高度コミュニケーション科学に関する基礎及び応用の両面で、人的、物的資源の有効

活用により先導的な役割を果たすことのできるハードサイエンス（物質、エレクトロニ
クス、光科学等）とソフトサイエンス（情報、通信、メカトロニクス等）の先駆的研究
を推進する。

★研究の水準・成果の検証に関する目標
科学技術が人類の福祉に貢献するためのものであることの自覚に立ち、その活用に科

学者技術者倫理を追求し、自己点検を行い、研究水準・成果に第三者の評価を求める。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

★目指すべき研究の方向性 ★目指すべき研究の方向性 ★目指すべき研究の方向性
【49】 【49－１】

、 、 、①高度情報化社会の基礎をなすマ ①高度情報化社会の基盤及びその発展に貢献 ○高度情報化社会の基盤及びその発展に貢献する諸分野－情報 通信 マテリアル
テリアル デバイス システム する諸分野－情報、通信、マテリアル、デ デバイス、システム、メディア、コンテンツ等－の理論・ハードウェア・ソフト、 、 、
メディア、コンテンツ等に関す バイス、システム、メディア、コンテンツ ウェア、及び技術開発・応用に関する研究を積極的に推進した。
る理論、技術、応用研究を、以 等－の理論・ハードウェア・ソフトウェ 特に平成17年４月１日に「先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター」を
下の視点の下に実施する。 ア、及び技術開発・応用に関する研究を引 設置し、ワイヤレス情報通信分野を専門とする学内の教員３名（兼務教員）及び

・教員の発意、研究の自由を確保 き続き推進する。 全学裁量ポストを活用して採用した専任教授が中心となり、また、同分野で活躍
し、基礎や"無用の用"の学問研 している外部の研究者６名を客員教授として採用し、学内協力教員15名とともに
究も重視する。 活動を開始した 【資料編P.58(E-1) 参照】。

・高度コミュニケーション科学の
基礎と応用の研究に新しいパラ 【49－２】
ダイムを築く その構築過程で ②「地域・産学官連携推進機構」を通じて学 ○「地域・産学官連携推進機構」が中心となって、以下のように産学連携や社会貢。 、
社会・産学官連携などの対外関 内資源（人材、知的財産、TLO）と学外資 献を促進した。
係も重視した研究体制やCOE拠点 源の融合及び有効利用を図り、共同研究等 ・船井電機（株）との間で、情報家電を中心とした先端研究開発を目的とした共同
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

形成を可能にする研究を志向す を通した産学官連携や社会貢献を促進す 研究プロジェクトをスタートさせた 【資料編P.93(F-4) 参照】。
る。 る。 ・ 第１回産学官連携 DAY in 電通大」を開催し、共同研究成果報告会、学生アイデ「

・教員が学科や研究科の枠組みを アコンテスト、SVBL成果報告会、機器分析センター公開、電通大発ベンチャーの
外れ、機動的に離合集散し、常 紹介、先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターの紹介など、本学の産学
に新分野の共同研究に対応可能 官連携活動全般について公開した 【資料編P.82(F-1-①) 参照】。
な体制を整える。 ・ 産学連携交流会」を他大学・団体等と共催し、都内及び地元企業等との連携強化「

・競争的、戦略的な研究を推進す を図った。
るための産学官の連携を深め、 ・ イノベーションジャパン2005」等のイベントに参加し、研究成果を公開した。「
新しい技術、価値を創造する。

【49－３】
【50】 ③共同研究等の実現が有望な応用研究につい ○共同研究等の実現が有望な技術分野について、以下のようなセミナーの参加や検
②高度コミュニケーション社会を て、産学官等連携推進本部の「リエゾン部 討会の開催を行った。
支える高度コミュニケーション 門」が、周辺技術の動向やロードマップを ・経済産業省が発表した「技術戦略マップ～我が国初の研究開発投資の戦略的企画
科学の基礎及びその発展に寄与 示し 目指すべき研究の方向性を提案する 実施のナビゲーター～」について、イノベーションジャパンで開催されたセミナ、 。
・貢献する理論・ハードウェア ーに参加して活用方法を検討した。
・ソフトウェア・応用に関する ・経済産業省産業技術環境局研究開発課の協力を得て下記２分野において技術戦略
諸分野の研究に取り組む。 マップ検討会を開催した。

「情報通信（無線）技術」経済産業省（委員・NEDO含む）６名、参加教員７名
「ロボティクス」経済産業省（委員・NEDO含む）６名、参加教員７名

【49－４ 【50－１】】
④学科・専攻の枠を越えた柔軟で横断的な研 ○学科・専攻の枠を越えて活動している研究グループに対して、研究ステーション
究組織である「研究ステーション」が現在 の設置を速やかに行うよう、学内競争的資金「研究・教育活性化支援システム」

、 、 「 」14活動しているが、更に新しい課題のステ 公募の際に 全教員に働きかけ 平成17年度新たに 計算科学研究ステーション
ーション設置を働きかけ充実させる。加え 「危機・危険管理システム研究ステーション」の２つの研究ステーションを設置、
て、それらの活動を活性化し成果を得るた するとともに、平成18年４月１日付けで「ヒューマン・ウエルビィ・サイエンス
めに、組織横断的共同研究として学内競争 研究ステーション」を設置することを決定した。
資金による支援を行う。 また 「研究・教育活性化支援システム」の「組織横断的共同研究」として、研究、

ステーションを対象に公募を行い、４研究ステーションに対し総額約8,000千円の
支援を行って、研究ステーション活動の活性化を図った。
研究成果例としては、情報セキュリティ研究の進展（不正侵入行動分析、公開鍵
暗号安全性、等 、フォトニックネットワークの実環境での実証実験、新潟地震・）
スマトラ地震の前兆電磁気現象の把握、ロボティクス研究の進展（ヘビ型レスキ
ューロボット、人・ロボット間アクティブインタラクション、等）などが挙げら
。 【 】れる 資料編P.63(E-4) 参照

【49－５ 【50－２】】
⑤本学の強みを生かした「先端ワイヤレス・ ○情報通信分野における最先端ワイヤレス情報通信技術に特化した教育研究を推進
コミュニケーション研究センター」を発足 する「先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター」を平成17年４月１日付
させる。ワイヤレス情報通信分野で活躍す けで設置した （設置期間：10年。５年経過時に見直し予定）。
る研究者を広く公募し、世界的研究拠点の 同センターの専任教員は、学外者からの推薦も含め広く公募し、平成17年度にお
核を目指し活動を開始する。 いて教授１名を採用し、また、平成18年４月１日付けで助教授１名を採用するこ

とを決定した （全学裁量ポストを活用。任期制適用 ）また、ワイヤレス情報通。 。
信分野を専門とする学内の教員３名を兼務教員として配置するとともに、同分野
で活躍している外部の研究者６名を客員教授として採用し、学内協力教員15名と
ともに活動を開始した。
具体的な活動内容としては、KDDI（株 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ、船井）、
電機（株 、シャープ（株 、日本電気（株）などと25件の共同研究や、総務省か） ）
らの受託研究（SCOPE)など５件を実施したほか、AWCC講演会を開催した。
また、大学として同センターに対し 「研究・教育プロジェクト経費」による研究、
資金援助、研究スペース（481㎡）の支援を行った。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

、 、 、 。研究成果として 学術論文57件 国際会議発表62件 特許出願２件の実績を得た
代表的な研究成果としては、MIMO情報伝送技術とそのITS車車間通信への応用、ト
ータルレコーディング方式に基づくフィールドデータ取得システムの構築、マイ

。 【 】クロ波F級HBT増幅回路の提案などが挙げられる 資料編P.58(E-1) 参照

★大学として重点的に取り組む領 ★大学として重点的に取り組む領域 ★大学として重点的に取り組む領域
【51～57－１】域【51】

、 、 、 、 、①多種多様な情報を、誰でも、い ①レーザー・光科学、光通信、半導体、電磁 ○重点的に取り組む領域として レーザー・光科学 光通信 半導体 電磁波工学
つでも、どこでも、高速、安全 波工学、情報理論、計算科学、情報技術、 情報理論、計算科学、情報科学、メカトロニクス等の基礎と先端応用技術の研究
かつ容易に活用可能なユビキタ ロボティクス、メカトロニクス等の基礎と を推進した。
ス・コンピューティング、高性 先端応用技術の研究を引き続き推進する。
能コンピューティング、高性能
・高信頼性ネットワーキングに 【51～57－２】
関する理論、技術、及び実践の ②研究ステーションとして、情報通信理論、 ○研究ステーションを中心として、情報通信理論、フォトニック情報通信技術、ラ
研究。 フォトニック情報通信技術、ライフ・イン イフ・インフォマティクス、ユビキタス・コンピューティング、ユビキタス・メ

フォマティクス、ユビキタス・コンピュー カトロニクス等における基礎と応用の研究を積極的に推進した。
【52】 ティング、ユビキタス・メカトロニクス、 これらの研究ステーションの活動を支援するため、学内競争的資金「研究・教育
②情報伝達の媒体としての光波・ マイクロ・ナノデバイス、ヒューマン・シ 活性化支援システム」により「組織横断的共同研究」の公募を行い、４研究ステ
電磁波・音波・物質波などの広 ステム、先進アルゴリズム、創造的ソフト ーションに対し総額約8,000千円の支援を行って、研究ステーション活動の活性化
範な波動現象の基礎科学とその ウエア、環境調和型ライフサイクル、バイ を図った。
工学的応用技術に関する総合的 オテクノロジー、先進ｅラーニング、ソー 研究成果例としては、情報セキュリティ研究の進展（不正侵入行動分析、公開鍵
な波動科学の研究開発。 シャル・インフォマティクス、バーチャル 暗号安全性、等 、フォトニックネットワークの実環境での実証実験、新潟地震・）

・メディア・クリエーション、マン・マシ スマトラ地震の前兆電磁気現象の把握、ロボティクス研究の進展（ヘビ型レスキ
【53】 ン・コミュニケーション等における基礎と ューロボット、人・ロボット間アクティブインタラクション、等）などが挙げら

、 。 【 】③高性能な素子・素材のナノ構造 応用の研究を推進する。これら研究ステー れる 資料編P.63(E-4) 参照
化合物半導体の機能解明、マイ ションの活動には、組織横断的共同研究と
クロ・ナノデバイス等に関する して競争的環境の下で資金的支援を行うこ
研究。 とを具体化させる。

【54】 【52－３】
④ロボット技術を基盤としたライ ③平成15年度に採択された21世紀COE"コヒー ○平成15年度に採択された21世紀COEプログラム「コヒーレント光科学の展開」に関
フ・インフォマティクス、人間 レント光科学の展開"に関する以下の研究 する「コヒーレント操作による光・物質系の新機能の創出 「光の超高精度制御に」
・機械情報システム融合のため プロジェクトを積極的に支援し継続する。 よる新機能の創出 「新世代コヒーレントフォトニックデバイスの創出」の３プロ」
のユビキタス・メカトロニクス ・コヒーレント操作による光・物質系の新機 ジェクトの研究を昨年度に引き続き積極的に推進した。、

、「 （ 」その基盤としての情報ベース型 能の創出 本研究を支援するため 研究支援者 COE)の授業料等の納入に関する申し合わせ
の設計・生産システム、リスク ・光の超高精度制御による新機能の創出 （平成17年４月１日制定 「21世紀COEプログラム研究支援者実施要領 （平成16）、 」
アナリシス等に関する研究。 ・新世代コヒーレントフォトニックデバイス 年４月１日制定）に基づき、COE研究学生及び博士後期課程研究留学生の授業料等

の創出 免除や研究支援員としての給与支給などを行った。
【55】 研究成果として、平成17年度において、177編の学術論文を公表した他、国際シン
⑤生体の情報伝達メカニズム、ラ ポジウム「International Symposium on Coherent Optical Science」と「Inter-
イフサイエンス、バイオテクノ national Symposium on Photonics and Advanced Networks 、東京農工大学との」
ロジーに関する研究。 COE学術交流協定書に基づく合同シンポジウムを実施した。

代表的な研究成果例として、セラミックレーザーの研究進展、ナノ光ファイバー
【56】 による原子の操作・制御の可能性の実証、コヒーレンスホログラフィの原理提案
⑥情報メディア技術と社会・文化 とそれによるコヒーレンス渦場の発生と観測の成功、半導体量子ドットに結合し
システムの相補的展開について たナノホール自己形成と量子ドットダイオードの試作、及びレーザー研究の成果

、 、 。 【 】の応用研究 特に e-Ｌearning に基づく２件の商品化の実績を得た 資料編P.77(E-7) 参照
協調学習システム、地域ネット
ワークシステムなど、社会・教 【51－３】
育分野での実践的研究。 ④「先端ワイヤレス・コミュニケーション研 ○情報通信分野における最先端ワイヤレス情報通信技術に特化した教育研究を推進

究センター」を設置し、本学の根幹である する「先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター」を平成17年４月１日付
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【57】 情報通信分野における最先端のワイヤレス けで設置した （設置期間：10年。５年経過時に見直し予定）。
⑦エネルギー問題、科学技術と人 情報通信技術に特化した教育研究を実施す 同センターの専任教員は、学外者からの推薦も含め広く公募し、平成17年度にお
間・社会・自然・環境等に関す る。 いて教授１名を採用し、また、平成18年４月１日付けで助教授１名を採用するこ
る融合研究。 とを決定した （全学裁量ポストを活用。任期制適用 ）また、ワイヤレス情報通。 。

信分野を専門とする学内の教員３名を兼務教員として配置するとともに、同分野
で活躍している外部の研究者６名を客員教授として採用し、学内協力教員15名と
ともに活動を開始した。
具体的な活動内容としては、KDDI（株 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ、船井）、
電機（株 、シャープ（株 、日本電気（株）などと25件の共同研究や、総務省か） ）
らの受託研究（SCOPE)など５件を実施したほか、AWCC講演会を開催した。
また、大学として同センターに対し 「研究・教育プロジェクト経費」による研究、
資金援助、研究スペース(481㎡）の支援を行った。

、 、 、 。研究成果として 学術論文57件 国際会議発表62件 特許出願２件の実績を得た
代表的な研究成果としては、MIMO情報伝送技術とそのITS車車間通信への応用、ト
ータルレコーディング方式に基づくフィールドデータ取得システムの構築、マイ

。 【 】クロ波F級HBT増幅回路の提案などが挙げられる 資料編P.58(E-1) 参照

★研究成果の社会への還元に関す ★研究成果の社会への還元に関する具体的方 ★研究成果の社会への還元に関する具体的方策
る具体的方策 策
【58】 【58－１】
①国際会議、学術雑誌での論文発 ①研究成果の学会誌への発表、また、国内外 ○学会誌での論文発表、国際会議への参加・研究発表等を通じて、広く研究成果の
表や特許 技術移転などを通し とくに国際学会への参加・研究発表を積極 公表を行った。大学としてこれを支援するために、学内競争的資金「研究・教育、 、
研究成果の積極的な公表を行う 的に行い、それらの業績を広く公表する。 活性化支援システム」において、公募により、若手教員に対し海外で開催される。
これらの研究成果を踏まえ、国 国際会議での発表のための渡航費、滞在費等の支援を行った。
際ワークショップ、シンポジウ 具体的研究成果としては、レフェリー付き論文610編、解説論文69編、国際会議論
ム、セミナー、国際学会等の組 文547編、基調・招待講演147編（①国外86編、②国内61編 、著書・編著86編であ）
織・開催に努める一方、地域・ った 【資料編P.60(E-2) 参照】。
産学官連携推進機構( 仮称 )を 特に21世紀COEプログラム「コヒーレント光科学の展開」の研究成果としては、17
設置し、外部機関との連携や研 7編の学術論文を公表した他、国際シンポジウム「International Symposium on
究の推進、知的財産の民間への Coherent Optical Science」と「International Symposium on Photonics and A-
移転など研究成果の社会への活 dvanced Networks 、東京農工大学とのCOE学術交流協定書に基づく合同シンポジ」
用に積極的かつ一元的に取り組 ウムを実施した。
む。

【58－２】
②紀要の発行形態について検討し、編集体制 前年度からの検討を踏まえて、広報室の下に紀要編集を担当するWGを設置した。○
を確立して研究活動や成果の効果的な公表 同WGにおいて、紀要第18巻第１・２号を発行するとともに、平成18年度に向けて
媒体とする。 教育・研究活動や成果に関する企画を充実させることを決定した。

【59】 【59】
②公開講座、ITセミナー、フォー ③隔年で開催していた電気通信大学フォーラ ○前年度実施した「電気通信大学フォーラム2004」の検証を踏まえて、実施体制の
ラムの開催等を通し成果を公表 ムを毎年開催することとし、研究室公開、 見直しを行い 「電気通信大学フォーラム2005」を開催した。同フォーラムの「大、
し 地域社会 市民と共有する 研究発表等の形で研究成果を公開する。 学紹介」において、講演会、パネル展示公開、研究室公開を行い、日頃の研究成、 、 。

果を公開した 【資料編P.95(G-1) 参照】。

【58－３】
④産学官等連携推進本部の リエゾン部門 ○「地域・産学官連携推進機構」が中心となって 「第１回産学官連携 DAY in 電通「 」、 、

」 、 、 、 、「ベンチャー創出支援部門」が中心となっ 大 を開催し 共同研究成果報告会 学生アイデアコンテスト SVBL成果報告会
て研究成果発表会、共同研究成果発表会等 機器分析センター公開、電通大発ベンチャーの紹介、先端ワイヤレスコミュニケ
を開催し、研究成果の社会への活用を促進 ーション研究センターの紹介などを通じて、本学の研究成果を広く社会に公開し
する機会とする。 た 【資料編P.82(F-1-①) 参照】。
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【58－４】
⑤産学官等連携推進本部の「地域貢献部門」 ○産学官等連携推進本部の「地域貢献部門」が中心となって、以下の事業を実施し
を通じて本学の有する知的資源を地域社会 た。
に還元し、地域の活性化に貢献する。 ・ 電気通信大学フォーラム2005」において 「地域社会の中の新たな産学連携～コ「 、

」 、 「 」ミュニティとCSR～ をテーマに 地域の企業との連携し 地域貢献シンポシオン
を開催した 【資料編P.61(E-3)、91(F-3)、95(G-1) 参照】。

・前年度に引き続き、地域の小・中学生を対象とした「発明クラブ 「工作教室 、」、 」
「おもちゃの病院」を実施した。

・三鷹ネットワーク大学に参加し、特別記念講座において学長が講義を行った。

【58－５】
⑥創業・ベンチャー創出を支援する体制を整 ○産学官等連携推進本部の「創業ベンチャー支援ルーム」に特任教授を配置し、教
備し、またサテライト・ベンチャー・ビジ 員２名、学生１名の創業を支援するとともに、TLO(キャンパスクリエイト）の協
ネス・ラボラトリー内に設置したインキュ 力の下、発明協会の専門家派遣制度を活用して、本学発ベンチャー及び創業予定
ベーション・スペースを活用して大学発ベ 者に対して合計６社に専門家を74回派遣した。
ンチャーの創出を支援する。

★研究の水準・成果の検証に関す ★研究の水準・成果の検証に関する具体的方 ★研究の水準・成果の検証に関する具体的方策
る具体的方策 策
【60】 【60－１】
成果に対する自己点検・評価及 ①21世紀COE拠点"コヒーレント光科学の展開 ○21世紀COEプログラム委員会による拠点活動に対する中間評価が実施された。本学

び外部評価を定期的に実施する。 "のシンポジウム、ワークショップを、関 における基盤支援や研究活動は高く評価された。中間報告書（440ページ）を作成
研究プロジェクト等の成果は、発 連課題のCOE拠点を持つ東京農工大学と締 し関連機関、全国COE拠点に配布し、活動･成果を公表した。

「 」 、表会、シンポジウムなどにより、 結したCOE学術交流協定書に基づいて合同 ○国際シンポジウム International Symposium on Coherent Optical Science を
学外にも開かれた形で発表し、検 で開催する。また、関連する国際会議とし 海外から研究者６名（米国(２名)、ドイツ、オランダ、オーストラリア、中国か
証する。 て 「 コヒーレント光科学国際シンポジウ ら各１名）を招待講演者として招いて開催し、次の拠点研究の３分野に関する研、

ム」を本学主催で開催する。 究成果や今後の展開について議論討論を行った。
Session1: Coherent Manipulation and Atom Optics
Session2: Near Field Optics and Ultrafast Phenomena
Session3: Laser and Photonic Devices

○東京農工大学COE「ナノ未来材料」との合同シンポジウムを平成17年12月10日に農
工大学で開催した 【資料編P.77(E-7) 参照】。

【60－２】
②研究成果を公表する場として、学会等（日 ○本学において、日本機械学会、電子情報通信学会、日本色彩学会、日本比較生理
本機械学会、電子情報通信学会、日本知能 生化学会などが開催された 【資料編P.61(E-3) 参照】。
情報ファジィ学会、経営情報学会、日本社
会情報学会、日本体育・スポーツ哲学会、
日本比較生理生化学会、など）を学内で開
催する。

【60－３】 ○評価室の 評価情報班 を中心として 前年度の準備を踏まえて 教育領域 研「 」 、 、「 」、「
③「教員基本データベース（教育、研究、社 究領域 「社会貢献領域 「管理運営領域」の４領域からなる「教員基本データ」、 」、
会貢献、管理運営の４領域 」へ全教員が ベース」を構築し、運用を開始した。）
データの入力を行い、それに基づいて評価 評価室の「点検評価・活用班」を中心に、教員基本データベースを踏まえた評価
室において試行的評価を行う。 基準「電気通信大学における教員の自己点検・評価」を策定し、これに基づき、

各教員が「自己点検・評価シート」を作成、学長に提出することにより教員評価
・組織評価の試行を行った 【資料編P.99(H-1) 参照】。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（２）研究実施体制等の整備に関する目標

（２）研究実施体制等の整備に関する目標
科学技術の進歩・発展と歩調を合わせ、常に合理性と柔軟性のある人的、物的資源の

配分を考えた研究実施体制を整備する。

★研究実施体制に関する目標
変化の激しい社会、日進月歩する科学技術に鑑み、柔軟で機動的な研究実施体制を構中

築する。
期

★研究環境に関する目標
研究を支えるための人的資源、物理的環境、資金面に全学的な支援体制の確立を目指目

す。若手研究者の育成を重視し、自由な発想に基づく学問研究、地域・国際社会との連
携、人的交流を促進し、知的な刺激に富んだ研究環境を整える。標

★資源の配分に関する目標
研究組織の活性化を促進するために、部局や学科、専攻などの組織にとらわれずに分

野横断的な研究プロジェクトに人材を投入し、奨励的配分や重点的配分を含め、適切な
研究資金の配分法を目指す。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

★適切な研究者等の配置に関する ★適切な研究者等の配置に関する具体的方策 ★適切な研究者等の配置に関する具体的方策
具体的方策

【61－１ 【62－１】【61】 】
①学長のリーダーシップの下に機 ①現在実施している、学科・専攻に配置され ○平成16年度からの検討を踏まえて、全学的視野に立脚した戦略的新構想や各部局
動性に富み、巨視的で全学的な ている教員定員の中の一定割合を、学長の の重点強化などを積極的に推進するため、各部局教員数の10％を全学裁量ポスト
人材配置が可能となる体制を整 リーダーシップの下に、学問の動向、時代 とする新たな教員配置システムを確立した。
え、トップダウン的、戦略的に の要請、大学の重点化項目に即して流動的 同システムに基づき、新たに先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターな
COE拠点の組織形成を推進する。 に配置できる仕組みを拡大するとともに、 ど重点教育研究分野での教員採用、若手教員の抜擢人事などを決定した。
ここでは、研究組織と教育組織 制度の確立を目指し検討を進める。 【資料編P.36(B-1) 参照】
を一体とせず、研究者の配置を
柔軟、かつ、適切に行い得るシ 【63－１】
ステムも検討・整備する。 ②新しく制定した特任教員制度、客員教員制 ○特任教員として、学生支援センター就職支援室にキャリアカウンセラーを、産学

度を活用して、目的に即した専門性の高い 官等連携推進本部に共同研究のマッチング、研究成果の事業化等について経験と
【62】 教員の確保に努める。 実績を有する者を、それぞれ配置した。
②新しい研究領域の発展やその複 また、大型外部資金によるプロジェクト研究を推進するため、平成18年４月１日
雑化に伴い、従来の組織を越え 付けで特任教授１名を採用することを決定した。
た横断的な研究の必要性が生ず 客員教員を新たにｅラーニング推進センターに２名、先端ワイヤレスコミュニケ
ること、及び社会連携・国際交 ーション研究センターに６名を配置した。
流等の重要性を考慮し、重点的
で方向性のある人材配置をする 【61－２ 【62－２】。 】
また、研究体制に柔軟性を持た ③学科・専攻の枠を越えた柔軟で横断的な研 ○学科・専攻の枠を越えて活動している研究グループに対して、研究ステーション
せ、必要の有無に即応した形で 究組織である研究ステーション制度の更な の設置を速やかに行うよう、学内競争的資金「研究・教育活性化支援システム」

、 、 「 」組織の改廃が容易にできる体制 る発展を図る。 公募の際に 全教員に働きかけ 平成17年度新たに 計算科学研究ステーション
を整える。そのため、研究組織 「危機・危険管理システム研究ステーション」の２つの研究ステーションを設置、
に時限制の導入や、横断的、ボ
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トムアップ的に構成する柔構造 するとともに、平成18年４月１日付けで「ヒューマン・ウエルビィ・サイエンス
の研究組織（研究ステーション 研究ステーション」を設置することを決定した 【資料編P.63(E-4) 参照】。
等）の拡充などを推進する。

【63－２】
【63】 ④国際的な研究プロジェクト、大型研究プロ ○優秀な若手研究者への支援を目的として、外部資金（間接経費）等を財源とした
③研究活性化のために、若く有能 ジェクト等にポスドクの参加を促すため 「ポスドク研究員制度 「若手研究者海外研究派遣制度」を平成18年度から実施」、
なポスドク、RA等を積極的に研 に、優秀なポスドク研究員への支援を開始 することを決定した 【資料編P.73(E-6-①)、74(E-6-②) 参照】。
究に参加させる体制を整備する するとともに、外部資金を活用した支援シ。
また、客員研究員などの受け入 ステムの構築を検討する。
れ体制の整備を図り、専門性に
優れ、適時性のある人材の確保 【63－３】
に努める。 ⑤学内RA制度を引き続き実施し、研究の活性 ○有能な博士後期課程学生を研究プロジェクト等に参加させるとともに、若手研究

化を図る。 者の育成・確保を促進するため、平成16年度に引き続き、学内RA制度（予算額40,
000千円）により82名の学生を採用した。

、 、 、採用に当たっては 平成16年度実績の検証を踏まえて 新たに採用基準を策定し
同基準に基づき採用を行った 【資料編P.75(E-6-③) 参照】。

★研究資金の配分システムに関す ★研究資金の配分システムに関する具体的方 ★研究資金の配分システムに関する具体的方策
る具体的方策 策
【64】 【64】～【66】
①学内の研究資金は、COE拠点形成 学内の教育・研究をさらに活性化させ、科 ○学長のリーダーシップの下に、総額45,000千円（前年度30,000千円）を予算措置
組織、研究ステーション、学内 学研究費、共同研究費、その他の外部資金を して、学内競争的資金「研究・教育活性化支援システム」を実施した。これによ
公募によるプロジェクト研究な 獲得するための基盤作りを大学として引き続 り、萌芽的研究、若手研究者の研究支援、教育プロジェクト支援に加えて、組織
どに重点的に配分する。これを き支援するとともに、以下のことを行う。 横断型研究活動を行う研究ステーションへの支援、新任教員を対象として研究活

、 、円滑に実施するため、研究計画 ・学長のリーダーシップの下に、若手研究者 動のスタートアップ支援 海外研究機関等との共同研究等に伴う短期滞在の支援
や研究成果などを厳正に評価し の研究、萌芽的研究、大学としての重要な 若手教員に対する国際会議（海外）発表への渡航支援を行った。、
適切に研究資金配分に反映させ 基礎研究や応用研究等の研究プロジェクト 前年度支援したプロジェクトについては、成果報告書を提出させ、本システムに
るための手法の確立を目指す。 や、基礎教育授業、基礎および専門の実験 係る評価委員会で評価を行い、その結果をホームページ上で学内公表した。

授業等の新規または改善を目指す教育プロ また 教育研究設備費 50,000千円 及び 研究・教育プロジェクト経費 30,、「 」（ ） 「 」（
【65】 ジェクトを対象として、資金、場所等の支 000千円）を予算計上し、公募方式による支援を行った 【資料編P.65(E-5-①) 参。
②自由な発想に基づく学問研究や 援を重点的に行う。 照】、
資金源に乏しい基礎分野の研究 ○施設の有効活用を促進し、学部・学科等の枠を越えた研究グループが利用できる
の重要性に鑑み、その研究支援 オープンラボを確保し、運用した 【資料編P.141(I-1-⑤) 参照】。

。にも予算面で十分な配慮をする
・研究ステーションによる組織横断的研究活 ○「研究・教育活性化支援システム」の「組織横断的共同研究」として、研究ステ

【66】 動をより活性化させるために、公募方式に ーションを対象に公募を行い、４研究ステーションに対し総額約8,000千円の支援
③外部資金からは、原則として一 よる資金の支援を行う。 を行って、研究ステーション活動の活性化を図った 【資料編P.63(E-4) 参照】。
定の拠出金を徴収し、先端的・
学際的研究領域の発展、国際協 ・学科・専攻ごとに、年度ごとの外部資金獲 ○産学官等連携推進本部に共同研究のマッチング、研究成果の事業化等について経
力関係の推進、研究環境の整備 得目標値を設定し、その値を達成するため 験と実績を有する者を特任教授として配置し、外部資金獲得を支援する体制を整
等に充当する。 に努力する 地域・産学官連携推進機構は 備した。更に、各学科・専攻ごとに共同研究、受託研究等の外部資金獲得目標値。 、

各学科・専攻の目標達成のために支援を行 を設定し努力した結果、目標を達成した 【資料編P.44(C-4) 参照】。
う。

・地域・産学官連携推進機構、国際交流推進 ○外部資金の獲得につなげることを目指して、地域・産学官連携推進機構や広報室
センター、広報室の活用により、外部との が中心となって、以下のことを実施した。
交流や研究活動の広報を組織的に進め、企 ・ 研究室紹介～共同研究はじめの一歩」を発行し、77研究室の紹介（前年度50研「
業との連携、共同研究、地域交流、国際交 究室）を行うとともに、ホームページにも掲載した 【資料編P.84(F-1-②) 参。
流等に基づいた外部資金獲得の機会を増や 照】
すよう努める 【78にも対応】 ・ 第１回産学官連携 DAY in 電通大」を開催し、共同研究成果報告会、学生アイ。 「

デアコンテスト、SVBL成果報告会、機器分析センター公開、電通大発ベンチャ
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ーの紹介、先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターの紹介などを行っ
た 【資料編P.82(F-1-①) 参照】。

・東京農工大学 （社）学術・文化・産業ネットワーク多摩、多摩地域の信用金庫、
と共同で、産学連携の場として「産学連携交流会」を開催した。
・J：COM東京（調布ケーブルテレビ）での大学紹介番組で地域・産学官連携推進
機構の活動を積極的に紹介した。

・ 電気通信大学フォーラム2005」を開催し、研究室公開や企業展示会などを通じ「
て企業との連携強化を図った 【資料編P.95(G-1) 参照】。

・多摩地域を中心とした金融機関（信用金庫 ○東京農工大学 （社）学術・文化・産業ネットワーク多摩、多摩地域の信用金庫と、
等）と連携して中小企業とのマッチングを 共同で、産学連携の場として「産学連携交流会」を開催した。
積極的に展開するとともに、大企業に働き また、情報通信分野における最先端ワイヤレス情報通信技術に特化した教育研究
かけて、本学の得意とする研究分野への人 を推進する「先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター」を平成17年４月
的、資金的参入を促す。 １日付けで設置し、専任教授を学外から登用するとともに、同分野で活躍してい

る外部研究者６名を客員教授として採用し、活動を開始した。

・共同研究、受託研究、奨学寄付金等に対す ○共同研究からのオーバーヘッドを新たに10％徴収し、また奨学寄附金からのオー
るオーバーヘッドの率を改め、その使途を バーヘッドの率を５％から10％に改めるとともに、受託研究及び科学研究費補助
含めた管理運用システムの構築を引き続き 金等の競争的資金に係る間接経費を含めた 「外部資金に係る間接経費等の使用方、
検討する。 針について」を策定した 【資料編P.43(C-3) 参照】。

これに基づき、学内RA制度を前年度に引き続き実施するとともに、平成18年度実
施に向けて「ポスドク研究員制度」を創設した 【資料編P.73(E-6-①) 参照】。
また、平成18年度は、間接経費の過去２年間の平均実績の80％を学内当初予算に
組み込み、より効率的な運用を行うことを決定した 【資料編P.38(C-1) 参照】。

★知的財産の創出、取得、管理及 ★知的財産の創出、取得、管理及び活用に関 ★知的財産の創出、取得、管理及び活用に関する具体的方策
び活用に関する具体的方策 する具体的方策
【67】 【67－１】
知的財産本部（平成15年８月１ ①「大学知的財産本部整備事業」に採択され ○知的財産本部が中心となって、知的財産創出に係る地域連携ネットワークの構築

日設置）を地域・産学官連携推進 た中核大学としての役割を自覚して、地域 を目指し、以下の事業を実施した。
機構（仮称）の主要組織として充 連携ネットワークの構築を目指し積極的に ・ 産学連携と共同研究契約に係わる戦略セミナー」を計３回開催、164名が参加し「
実・強化を図るとともに、TLOとの 活動する。 た 【資料編P.88(F-2) 参照】。
連携・協力により、知的財産の創 ・ 大学技術移転協議会 「イノベーションジャパン文部科学省セミナー 「大学知「 」、 」、
出、取得、管理及び活用に関する 的財産戦略研修会」において、講演や展示を行った。
業務を戦略的に推進する。 ・平成17年度文部科学省21世紀産学官連携手法の構築に係るモデルプログラムとし

て「新たな時代に対応した共同・受託研究契約のあり方」を受託し、研究会、シ
ンポジウムを４回開催した。

・特許庁「大学における知的財産権研究プロジェクト」を受託し 「大学の特許戦略、
のあり方」について研究を行い、研究会とシンポジウムを４回開催した。

【67－２】
②共同研究等の契約における知的財産の取り ○電気通信大学の共同研究契約書、受託研究契約書の雛形を作成し、考え方、雛形
扱いに関する研究を積極的に進め、他大学 条文及びその解説と作成フローをすべてホームページ上で公開するとともに、そ
のためにも役立つ雛形の作成を目指す。 の内容を解説する「産学連携と共同研究契約に係わる戦略セミナー」を計３回開

催した 【資料編P.88(F-2) 参照】。

【67－３】
③「知的財産本部」と本学TLOであるキャン ○毎週、知的財産本部の知的財産マネージャーとTLO（キャンパスクリエイト）の産

、 、パス・クリエイトとの間の連携を深め情報 学官連携コーディネータが定例的にミーティングを行い 最近発生した発明届出
を共有し、両者一体となって、知的財産の 特許出願、動きのある売り込み活動を報告し、議論した。この活動は知的財産本
創出から活用に至るまでプロセスに戦略的 部発足時から継続して行っており、大学知的財産本部とTLOとの共同活動の中心と
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に取り組む。 なっている。

【67－４】
④学内で知的財産セミナーを開催し、教員や ○教職員・学生に対して、知的財産の創出や取得の重要性を啓発するため、以下の
学生に対して、知的財産の創出や取得の重 とおりセミナーを開催した。
要性を啓蒙する。 ・前年度に引き続き、初心者向け「知的財産セミナー」を10回開催し、計251名が参

加した。
・特許検索ができる学生・研究者を増やすことを目的とした「特許検索セミナー」
を開催し、26名が参加した。

・将来知的財産関係の道を志す学生主導で設立されたIP研究会において、弁理士試
験合格を目指す学生６名を対象に、知的財産本部の弁理士・知的財産マネージャ
ーが講師となり週１回（90分）のゼミを計22回開催した。
【資料編P.88(F-2) 参照】

【67－５】
⑤前年度に引き続き、ベンチャービジネス特 ○前年度に引き続き、弁護士や若手起業家が講師となって「ベンチャービジネス特
論、ベンチャービジネス概論の講義に弁理 論 「ベンチャービジネス概論」を開講した。」、
士や若い起業家を講師として起用して、学
生に対する起業家精神の涵養を推進する。

★研究活動の評価及び評価結果を ★研究活動の評価及び評価結果を質の向上に ★研究活動の評価及び評価結果を質の向上に繋げるための具体的方策
質の向上に繋げるための具体的方 繋げるための具体的方策

【68】策
【68】 評価室の「点検評価・活用班」において、 ○評価室の 評価情報班 を中心として 前年度の準備を踏まえて 教育領域 研「 」 、 、「 」、「
定期的に全学の研究活動の自己 評価基準を策定し、それに基づく評価の試行 究領域 「社会貢献領域 「管理運営領域」の４領域からなる「教員基本データ」、 」、

点検・評価を実施し、自己評価を を行う。 ベース」を構築し、運用を開始した。
基に、外部の委員からなる「外部 評価室「点検評価・活用班」を中心に、教員基本データベースを踏まえた評価基
評価委員会」による外部評価を実 準「電気通信大学における教員の自己点検・評価」を策定し、これに基づき、各
施する。同時に、評価結果を研究 教員が「自己点検・評価シート」を作成、学長に提出することにより教員評価・
活性化に繋げるためのシステムに 組織評価の試行を行った 【資料編P.99(H-1) 参照】。
ついて検討する。

★学内共同教育研究施設等に関す ★学内共同教育研究施設等に関する具体的方 ★学内共同教育研究施設等に関する具体的方策
る具体的方策 策
【69】 【69－１】

○レーザー新世代研究センターでは、21世紀COEプログラム拠点の中核組織として、以下の学内共同教育研究施設等 ①「レーザー新世代研究センター」では、平
本学主催の国際シンポジウム”International Symposium on Coherent Optical Sについては適切な評価を行い、そ 成15年度に採択された21世紀COE"コヒーレ
cience”を開催すると共に、学術会議・IUPAP主催の量子エレクトロニクス最高権の維持、充実を図る。 ント光科学の展開"の中核としてレーザー
威の国際会議IQEC/CLEO-PR2005の開催に大きく寄与（IQEC General Chair、 CLEO・レーザー新世代研究センターは ・光科学技術に関する先端的研究を推進、
STC Chair）し、これを成功させた。また、学術会議物理学研究連絡会AMO小委員日本のレーザー・光学技術の中 し、研究・教育に積極的に寄与して行く。
会の光科学特別委員会幹事として光科学研究体制に対する意見をとりまとめ、わ心として先導的な研究を展開し また、学術会議などで検討されている光科
が国の光科学研究者約210名による「光科学研究の最前線」を出版し、これらは学ており、今後とも指導的立場を 学に関する研究ネットワークの中核研究機
術会議声明「新分野の創成に資する光科学研究の強化とその方策について」とし堅持するために学内外の協力体 関として、光科学研究コミュニティーの研

制を強化し、COE拠点の中核機関 究連携を強めるための活動に積極的に参加 て、学術会議会長コメントに反映された。
の一つとして、学内の研究・教 する。
育に積極的に寄与する。

・総合情報処理センターは、ITを 【69－２】
基盤とする本学の重要なインフ ②「総合情報処理センター」では、教育・研 ○学内共用計算機資源・環境を最新の技術水準に保つため、センターの計算機シス
ラストラクチャーとして また 究のための学内共用計算機資源・環境を常 テムの更新を行なった。これにより、教育・研究用サーバーの高性能化と高効率、 、
学内外のネットワーク整備及び に良好な状態で維持管理するとともに、学 化、学内LANバックボーンの高速化と信頼性向上、パスワードの一元化や認証のた
研究への対応、学生のコンピュ 内外のネットワーク運用・管理の拠点とし めの機器の導入、最新の不正侵入検知機器の導入など、高度なサービスをより安
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ータ教育等に必要不可欠な存在 てネットワークの信頼性維持とセキュリテ 全に提供するための設備が整えられた。
であることから、本学のe-Campu ィ問題への迅速な対応に努める。 ○学内LANの老朽化に備え、かつ100Mbpsから1Gbpsへの高速化を図るため、全学の建
s 化への対応も含め、その活動 物の各フロアに設置されているLANスイッチを一斉更新した。
を更に拡充する。 ○学術情報ネットワークSINETのノード機器を、現在設置されている西３号館からよ

・共同研究センターは、地域・産 り安全な総合研究棟に移設するため、国立情報学研究所と交渉を行い、平成18年
学官連携推進機構（仮称）の中 ７月に移設を実施することとして、その準備を進めた。
核組織として、地域企業との連
携を深める方向で強化する。 【69－３】

・機器分析センターは、学内で共 ③産学官等連携推進本部と知的財産本部から ○本学の産学官連携活動全体を紹介する 「第１回産学官連携 DAY in 電通大」を企、
通に使用できる大型設備を有し なる「地域・産学官連携推進機構」では、 画し、開催した。学内外及び出展関係者も含め約500名が参加し、講演、共同研究、
全学的に多くの研究を支援して 学内の資源と学外の資源の融合及び有効利 成果報告会、学生アイディアコンテスト、SVBL成果報告会、電通大発ベンチャー
いることから、この維持と機能 用、教育研究成果の社会への還元、社会貢 の紹介、先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターの紹介、研究室の研究
の充実を図る。 献を積極的に推進する。特に、学内それぞ 公開などを行った 【資料編P.82(F-1-①) 参照】。

・留学生センターは、国際交流推 れの共同教育研究施設にある大型設備の維 ○産学連携交流会を他大学・団体等と共同で主催し、都内及び地元企業、金融業と
進センター（仮称）の中に統合 持管理のための有効な方策を検討する。 の連携強化を図った。
し、留学生に対する教育の充実 ○機器分析センターについて 「第１回産学官連携 DAY in 電通大」で一般に公開す、
を図るとともに、留学生のため るとともに、センター設備の利用を学外の機関に門戸開放することについて、検
の教育方法の改善などの教育研 討を開始した。また、大型設備の維持管理については、各設備に配分された管理
究活動を拡充する。 費の中から機器使用料を徴収し、維持管理費が特に不足している設備に重点的に

・サテライト・ベンチヤー・ビジ 配分できる体制を整えた。
ネス・ラボラトリ（SVBL）は、
ベンチャーマインド溢れる人材 【69－４】

○「国際交流推進センター では、平成17年度に新たを育成する先端的教育研究拠点 ④「国際交流推進センター」では、韓国ICU 【資料編P.29(A-5-③) 参照】」
に交流協定を締結した西安電子科技大学（中国 、キングモンクット工科大学トンとして更に強化する。 大学、中国武漢科学技術大学、ドイツブレ ）
ブリ校（タイ）及び台湾工業技術院（台湾）の２大学１機関を含め、37の協定大・電気通信学部附属菅平宇宙電波 ーメン大学 米国ペンシルバニア州立大学、 、
学・研究機関と下記のような事例を含む交流を積極的に推進した。観測所は、宇宙空間及び地球惑 リトアニアカウナス工科大学、チュニジア
・北京郵電大学（中国 、韓国情報通信大学（韓国）及び本学の情報通信系３大学に星系の電磁波現象の観測的研究 SFAX大学等との提携を進め、教員、学生の ）
よるシンポジウムと学生フォーラムの創設を決定し、平成18年８月の本学での第並びにそれに関する学生の教育 相互交流を図る。また、平成16年度に策定
１回開催に向けて準備を進めた。に不可欠であることから、その された本学の「国際戦略についての基本方
・ハイデラバード大学（インド）との共同研究や、優秀な大学院生の確保に向け検継続と強化を推進する。 針」に沿って、国際交流推進の基本計画と
討し、平成17年10月に教員３名を先方に派遣し、教員、学生に本学の研究教育に詳細計画について、学内関係組織との調整
ついて説明した。を図りながら、検討を進める。
・カウナス工科大学（ 、ブレーメン大学（ドイツ 、ペンシルバニア州リトアニア） ）
立大学（アメリカ 、台湾工業技術院（台湾）などとの共同研究を推進した。）
・全て英語による教育を行っているマルティメディア大学（ 、韓国情報マレーシア）
通信大学（韓国）に、英語教育の教員４名を含む調査団を派遣した。
・上海交通大学（中国 、キングモンクット工科大学（タイ）との「ものづくり」教）
育プログラムを推進した。
・ハルビン工程大学（中国 、武漢科技大学（中国 、北見工業大学及び本学の４大） ）
学によるワークショップを平成18年度に共同開催し、教員を派遣する準備を行っ
た。
協定大学との学生交流を推進した結果、派遣学生の人数が増加した。
＜派遣学生数＞ 交換留学 10名（前年度８名）

語学研修 25名（前年度19名）

【69－５】
⑤「ｅラーニング推進センター」では、平成 ○ｅラーニング推進センターでは、平成16年度に採択された現代GP「専門重視の相
16年度に採択された現代GP「専門重視の相 互作用型ｅラーニング実施」プロジェクトの中核として、学内のｅラーニングコ
互作用型e-ラーニング実践」プロジェクト ンテンツ開発の支援を進めた。基盤システム開発部門に客員教員を採用し、コン
の中核として、統合型・多様型ｅラーニン テンツ開発、基盤システム開発を支援するとともに、実証的・実践的研究を進め
グ実践モデルの構築を進める。加えて、セ る体制を整え、またｅラーニング推進センター内にｅラーニング自習室を設置し
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ンター内３部門（コンテンツ開発部門、基 た。
盤システム開発部門、システム運用・評価
部門）に公募による非常勤研究員を採用し
て、ｅラーニングによる実践的教授学（e-
Pedagogy）に関する実証的・実践的研究を
進める教育・研究機関を目指す。

【69－６】
⑥「菅平宇宙電波観測所」では、従来から共 ○「菅平宇宙電波観測所」では、連携している研究機関との間で主に以下のような
同研究を進めている情報通信研究機構、情 共同研究を実施すると共に 担当している多摩地区５大学単位互換科目である 宇、 「
報・システム研究機構 国立極地研究所 宙通信工学（講義及び実習 」にｅラーニングを導入して多様な学生への教育効果（ ）、 ）
電子航法研究所、名古屋大学太陽地球環境 を向上した。
研究所、京都大学地磁気世界資料解析セン ・本学からの短波送信波を情報通信研究機構２観測点（大洗、鹿島）で観測するこ
ター、海上保安大学校との協力関係を強化 とによる電離層擾乱の研究を推進し、この成果を一般に公表した。また、電離層
して、超高層電磁環境の研究をさらに発展 擾乱の共同研究を京都大学地磁気世界資料解析センターおよび海上保安大学校と
させるとともに、観測所の特色を生かした の間で継続実施した。
教育である 宇宙通信工学(講義及び実習) ・電子航法研究所と協力して、当観測所での衛星電波受信によるGPS信号評価を進め「 」
授業の一部のｅラーニング化を図って教育 た。
効果の向上を目指す。 ・名古屋大学太陽地球環境研究所と協力して、本学観測所の太陽風観測による活動

下降期の太陽風観測を継続して実施した。

★技術職員の組織化と有効活用の ★技術職員の組織化と有効活用の方策 ★技術職員の組織化と有効活用の方策
方策
【70】 【70】
高度コミュニケーション科学の 技術職員の組織 職務 配置などを見直し, ○組織・人事制度見直しWG（役員会WG)を中心に、より効率的に教育研究を支援する、 、

発展を支援する技術職員の重要性 これまで以上に大学の教育研究に必要な高度 ための技術部組織のあり方について検討を行い、全学的課題に対する技術協力を
に鑑み、技術部組織の業務とその の技術の提供ができるようにする。そのため 積極的に行うため、平成18年度新設予定の「情報基盤センター」及び「安全・環
運営体制を明確にし、強化する。 に、技術レベル向上のための研修などの支援 境保全室」に必要な技術職員を配置することを決定した 【資料編P.18(A-3)、208。

を行う。 (J-2) 参照】
また、技術レベルの向上のために学外の各種講習会・研究会等の参加、学内にお
ける「Webデータベースシステム構築」などの研修を実施した。

★学部・研究科等の研究実施体制 ★学部・研究科等の研究実施体制等に関する ★学部・研究科等の研究実施体制等に関する特記事項
等に関する特記事項 特記事項
【71】 【71－１ 【72－１】】
①大学全体の研究体制を学科、専 ①固定化された専攻を基盤とする研究体制か ○学科・専攻の枠を越えて活動している研究グループに対して、研究ステーション
攻等の教育組織と分離するとと ら、研究ステーションなどに見られる柔軟 の設置を速やかに行うよう、学内競争的資金「研究・教育活性化支援システム」

、 、 「 」、もに、研究組織に時限制を導入 で横断的な体制への実効的な転換を引き続 公募の際に 全教員に働きかけ 平成17年度新たに 計算科学研究ステーション
する方向について検討する。 き強力に進める。 「危機・危険管理システム研究ステーション」の２つの研究ステーションを設置

するとともに、平成18年４月１日付けで「ヒューマン・ウエルビィ・サイエンス
【72】 研究ステーション」を設置することを決定した。
②大学院における研究の中心を研 また 「研究・教育活性化支援システム」の「組織横断的共同研究」として、研究、
究ステーションなど横断的、ボ ステーションを対象に公募を行い、４研究ステーションに対し総額約8,000千円の

、 。【 】トムアップ的に構成する研究組 支援を行って 研究ステーション活動の活性化を図った 資料編P.63(E-4) 参照
織及び戦略的に重点分野とする
COE形成拠点に移行する。 【71－２ 【72－２】】

②「先端ワイヤレス・コミュニケーション研 ○情報通信分野における最先端ワイヤレス情報通信技術に特化した教育研究を推進
究センター」を設置し、本学の根幹である する「先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター」を平成 17年４月１日付
情報通信分野における最先端ワイヤレス情 けで設置した（設置期間：10年。５年経過時に見直し予定 。）
報通信技術に特化した教育研究を実施す 同センターの専任教員は、学外者からの推薦も含め広く公募し、平成17年度にお
る。 いて教授１名を採用し、また、平成18年４月１日付けで助教授１名を採用するこ
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とを決定した （全学裁量ポストを活用。任期制適用 ）また、ワイヤレス情報通。 。
信分野を専門とする学内の教員３名を兼務教員として配置するとともに、同分野
で活躍している外部の研究者６名を客員教授として採用し、学内協力教員15名と
ともに活動を開始した。
具体的な活動内容としては、KDDI（株 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ、船井）、
電機（株 、シャープ（株 、日本電気（株）などと 25件の共同研究や、総務省か） ）
らの受託研究（SCOPE)など５件を実施したほか、AWCC講演会を開催した。
また、大学として同センターに対し 「研究・教育プロジェクト経費」による研究、
資金援助、研究スペース(481㎡）の支援を行った。

、 、 、 。研究成果として 学術論文57件 国際会議発表62件 特許出願２件の実績を得た
代表的な研究成果としては、MIMO情報伝送技術とそのITS車車間通信への応用、ト
ータルレコーディング方式に基づくフィールドデータ取得システムの構築、マイ

。 【 】クロ波F級HBT増幅回路の提案などが挙げられる 資料編P.58(E-1) 参照
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（１）社会との連携、国際交流等に関する目標

（１）社会との連携、国際交流等に関する目標
学問、科学技術の普遍性や有益性、大学の公益性、社会のグローバリゼーション等に

鑑み、本学の貢献を社会に目に見える形にするため、教育・研究を通し、大学を地域に
開放し、産学官との連携を深め、国際社会との協力関係を強化する。中

★地域社会との連携に関する目標期
地域社会の一員として多摩地区にある団体や都市に教育・研究面で知的貢献をする。

産学官との研究・開発を推進する。目

★国際社会との連携に関する目標標
人材、物、技術を通して国際社会と互恵性のある協力関係を築く。科学技術をベース

として国際社会に奉仕し、それを通し、教育・研究面での貢献をする。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

★地域社会等との連携・協力、社 ★地域社会等との連携・協力、社会サービス ★地域社会等との連携・協力、社会サービス等に係る具体的方策
会サービス等に係る具体的方策 等に係る具体的方策

【75】
①(社)発明協会（特許庁認可）の推進事業と ○「電通大少年少女発明クラブ」を中心に、子供たちに科学の魅力を伝え、知的財
して目黒会（同窓会 、地元調布市と連携 産の大切さを認識させるため、以下の活動を行った。）
して平成16年度にスタートした、大学主催 ・毎月２回、クラブを開催し、ステアリングカー、光オルゴール、磁気検知式ゲル

、 、 、 、としては全国初めての「電通大子供発明ク マラジオ ヘロンの噴水 ホバークラフト 図形回転式万華鏡などの製作を行い
ラブ（調布少年少女発明クラブ 」を通し 子ども達にものづくりの楽しさ、科学の面白さを体験させた。）
て、子供たちに科学の魅力を伝え、知的財 ・ステアリングカー製作では、単に作らせるだけでなく、製作していく中で子供た
産の大切さを認識させる活動をさらに推進 ちが考えついた様々な改良点・工夫点を、特許とみなして、特許制度のあり方を
する。 学ぶ、疑似特許庁を体験させた。

・外部から講師を招聘し講演会（IP講演会）を２回開催した。
・文部科学省主催の「ものづくり体験教室」を開催した。

【73】 【73】
①地域社会への貢献を大学の重要 ②産学官等連携推進本部の「地域貢献部門」 ○産学官等連携推進本部の「地域貢献部門」を中心に、新しい知識の創出やその伝
な一機能とし、地域・産学官連 を中心に、新しい知識の創出やその伝達を 達を通じた地域貢献活動を以下のとおり実施した。
携推進機構（仮称）の中に地域 通じて地域社会に貢献する。具体的には、 ・地域貢献部門Webサイトを学外向けに一般公開し、本学の地域貢献活動ミッション
との連携を専門に担当する部門 ・部門Webページを活用して、大学の地域貢 について情報発信を開始した。
を設置する。 献活動について情報発信を活発化し、本学 ・ 電気通信大学フォーラム2005」において 「地域社会の中の新たな産学連携～コ「 、

」 、 （ 、 、（ ） 、の「知のコモンズ」としての姿勢を広報す ミュニティとCSR～ をテーマに 地域の企業 アフラック FC東京 株 西友
ると同時に 学内外の啓発活動に着手する サントリー（株 ）と連携し「地域貢献シンポシオン」を開催した 【資料編P.91、 。 ） 。

・本学が協働している地元地域コミュニティ (F-3)、95(G-1) 参照】
、や様々な非営利コミュニティの中から、特 ・学生ボランティア活動の支援・促進を担当する学内窓口・組織を一体化するため

に連携し協働できるコミュニティを戦略的 地域貢献部門Webサイトに「ボランティア活動参加登録システム（学生用 」を搭）
に抽出し、それとの連携関係を強化して行 載し、稼動させた。
く。

・大学としての地域貢献活動を効率的に行い
実効あるものとするために、関係学内組織
を横断的に関連付けることのできる仕組み
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を検討し、併せて貢献活動認定基準の制定
を目指す。

【74】 【74－１】
②地域社会に対し、生涯学習の機 ③関係部局と広報室の連携の下に、公開講座 ○関係各部署が広報室と連携し、以下の事業を実施し、積極的な地域貢献の促進を
会を提供するため、一般教養、 や電気通信大学フォーラム、目黒会（同窓 図った。
スポーツから専門分野に至るま 会）による技術講習会、子供工作教室を通 ・ 電気通信大学フォーラム2005」「
での公開講座や本学の特色(特に して、地域に貢献する大学としての機能を 前年度実施した「電気通信大学フォーラム2004」の検証を踏まえて、実施体制
IT関係)を生かした講習会、セミ 更に充実させる。 の見直しを行い 「電気通信大学フォーラム2005」を開催した。同フォーラムの、
ナー等を積極的に開催する。特 「大学紹介」において、講演会、パネル展示公開、研究室公開を行い、日頃の研
に、地元調布市とは、相互友好 究成果を公開した 【資料編P.95(G-1) 参照】。
協力協定に基づき、文化・教育 ・公開講座

（ ） 、・学術の分野での協力をより一 ４つの公開講座 うち１講座は調布市コミュニティー財団との共催 を開催し
層推進する。 107名が受講した。

・技術講習会
【75】 目黒会（同窓会）と大学の共催により、移動体通信研究会を開催した。
③同窓会や地域社会との連携を強 ・子供工作教室等
め、既に実施している地域の小 地域の小・中学生を対象とした「発明クラブ 「工作教室 「おもちゃの病院」」 」
学生向けの理科教室やものづく を実施した。
り教室を更に推進する。地域社
会や企業等外部との交流拠点、 【74－２】
広報活動拠点、理科教育への動 ④調布市と連携して発行している広報誌「調 ○「調布電通大どおり」の発行（前年度２回を今年度４回発行 、調布市報への本学）

（ ）機付け支援の場としての創立80 布電通大どおり」など、調布市との広報活 紹介記事の掲載 相互友好協力協定締結大学の市民対象事業紹介として毎月掲載
周年記念会館の機能を充実させ 動の連携を積極的に図る。 など、調布市と連携した広報活動を積極的に行った。
るとともに、広く地域社会に開
放する。 【74－３】

⑤「三鷹ネットワーク大学（仮称 」に参加 ○三鷹ネットワーク大学（平成17年10月１日開講）に参加し、特別記念講座「知的）
し、一般市民を対象とした公開講座の実施 創造空間としての地域社会」において学長が講義を行った。
や新産業創出等の支援を行う。

【74－４】
⑥「 社）学術、文化、産業ネットワーク多 ○東京農工大学、(社)学術・文化・産業ネットワーク多摩、多摩地域の信用金庫と（
摩（文部科学省認可 」に参加し、広域多 共同で、産学連携の場として「産学連携交流会」を開催した。）
摩地域の活性化のため、産・官・学・民と
連携・協働して、生涯教育、地域人材養成
等の支援を行う。

★産学官連携の推進に関する具体 ★産学官連携の推進に関する具体的方策 ★産学官連携の推進に関する具体的方策
的方策
【76】 【76－１ 【77－１ 【78－１】】 】
①地域・産学官連携推進機構(仮 ①船井電機（株）と結んだ産学連携に関する ○平成16年度に産学連携に関して基本合意した船井電機 株 との共同研究契約 総（ ） （
称)を通し、TLOや本学同窓会と 包括協定に基づいて、情報家電に関する先 額500,000千円、年額100,000千円）を締結し、研究を本格的に開始した。このプ
連携協力して活動を展開し、民 端研究の推進を中心に共同研究を強力に展 ロジェクトは、情報家電を実装するための「基盤コンピュータシステム 、家庭内」
間企業等との共同研究、受託研 開する。 で人間の作業を代行する「ロボット家電 、家庭での人間の楽しみを増やす「エン」
究などの一層の推進を図る。 ターテイメント家電」の３分野を対象とするもので、大学院情報システム学研究

科の教員計13名が参加した。
【77】 また、船井哲良氏（船井電機(株)社長）の寄付により、本プロジェクトの研究を
②企業との間で連携プログラム等 展開し、成果を展示する場として、本学キャンパス内に新たな建物（仮称：船井
を作成し、研究開発や人材育成 実験棟）を建設することを決定した 【資料編P.93(F-4) 参照】。
などを推進する。
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・サテライトオフィス施設を活用 【77－２ 【78－２】】
し、産学官の共同研究を推進す ②新たな企業との連携をさらに推進し、協定 ○(独)産業技術総合研究所との間で連携大学院方式による教育研究協力に関する協
る。 に基づく連携プログラムの拡充を図る。 定を締結した。

・(独)通信総合研究所等外部の研
究機関とのプロジェクト研究を 【77－３ 【78－３】】
積極的に推進する。 ③新たに「先端ワイヤレス・コミュニケーシ ○情報通信分野における最先端ワイヤレス情報通信技術に特化した教育研究を推進

ョン研究センター」を設置し、企業から積 する「先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター」を平成 17年４月１日付
極的に人的、資金的支援を得て、本学の根 けで設置した（設置期間：10年。５年経過時に見直し予定 。）
幹である情報通信分野における最先端のワ 同センターの専任教員は、学外者からの推薦も含め広く公募し、平成17年度にお
イヤレス情報通信技術に特化した教育・研 いて教授１名を採用し、また、平成18年４月１日付けで助教授１名を採用するこ
究・技術移転に関する取り組みを推進す とを決定した （全学裁量ポストを活用。任期制適用 ）また、ワイヤレス情報通。 。
る。 信分野を専門とする学内の教員３名を兼務教員として配置するとともに、同分野

で活躍している外部の研究者６名を客員教授として採用し、学内協力教員15名と
ともに活動を開始した。
具体的な活動内容としては、KDDI（株 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ、船井）、
電機（株 、シャープ（株 、日本電気（株）などと25件の共同研究や、総務省か） ）
らの受託研究（SCOPE)など５件を実施したほか、AWCC講演会を開催した。
また、大学として同センターに対し 「研究・教育プロジェクト経費」による研究、
資金援助、研究スペース（481㎡）の支援を行った。

、 、 、 。研究成果として 学術論文57件 国際会議発表62件 特許出願２件の実績を得た
代表的な研究成果としては、MIMO情報伝送技術とそのITS車車間通信への応用、ト
ータルレコーディング方式に基づくフィールドデータ取得システムの構築、マイ

。 【 】クロ波F級HBT増幅回路の提案などが挙げられる 資料編P.58(E-1) 参照

【77－４】
④前年度に東京青山に開設したサテライト・ ○「電通大スカイオフィス （東京青山）において38の研究会、セミナー等を開催し」
オフィス「電通大スカイオフィス」を活用 たほか、研究打合せの場として活用した。また、大学発ベンチャー「 株）アプラ（
し、教育研究、産学連携の進展に向けての イドマイクロシステム」のオフィスを置いて営業活動の拠点とした。
諸活動を展開するとともに、大学発ベンチ
ャーの育成・支援を行う。

【76－２】
⑤電気通信大学利益相反ポリシーに基づいて ○電気通信大学利益相反マネジメントポリシーに基づいて利益相反を適正に管理す
利益相反を適正に管理するため 「利益相 るため 「利益相反マネジメント委員会」及び「利益相反アドバイザリーボード」、 、
反マネジメント委員会」および「利益相反 を設置し、利益相反マネジメントのガイドラインを定め、同ガイドラインに基づ

、 。アドバイザリーボード」を設置して、産学 き全職員に自己申告書を提出させることにより 利益相反マネジメントを行った
官連携や教育研究活動を公正かつ効率的に
推進できる利益相反マネジメント体制を確
立する。

【78】 【78】
③地域・産学官連携推進機構（仮 ※年度計画【64】～【66】に記載。
称）を中心に、研究プログラム
の企画広報、企業等との相互人
材交流、他大学との連携等を推
進するとともに、学内外へ関連
情報を積極的に発信する。
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★図書館サービスの具体的方策 ★図書館サービスの具体的方策 ★図書館サービスの具体的方策
【79】 【79－１】
図書館を中心とするコミュニケ ①生涯学習支援を視野に入れた一般社会への ○外来者サービスとして以下の点について実施、検討を行った。

ーションパーク（総合研究棟）を 図書館開放に向けて、前年度に引き続き以 ・平成16年度「外来者図書館利用申込書」を資料に外来者の利用実態調査を実施し
始めとして、学内の高度情報化を 下の方策をとる。 た。
推進し、e-Campusのモデルとなる ・貸出サービスの問題点とその対処方法につ ・外来者への閲覧サービスとして視聴覚資料の閲覧を可能とし、貸出サービスとし
教育・研究並びに学習環境を構築 いて検討する。 ては問題点の抽出とガイドラインの検討に着手した。
し活用する。具体的には、 ・利用実態調査とその分析を行う。 ・情報検索のための講習会への参加サービスについては、著作権等の制約から、講
・一般社会への貸出利用も視野に ・情報検索のための講習会への学外者の参加 習会形式またはホームページへのアクセス形式など、効率的で有効な方法につい
入れた、図書館公開について検 について、著作権、契約条項、端末利用権 て検討することとした。
討する。 限など課題となる項目の抽出を開始する。

・生涯学習を支援するために、業
務委託による休日開館について 【79－２】

、 。検討する。 ②国立大学法人化に伴う状況の変化を確認し ○東京西地区大学図書館相互協力連絡会議の活動に参加し 下記の項目を実施した
・情報検索のための各種講習会を つつ、他大学附属図書館等との相互利用の ・研修セミナー「図書館の未来を語ろう」を実施するとともに、事例紹介セミナー
実施する。 推進について検討する。 を通して大学図書館の現状・将来像に関する情報収集や検討を行った。

・多摩地区他大学等との相互利用 ・学生等の相互利用に関する検討に参加・協力した。
を推進する。

・紙ベースジャーナルからオンラ 【79－３】
インジャーナルへの全面的切り ③図書館を中心とした情報発信体制の整備に ○図書館を中心とした情報発信体制の整備に向けて以下のことを実施した。
替えを行う。 向けて以下のことを行う。 ・修士論文要旨について、ホームページ掲載の許諾依頼を促進し、平成17年度修了

・情報発信体制を整備し、研究成 ・図書館ホームページ上の学位論文一覧にあ 者については、75.4％の同意を得て掲載することができた。また、博士論文要旨
果、学位論文 「紀要」等の出版 る修士論文について、論文要旨掲載の許諾 についてもホームページ上での公開を開始した。、
物、貴重図書、歴史資料館など をより多く得るための環境作りを進めると ・日本無線（株）からの寄贈を受けた同社製品に係る真空管を展示公開するととも
の情報がオンラインで活用でき ともに、博士論文についての試行について に、目録整理を行い、104点をホームページ上に公開した。
るようにする。 検討を進める。

・歴史資料館所蔵図書資料の電子化に続き、
同館所蔵品目録の電子化を推進する。

★諸外国の大学等との教育・研究 ★諸外国の大学等との教育・研究上の交流に ★諸外国の大学等との教育・研究上の交流に関する具体的方策
上の交流に関する具体的方策 関する具体的方策
【80】 【80－１】
①国際交流推進センター（仮称） ①本学が志向する アジアの理工系拠点大学 ○「アジアの理工系拠点大学」の実現に向けて、以下のことを実施した。「 」

・北京郵電大学(中国 、韓国情報通信大学（韓国）及び本学からなる情報通信系３を設置し、 の実現に向けて、全学の協力の下、活発な ）
大学が中心となって、情報通信分野の日中韓連携強化を図ることを３大学で合意・留学生教育並びに本学学生の国 国際共同研究・国際連携活動が実施できる
した。最初の活動として、シンポジウム及び学生フォーラムを平成18年８月に本際化教育と国際学術交流並びに 体制作りに努める。具体的には、アジアで
学で開催することを決定し、準備を開始した。国際協力企画調整に関する業務 の枢軸大学連携体制の構築、海外オフィス
・武漢科技大学（中国 、ハルビン工程大学（中国 、北見工業大学及び本学の４大を一体化する。 の開設、国際オープンラボの開設等につい ） ）
学によるワークショップ共同開催（平成18年５月18-19日）の準備を行った（会場・留学生教育の役割を担ってきた て検討を進める。
：武漢科技大学 。留学生センターは国際交流推進 ）
・海外オフィス、国際オープンラボの利用法などの検討を行い、海外オフィスをタセンター 仮称 の中に統合し（ ） 、
イ・バンコックに設置する予定で検討を進めた。その機能の拡大を図る。

・教職員一体の業務運営により大
学の国際化を総合的に推進し、 【80－２】
全部局に共通する横断的な課題 ②海外の大学等において21世紀COEプログラ ○３名の教員がハイデラバード大学（インド）に赴き、21世紀COEプログラムをはじ
について企画立案、調整、研究 ムをはじめとする本学の研究教育プロジェ めとする本学研究教育プロジェクトの紹介を行うとともに、共同研究の実施や優
を行う。 クトの紹介を行い、博士後期課程学生・博 秀な大学院生の確保に向けて協議を行った。

・国際機関等が実施する国際協力 士研究員等の有為な人材を広く海外から募 また 「研究支援者（COE)の授業料等の納入に関する申し合わせ （平成17年４月、 」
）、「 」（ ）事業への協力の企画とプロジェ 集する。とくに21世紀COEに関係する研究 １日制定 21世紀COEプログラム研究支援者実施要領 平成16年４月１日制定

クトへの参加を推進する。 学生および博士後期課程研究留学生には、 に基づき、21世紀COEプログラムに係る研究学生及び博士後期課程研究留学生の授
COE拠点形成計画に従って、国費留学生並 業料等免除や研究支援員としての給与支給などを行った。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

みの待遇となるよう、入学金や授業料の免
除、研究支援員としての給与の額、等につ
いて支援の実施を検討する。

【81】 【81】
②創立80周年記念学術交流基金を ③創立80周年記念事業学術交流基金を活用 ○創立80周年記念事業学術交流基金による補助事業として、協定大学等への教職員
活用し 職員・学生の海外派遣 し、教職員、学生の海外派遣や協定校から ・学生の海外派遣事業等を実施した。、 、
共同研究先の研究者招聘を通し の共同研究者招聘などに対する支援を、引 ・教職員の海外派遣 ７人（アメリカ、韓国、台湾）、
国際交流の一層の促進を図る。 き続き推進する。 ・学生の海外派遣 ８人（中国、台湾、オーストラリア）

・外国人研究者招へい ２人（ロシア、中国）
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項

せることで、自ら発想する主体的な意識を育てた 【資料編P.52(D-2) 参照】「大学教育センター」の活動 。
前年度設置した「大学教育センター 【資料編P.30(A-5-④) 参照】が中心となって、FD活」

国際交流の推進動（学生による授業評価、授業改善に関する教員アンケート、FD研究会など 、入学者選抜）
方法（AO入試や推薦入試など）に関する調査研究、入試広報の強化（受験生雑誌・Webサイ 平成16年度に策定した国際交流基本方針に基づき、新規にインド・ハイデラバード大学
トへの広告掲載、在学生が受験生を案内するキャンパスツアー、大学案内のデジタルパンフ との交流協定書の締結をはじめアジア諸国との学術交流の強化を図り、大学院留学生の受

） 「 ） 、 。レット化など 、キャリア教育の推進（ キャリアデザインＡ」の新設 、共通教育の改善充 入れ環境整備 短期留学生受入れ・派遣の増強などの諸施策において大きな成果を挙げた
、 （ 、 、 ）実（全学的協力体制での実施、１・２年次授業時間割の過密状況の緩和、英語教育の強化） 具体的には ①アジアの情報通信系主要３大学 本学 北京郵電大学 韓国情報通信大学

、 （ ）など教育全般にわたる諸課題について、全学的視野に立って取り組みを進めた。 によるシンポジウムと学生フォーラムの創設を決定し 本学での第1回開催 平成18年８月
さらに、同センター「教育企画部」を中心として、大学の理念に沿った教育のマクロプラ に向けて準備の実施、②留学生への便宜と日本人学生の語学力強化に向けて大学院科目の

ンの作成に着手するとともに、学部各学科の授業が体系的に行われていることを確認するた 英語による講義を前年度の2倍以上19科目で実施、③短期留学について特に派遣学生の増強
めに、履修科目のツリー構造図を整備し、それに基づくカリキュラム再点検を開始した。 に努めた結果、語学研修を含めて合計35名（前年度の1.3倍）の実施、などの実績を得た。

「学生支援センター」の活動 ものつくり教育の充実
学生生活関連の支援等の業務を総括的、機能的に行う組織として 「学生何でも相談室 、 特色GP「楽力（がくりょく）によって拓く創造的ものつくり教育」では前年度に引き続、 」

」、 」 、 、「就職支援室 「学生生活支援室」の３室で構成する「学生支援センター 【資料編P.31(A- き 多数の学部生を対象にした大学内外のコンテスト参加形式のものつくり動機付け教育
5-⑤) 参照】を設置し、教員と事務職員が一体となって学生支援を行う体制を整備した。 東南アジア諸国の大学との教育交流、及び学生のための講演会などを活発に実施した。更
学生相談については 「学生何でも相談室」のカウンセラーを増員し、毎日相談に応じる にキングモンクット工科大学（タイ）との間で、インターネットをベースにしたクロスオ、

こととしたほか 「学生相談に関する対応指針 【資料編P.55(D-3) 参照】を整備するなど、 ーバーものつくり教育のためのプロトタイプシステムの共同開発を開始した。、 」
適切な学生相談を行う体制を整えた。また、履修単位の少ない学生には各学科の助言教員が

若手研究者の支援個別に対応し、保護者への成績通知を行うなど多層的な学生指導を行った。
就職支援については 「就職支援室」にキャリアカウンセラー（特任教授）を採用するな 今後の教育研究活性化のために若手教員に対する支援として、学内RA制度（予算額40,00、

どの人的強化やキャリア教育の実施を通して 学生のキャリア意識の涵養に努めるとともに 0千円 、並びに学内競争的資金「研究・教育活性化支援システム （予算額：45,000千円）、 、 ） 」
各学科における就職指導、同窓会との連絡会、就職説明会などを実施した。平成17年度末で における「若手萌芽的研究 （６件 「若手研究 （７件）及び「若手教員に対する国際会」 ）、 」
就職希望者に対する就職者の割合は学部及び大学院博士前期課程で99％以上を達成した。 議（海外）発表への渡航支援 （10件）を実施するとともに、平成18年度に向けて、ポスド」

ク研究員制度（予算額3,000千円/人 、若手教員海外研究派遣制度 予算額2,000千円/人）） （
を創設した 【資料編P.65(E-5-①)、73(E-6-①)、74(E-6-②)、75(E-6-③) 参照】キャリア教育の実施 。

これまで、学部３年生を対象として行ってきた「インターンシップ 「ベンチャービジネ さらに若手研究者支援のための財政基盤を強化するために、外部資金のオーバーヘッド」、
ス概論」とあわせて体系的なキャリア教育を実施するため、入学当初の学生に社会が必要と 率を改定し、間接経費等の使用方針を策定するとともに、平成18年度は学内当初予算に間

、 。【 、する人材像や働くことの意義、職場の実情等について学ばせ、その過程で大学で学ぶことの 接経費等を組み込むことにより 効率的な運用を行うことを決定した 資料編P.38(C-1)
動機付けを目的とする講義として「キャリアデザインＡ」を平成17年度から学部１年生を対 43(C-3) 参照】
象として新設した。

先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター本科目は、本学がこれまで産業界に優秀な人材を多数供給してきたという強みを生かし、
産業界においてさまざまな経験を有する技術者、経営者等による講義や事業所見学を実施す 最先端ワイヤレス情報通信技術に特化した教育研究を推進する「先端ワイヤレスコミュ
るなど「教育における産学連携」とも言うべき特徴を持っている。受講者数は、１年生の約 ニケーション研究センター」を平成17年４月１日付けで設置した（設置期間10年 。全学裁）
３割の254名に及んだ 【資料編P.51(D-1) 参照】 量ポストを活用した専任教員の採用や研究資金、研究スペースの支援など、全学的なサポ。

、 （ ）、（ ） 、 （ ）、 （ ）、更に、平成18年度に向けて学部２年生に対し「キャリアデザインＢ」を新設する体制を整 ートの下 KDDI 株 株 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 船井電機 株 シャープ 株
えた。 日本電気（株）などの民間企業との共同研究や総務省からの受託研究などを通じて積極的

に教育研究を推進した結果、学術論文57件、国際会議62件の発表、特許2件の出願の実績を
得た。「問題設定型光科学教育プロジェクト」の実施

これまでレーザー新世代研究センターにおいて実施してきたユニークな教育プログラムで 代表的な研究成果としては、MIMO情報伝送技術とそのITS車車間通信への応用、トータルレ
ある「ETL (Elementary Teaching Laboratory) （大学院学生自らが考案した実験プログラ コーディング方式に基づくフィールドデータ取得システムの構築、マイクロ波F級HBT増幅」

。 【 】ムにより学部学生を「教える」ことにより、オリジナリティを育てる教育プログラム）を発 回路の提案などが挙げられる 資料編P.58(E-1) 参照
展させた「問題設定型光科学プロジェクト」が平成17年度の文部科学省「魅力ある大学院教

研究ステーションの充実育プロジェクト」イニシアティブとして採択され 11名の大学院博士前期課程の学生が、自、
ら開発した９つのプログラムについて インストラクターとして32名の学部学生を指導した 情報セキュリティ、情報理論、フォトニック情報通信技術、などをはじめとする既存の、 。
同プログラムにおいては、実験プログラムのアイデアの公表/討論会を開催する一方、揃 研究ステーション（学内の組織を越えた横断的な研究グループ）の活動の充実を図るとと

えた装置・機器を自由に使用させることで、実際的なアイデアを模索させた。更に、インフ もに 新規の設置を促した結果 平成17年度新たに 計算科学研究ステーション 及び 危、 、 「 」 「
ラストラクチャの整備から実験場所の整備に至るまでを大学院学生自身にマネージメントさ 機・危険管理システム研究ステーション」の２つが設置され、合計16研究ステーションが
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項

それぞれの分野の研究を活性化した。更に「ヒューマン・ウエルビィ・サイエンス研究ステ 員・学生を啓蒙する初心者向け「知的財産セミナー （10回 「特許検索セミナー」を開催」 ）、
ーション」を平成18年４月１日に発足させることを決定した。 した。また、弁理士試験合格を目指す学生６名を対象に、知的財産本部の弁理士・知的財
また、学内競争的資金「研究・教育活性化支援システム」を活用して、４研究ステーショ 産マネージャーが講師となったゼミ（計22回）を開催した 【資料編P.88(F-2) 参照】。

ンに対し総額約8,000千円の支援を行い、研究ステーションの活性化を図った。 知的財産に関する研究については、文部科学省21世紀産学官連携手法の構築に係るモデ
各研究ステーションにおける主な研究成果例としては、情報セキュリティ研究の進展（不 ルプログラム事業としての「新たな時代に対応した共同・受託研究契約のあり方」の研究

正侵入行動分析、公開鍵暗号安全性、等 、フォトニックネットワークの実環境での実証実 成果に関する研究会とシンポジウム（４回 、特許庁の「大学における知的財産権研究プロ） ）
験、新潟地震・スマトラ地震の前兆電磁気現象の把握、ロボティクス研究の進展（ヘビ型レ ジェクト に関する研究 大学の特許戦略のあり方 についての研究会とシンポジウム ４」 「 」 （
スキューロボット、人・ロボット間アクティブインタラクション、等）などが挙げられる。 回）をそれぞれ開催し、その成果を発表した。
【資料編P.63(E-4) 参照】

21世紀COEプログラム「コヒーレント光科学の展開」の活動
平成15年度に採択された21世紀COEプログラム コヒーレント光科学の展開 に関する コ「 」 「

ヒーレント操作による光・物質系の新機能の創出 「光の超高精度制御による新機能の創」、
出 「新世代コヒーレントフォトニックデバイスの創出」の３プロジェクトの研究を積極的」、
に推進した。本プログラムを支援するため、COE研究学生及び博士後期課程研究留学生の授
業料等免除や研究支援員としての給与支給などを行った。
研究成果として、177編の学術論文を公表した他、国際シンポジウムとして「Internation

al Symposium on Coherent Optical Science」と「International Symposium on Photonics
」、 、and Advanced Networks 東京農工大学とのCOE学術交流協定書に基づく合同シンポジウム

を実施した。
代表的な成果として、セラミックレーザーの研究進展、ナノ光ファイバーによる原子の操

作・制御の可能性の実証、コヒーレンスホログラフィの原理提案とそれによるコヒーレンス
渦場の発生と観測の成功、半導体量子ドットに結合したナノホール自己形成と量子ドットダ
イオードの試作、及びレーザー研究の成果に基づく２件の商品化の実績を得た。
さらに、学術会議による光科学研究体制への声明において、わが国を代表する優れた基礎

研究の例としてCOEの中核組織であるレーザー新世代研究センターの成果が代表例として例
示され（学術会議第145回総会 、IFEフォーラム（注）では、次世代核融合用レーザーとし）
て同センターの成果であるセラミックレーザーが、わが国の核融合研究の柱の一つとして認

。 【 】められた 資料編P.77(E-7) 参照
（注）慣性核融合エネルギー（IFE: Inertial Fusion Energy)の研究推進方策を議論し、

その意見を社会に発信すると共にレーザー核融合研究を振興するための組織で、
1992年８月に設立された。

地域・産学官連携推進
地域・産学官連携推進機構 が中心となって 本学の産学官連携活動全体を紹介する 第「 」 、 「

１回産学官連携 DAY in 電通大」を開催した。学内外の約500名が参加し、講演、共同研究
成果報告会、学生アイディアコンテスト、SVBL成果報告会、電通大発ベンチャーの紹介、先
端ワイヤレスコミュニケーション研究センターの紹介、研究室の研究公開などを通じて、本
学の研究成果を広く社会に示した 【資料編P.82(F-1-①) 参照】また、他大学・団体等との。
共催による産学連携交流会を実施した。
地域貢献活動として 「地域社会の中の新たな産学連携～コミュニティとCSR～」をテーマ、

にした「地域貢献シンポシオン 【資料編P.91(F-3) 参照】や地域の小・中学生を対象とし」
た「発明クラブ 「工作教室 「おもちゃの病院」を実施した。」、 」、

知的財産本部の活動
知的財産取得のための通常の特許出願等の業務に加えて、知的財産創出への気運を高め、

関連知識を普及するために以下の事業を実施した。
セミナー等については 「産学連携と共同研究契約に係わる戦略セミナー （３回 、教職、 」 ）
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
１ 運営体制の改善に関する目標

１ 運営体制の改善に関する目標
大学の第一義的目標は卓越した教育・研究を通して社会に貢献することにある。この

目標を十全に達成するため、教員が教育・研究活動に専念できる体制を整える。役員、
教員、事務職員等が相互協力の下、それぞれの役割を分担し、責任をもって遂行する運
営体制を築く。

中
★効果的な組織運営に関する基本方針
学長のリーダーシップの下で、権限と責任の適切な分担を行い、役員、部局長、各セ期

ンター等の長、学科長、専攻長等の責任を明確にするとともに、その相互連携体制を構
築し、機動性と実効性のある大学運営を行う。目

★戦略的な学内資源配分等に関する基本方針標
全学的な経営戦略に基づき、適正かつ効果的な資源配分を行う。資源は、部局、研究

グループ、個人等の配分単位に対し等分のもの、教育・研究活動の評価に基づくもの、
公募方式によるもの、学長や部局長等のリーダーシップによる戦略的なもの等、適切な
配分方式により配分する。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

★運営組織の効果的・機動的な運 ★運営組織の効果的・機動的な運営に関す ★運営組織の効果的・機動的な運営に関する具体的方策
営に関する具体的方策 る具体的方策
【82】 【82－１ 【84】】
①個性ある大学として発展するた ①学長特命事項の企画立案や調査研究の補 Ⅲ ○企画調査室においては、前年度から継続的に実施してきた本学の重要課
めの経営戦略を確立し、一方、 助を行う「企画調査室」の活動を、更に 題に関する調査研究を更に進めるとともに、今後学長がリーダーシップ
開かれた大学を志向し、学外の 充実させる。 をもって具体的な施策を実施していく上での基本的な方向性や各施策が
有識者、専門家の意見や助言を 寄って立つべき共通的な理念などについての体系整理を行った 【資料編。
有効に生かせる運営体制を構築 P.16(A-2) 参照】
する。 ＜本年度企画調査室で取り扱った主要事項＞

・本学のグランドプラン（理念）とそれに基づく重要課題等の体系整備
・今後の評価のあり方と評価結果の活用方策
・入試広報を初めとする広報戦略
・競争的資金の獲得を目指した現状分析（不採択課題の検証等）と今後
の戦略的取組み

【82－２】
②評価室を効果的に機能させるため 「目標 Ⅲ ○平成16年度業務の実績について、国立大学法人評価委員会から「教員基、
計画班 「点検評価・活用班 「評価情 本データベースは、今後、自己点検・評価への活用が大いに期待される」、 」、
報班」を置き、充実を図る。 ものであることから、一層の取組みが求められる 」と評価されたことを。

踏まえ 前年度設置した評価室 目標計画班 点検評価・活用班 評、 （「 」、「 」、「
価情報班」で構成）を中心として、以下のような取組みを行った。
「評価情報班」を中心に、前年度の準備を踏まえて 「教育領域 「研究、 」、
領域 「社会貢献領域 「管理運営領域」の４領域からなる「教員基本」、 」、
データベース」を構築し、運用を開始した。
「点検評価・活用班」を中心に、教員基本データベースを踏まえた評価
基準「電気通信大学における教員の自己点検・評価」を策定し、これに
基づき、各教員が「自己点検・評価シート」を作成、学長に提出するこ
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進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

とにより教員評価・組織評価の試行を行った。また、優秀な教員へのイ
ンセンティブの付与など評価結果の有効活用について、平成18年度実施
に向けて検討を進めた。
更にこれらの評価活動を円滑に行うため、教員基本データベースの入力
管理 「自己点検・評価シート」の提出取りまとめ等を行う「専門委員」、

。 【 】を各部局の学科・専攻等ごとに設置した 資料編P.99(H-1) 参照

【83】 【83】
②学長のリーダーシップの下で、 ※H16実施済みのためH17年度計画なし。
効率的かつ責任ある大学運営を
執行できるよう、経営、企画、
研究、国際、教育、学生等の業
務を担当する理事（副学長）等
を置く。

【84】 【84】
③学長及び役員会の機能を補佐す ※年度計画【82－１】に記載
るため、学長補佐室（平成13年

） 。度から設置 の機能を強化する

【85】 【85－１ 【86－１】】
④役員会、経営協議会、教育研究 ③部局教授会等の機能的な運営のあり方に Ⅲ ○学部教授会の機能的な運営を目指し、代議員制について前年度に引き続
評議会、各部局の教授会、学科 ついて引き続き検討する。 き検討を行った。
長会議、専攻主任会議等の役割
と責任を明確にし、相互に意思 【85－２ 【86－２】】
疎通と連携が図れる体制を整備 ④前年度見直しを行った全学委員会等につ Ⅲ ○組織・人事制度見直しWG（役員会WG）において、前年度実施した全学委
する。部局、学科、専攻、事務 いて点検を行う。 員会等の見直しについて、今年度各委員会等の運営状況を踏まえて検証
局各課等は、相互に連携・協力 を行った結果、学内各部署で行われている情報関連業務を統合し、大学
し、合理的・効果的な業務の遂 全体にわたる情報基盤体制を整備するため 平成18年４月１日付けで 情、 「
行を図る。 報基盤センター」を設置することを決定し、情報関連委員会の位置付け

整理を行った 【資料編P.18(A-3) 参照】。
【86】

、⑤運営組織をスリム化・簡素化し
業務運営を機動的、効率的にす
る観点から、教授会、各種委員
会等のあり方について見直しを
行う。

★全学的な経営戦略の確立に関す ★全学的な経営戦略の確立に関する具体的 ★全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策
る具体的方策 方策
【87】 【87－１】
全学的な経営戦略は、経営協議 ①本学の根幹である情報通信分野における Ⅳ ○情報通信分野における最先端ワイヤレス情報通信技術に特化した教育研

会の審議に基づき、役員会の責任 最先端ワイヤレス情報通信技術に特化し 究を推進する「先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター」を平
で策定し、学内外に報知する。 た教育研究を実施するため 「先端ワイヤ 成17年４月１日付けで設置した （設置期間：10年。５年経過時に見直し、 。

レス・コミュニケーション研究センター 予定）同センターの専任教員は、学外者からの推薦も含め広く公募し、」
を設置する。 平成17年度において教授１名を採用し、また、平成18年４月１日付けで

助教授１名を採用することを決定した （全学裁量ポストを活用。任期制。
適用 ）また、ワイヤレス情報通信分野を専門とする学内の教員３名を兼。
務教員として配置するとともに、同分野で活躍している外部の研究者６

、 。名を客員教授として採用し 学内協力教員15名とともに活動を開始した
具体的な活動内容としては、KDDI（株 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコ）、
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モ、船井電機（株 、シャープ（株 、日本電気（株）などと25件の共同） ）
研究や、総務省からの受託研究（SCOPE)など５件を実施したほか、AWCC
講演会を開催した。
また、大学として同センターに対し 「研究・教育プロジェクト経費」に、
よる研究資金援助、研究スペース（481㎡）の支援を行った。
研究成果として、学術論文57件、国際会議発表62件、特許出願２件の実
績を得た。代表的な研究成果としては、MIMO情報伝送技術とそのITS車車
間通信への応用、トータルレコーディング方式に基づくフィールドデー
タ取得システムの構築、マイクロ波F級HBT増幅回路の提案などが挙げら
。 【 】れる 資料編P.58(E-1) 参照

【87－２】
②現在実施している、学科・専攻に配置さ Ⅲ ○平成16年度からの検討を踏まえて、全学的視野に立脚した戦略的新構想
れている教員定員の中の一定割合を、学 や各部局の重点強化などを積極的に推進するため、各部局教員数の10％
長のリーダーシップの下に 学問の動向 を全学裁量ポストとする新たな教員配置システムを確立した。、 、
時代の要請、大学の重点化項目に即して 同システムに基づき、新たに先端ワイヤレスコミュニケーション研究セ
流動的に配置できる仕組みを拡大すると ンターなど重点教育研究分野での教員採用、若手教員の抜擢人事などを
ともに、制度の確立を目指し検討を進め 決定した 【資料編P.36(B-1) 参照】。
る。

【87－３】
③前年度設置した大学教育センターを中核 Ⅲ ○教育に関する全学的な問題に対処する体制として、大学教育センターを
として、教育に関する全学的な問題に対 中核とする機能を整備した。大学教育センターの各部において種々の検
処する。 討を行った。主なものは以下のとおりである。

・ 教育企画部」においては、大学の教育研究戦略として、夜間主コース改「
組を実施するとしたときのカリキュラムのあり方を全学的立場から議論
し、その論点を整理した。

・ 教育改善部」においては、教育改善の柱となる「学生による授業評価」「
を授業改善につなげる方策について検討した。

・ 入試検討部」においては、学部の受験生が減少していることに鑑み、本「
、 、 。学の認知度を学外 特に高校への宣伝を広報部とともに企画 実施した

【87－４】
④前年度設置した学生支援センターにおい Ⅲ ○「学生何でも相談室」に室長（本学専任教授）と室員（臨床心理士の資
て、各種の学生相談、就職支援、学生生 格を持つカウンセラー及び事務職員）を配置し、修学相談を含む何でも
活支援にかかる業務を行い、更なる学生 相談を行った。
サービスの充実を図る。 ○「就職支援室」および「学生生活支援室」において、キャリア教育を含

む就職支援活動および学生生活全般およびに福利厚生に関する総括・支
援を行った。

【87－５】
⑤広報室における機動的かつ効率的な広報 Ⅲ ○広報室が中心となって 「電気通信大学フォーラム2005」の開催、公開講、
活動の活性化を図る。 座の実施、オフィシャルホームページの充実、受験生確保のための入試

広報などを積極的に展開した。
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★教員・事務職員等による一体的 ★教員・事務職員等による一体的な運営に ★教員・事務職員等による一体的な運営に関する具体的方策
な運営に関する具体的方策 関する具体的方策
【88】 【88－１】
それぞれの業務を担当する理事 ①学生支援センターの 学生何でも相談室 Ⅲ ○「学生何でも相談室」に室長（本学専任教授）と室員（臨床心理士の資「 」、
副学長 等の指揮の下に 教員 「就職支援室」において、教員と事務職 格を持つカウンセラー及び事務職員）を配置し、また「就職支援室」に（ ） 、 、
事務職員等が一体となって業務を 員が一体となって業務を遂行する体制を 室長（本学専任教授）と室員（キャリアカウンセリングを専門とする特
遂行するための体制を整備する。 整備する。 任教授及び事務職員）を配置し、教職員が一体となって業務を遂行する

体制を確立した。

【88－２】
②地域・産学官連携推進機構、国際交流推 Ⅲ ○地域・産学官連携推進機構、国際交流推進センター、広報室において、
進センター、広報室においては、前年度 前年度に引き続き、教職員が一体となって業務を推進した。
に引き続き、教員と事務職員の一体化に 【資料編P.27(A-5-①)、28(A-5-②)、29(A-5-③) 参照】
よる円滑な業務の推進を図る。

★学外の有識者・専門家の登用に ★学外の有識者・専門家の登用に関する具 ★学外の有識者・専門家の登用に関する具体的方策
関する具体的方策 体的方策
【89】 【89】
経営協議会の学外委員について 全学裁量ポスト、特任教員制度、客員教 Ⅲ ○特任教員として、学生支援センター「就職支援室」にキャリアカウンセ

は、広い範囲から見識の高い人材 員制度を活用して、学外の専門家を登用す ラーを、産学官等連携推進本部に共同研究のマッチング、研究成果の事
を登用するためのシステムについ る。 業化等について経験と実績を有する者を、それぞれ配置した。
て検討する。 ・就職相談（キャリア・カウンセリング） また、大型外部資金によるプロジェクト研究を推進するため、平成18年

の資格を持つ学外者を職員（特任教授） ４月１日付けで特任教授１名を採用することを決定した。
として採用し、学生支援センターの就職 客員教員をｅラーニング推進センターに２名、先端ワイヤレスコミュニ
支援室に配置する。 ケーション研究センターに６名を配置した。

・産学官の間の共同研究、技術移転、事業
化等について経験と実績を有する学外者
を職員（特任教授）として採用し、産学
官等連携推進本部に配置する。

★国立大学間の自主的な連携・協 ★国立大学間の自主的な連携・協力体制に ★国立大学間の自主的な連携・協力体制に関する具体的方策
力体制に関する具体的方策 関する具体的方策
【90】 【90－１】
業務効率化と経費節減の観点か ①職員については、引き続き西東京地区を Ⅲ ○西東京地区をはじめとする他の国立大学法人等と積極的な人事交流を行

ら、職員統一採用試験への参加、 はじめとする他の国立大学法人等との人 った。
物品購入や業務のアウトソーシン 事交流を行うことにより、大学相互間の ＜平成17年度交流者数＞
グにおける共同契約の可能性の検 自主的な連携・協力を進める。 交流機関数：8機関
討など、他大学との連携・協力を 出向者数：新規４名、継続４名
積極的に推進する。 受入者数：新規２名、継続３名

【90－２】
②物品調達を含む共同契約の可能性、アウ Ⅲ ○「西東京地区等国立大学法人等財務会計情報交換会 （平成17年11月10日」
トソーシングへの移行などの検討を、引 開催、東京農工大学）において、物品調達における共同契約の可能性、
き続き行う。 実施する場合の品目の抽出及び問題点等の意見交換を行った。

★内部監査機能の充実に関する具 ★内部監査機能の充実に関する具体的方策 ★内部監査機能の充実に関する具体的方策
体的方策
【91】 【91】
業務運営の改善と健全性の確保 前年度設置した「監査室」による内部監 Ⅲ ○前年度設置した監査室において、平成17年度監査計画を策定し、これに

に資するため、内部監査体制の整 査体制の整備充実を図る。 沿って会計経理・業務運営の両面について、内部監査を実施した。
備充実について検討する。 【資料編P.210(K-1) 参照】
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★全学的視点からの戦略的な学内 ★全学的視点からの戦略的な学内資源配分 ★全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策
資源配分に関する具体的方策 に関する具体的方策
【92】 【92－１ 【93】】
①経営戦略に基づく学内資源配分 ①これまで固定化されていた学科・専攻の Ⅲ ○平成16年度からの検討を踏まえて、全学的視野に立脚した戦略的新構想
教職員の配置 学内予算編成 教員定員を見直し、その一部を学問の動 や各部局の重点強化などを積極的に推進するため、各部局教員数の10％（ 、 、
間接経費及び学長裁量経費の使 向、時代の要請、大学の重点化項目等に を全学裁量ポストとする新たな教員配置システムを確立した。
途、施設スペースの配分等）の 即して流動的に利用できるような体制を 同システムに基づき、新たに先端ワイヤレスコミュニケーション研究セ
基本方針を、教育研究評議会の 確立する。 ンターなど重点教育研究分野での教員採用、若手教員の抜擢人事などを
意見を参考に経営協議会で審議 決定した 【資料編P.36(B-1) 参照】。
し、役員会で決定する。

【92－２】
【93】 ②「学部等事務室」を新設し、電気通信学 Ⅲ ○電気通信学部各学科事務職員の配置見直しを踏まえて、平成17年４月１
②長期的視野に立ち、教育研究を 部の事務機能を充実させる体制を確立す 日付けで学部等事務室を設置し、学部教授会等の運営、学部等所属職員
戦略的に推進するため、一定の る。 の勤務時間管理、その他学部等関連事務を一元的に処理する体制を確立
割合の教員ポストを学長裁量の した 【資料編P.32(A-6-①) 参照】。
ポストとし、全学的・戦略的見
地から配分できる仕組みについ 【92－３】
て検討する。 ③若手研究者の研究、萌芽的研究、大学と Ⅲ ○学長のリーダーシップの下に、総額45,000千円（前年度30,000千円）を

しての重要な基礎研究や応用研究等の研 予算措置して、学内競争的資金「研究・教育活性化支援システム」を実
究プロジェクト、教育プロジェクトを対 施した。これにより萌芽的研究、若手研究者の研究支援、教育プロジェ
象として、資金、場所等の支援を重点的 クト支援に加えて、組織横断型研究活動を行う研究ステーションへの支
に行う。 援、新任教員を対象として研究活動のスタートアップ支援、海外研究機

関等との共同研究等に伴う短期滞在の支援、若手教員に対する国際会議
（海外）発表への渡航支援を行った。
前年度支援したプロジェクトについては、成果報告書を提出させ、本シ
ステムに係る評価委員会で評価を行い、その結果をホームページ上で学
内公表した。
また 「教育研究設備費 （50,000千円）及び「研究・教育プロジェクト、 」
経費 （30,000千円）を予算計上し、公募方式による支援を行った。」

【 、 】資料編P.65(E-5-①) 67(E-5-②) 参照

【92－４】
、④科学研究費補助金を獲得した名誉教授に Ⅳ ○名誉教授をはじめとする退任職員と現職職員との交流・情報交換を深め

対し、学内の情報インフラストラクチャ 研究活性化を図るため 「退任職員共用室」を設置した。、
ー等を提供するため、また名誉教授と現
職教員の交流を深め研究活性化を推進す
るため 「名誉教授共通研究室（仮称 」、 ）
の設置を検討する。

【92－５】
⑤研究ステーションによる組織横断的研究 Ⅲ ○「研究・教育活性化支援システム」の「組織横断的共同研究」として、
活動をより活性化させるために、公募方 研究ステーションを対象に公募を行い、４研究ステーションに対し総額
式による資金の支援を行う。 約8,000千円の支援を行い、研究ステーション活動の活性化を図った。

【資料編P.63(E-4) 参照】

【92－６】
⑥役員会の下に設置した「施設マネジメン Ⅲ ○施設マネジメントWG（役員会WG）において、施設中長期計画策定のため
トＷＧ」で、施設中長期計画や資産管理 の基礎資料とするため 「施設利用実態調査」を実施した 【資料編P.143、 。
・有効利用について具体的対応を行う。 (I-1-⑥) 参照】

また、オープンラボのためのスペースを確保し 「電気通信大学オープン、
ラボの有効活用に関する取扱いについて （平成17年４月1日制定）に基」
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電気通信大学

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

づき運用したほか、先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターや
特色GP「楽力（がくりょく）によって拓く創造的ものつくり教育」など
の全学的な取組みに対し必要なスペース支援を行うなど、施設の有効利
用を促進した 【資料編P.141(I-1-⑤) 参照】。

【92－７】
⑦経営企画会議の方針に基づき策定された Ⅲ ○財務改善WG（役員会WG）において 「平成17年度以降の予算編成方針」の、

、 、 、戦略的な学内予算の実施状況、その成果 検証を行い 平成18年度については 以下の点についての見直しを行い
等を検証し、次年度以降に向けた更に有 予算編成方針を策定した。
効的な予算配分案を検討する。 ・教員研究経費について、基礎経費と業務内容に応じた重み付けをする研

究経費に分けて配分する。
・若手教員海外派遣制度など、大学として優先的に行うべき事業に対して
確実に予算措置する。

・間接経費等の過去２年間の平均実績の80％を学内当初予算に組み込み効
。 【 】率的運用を行う 資料編P.38(C-1) 参照

ウェイト小計
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電気通信大学

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
２ 教育研究組織の見直しに関する目標

２ 教育研究組織の見直しに関する目標
大学の使命、学問と技術の進歩・発展、社会の変化等に対応し、時代の要請に応え

得る柔軟、かつ、機動的な教育研究体制を整備する。中

★教育研究組織の編成・見直し等に関する基本方針期
教育研究の目標が効果的に達成できるよう、教育・研究組織を不断に見直し、その

整備・改善に努める。目

★教育研究組織の見直しの方向性に関する基本方針標
本学の標榜する「高度コミュニケーション科学」の発展と、その世界的拠点形成の

実現に向けて、教育研究の個性が発揮しやすい組織に整備する。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

★教育研究組織の編成・見直しの ★教育研究組織の編成・見直しのシステム ★教育研究組織の編成・見直しのシステムに関する具体的方策
システムに関する具体的方策 に関する具体的方策
【94】 【94 【95】】
①経営戦略、学問状況、社会の要 学長のリーダーシップの下に、企画調査 Ⅲ ○企画調査室においては、前年度から継続的に実施してきた本学の重要課
請等に応じ、担当の理事（副学 室を活用して、中長期に渡る大学のグラン 題に関する調査研究を更に進めるとともに、今後学長がリーダーシップ
長）の下で継続的に教育・研究 ドプランの策定とそれに基づく組織見直し をもって具体的な施策を実施していく上での基本的な方向性や各施策が
組織の編成・見直しについて検 を行い、組織再編に関するロードマップの 寄って立つべき共通的な理念などについての体系整理を行った 【資料編。
討する。新たに組織再編等を設 作成に向け引き続き検討を行う。 P.16(A-2) 参照】
計する場合には、担当理事（副 ＜本年度企画調査室で取り扱った主要事項＞
学長）を責任者とし、適切な企 ・本学のグランドプラン（理念）とそれに基づく重要課題等の体系整備
画立案組織を設ける。 ・今後の評価のあり方と評価結果の活用方策

・入試広報を初めとする広報戦略
【95】 ・競争的資金の獲得を目指した現状分析（不採択課題の検証等）と今後
②組織再編等に際しては、外部評 の戦略的取組み
価の結果なども反映させるとと
もに、経営協議会、教育研究評
議会等との密接な連携を図り、
更に学内の十分なコンセンサス
を得るため、検討過程の情報公
開や意見聴取ができる仕組みを
整備する。

★教育研究組織の見直しの方向性 ★教育研究組織の見直しの方向性 ★教育研究組織の見直しの方向性
【96】 【97】
①電気通信学部・電気通信学研究 ①学内横断的な研究教育組織としての機能 Ⅳ ○情報通信分野における最先端ワイヤレス情報通信技術に特化した教育研
科と情報システム学研究科の教 を持った「先端ワイヤレス・コミュニケ 究を推進する「先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター」を平
育研究面での協力関係を強化し ーション研究センター」を新たに設置す 成17年４月１日付けで設置した （設置期間：10年。５年経過時に見直し、 。
高度コミュニケーション科学 る。 予定）「 」
の発展に寄与するため、双方の 同センターの専任教員は、学外者からの推薦も含め広く公募し、平成17
再編の可能性も視野に入れた教 年度において教授１名を採用し、また、平成18年４月１日付けで助教授

。（ 。 。）育研究体制の見直しについて検 １名を採用することを決定した 全学裁量ポストを活用 任期制適用
討する。当面、 また、ワイヤレス情報通信分野を専門とする学内の教員３名を兼務教員
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電気通信大学

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

・電気通信学部、同研究科は改組 として配置するとともに、同分野で活躍している外部の研究者６名を客
の完成年度（平成19年度）まで 員教授として採用し、学内協力教員15名とともに活動を開始した。
は、７学科、７専攻体制を維持 具体的な活動内容としては、KDDI（株 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコ）、
し教育研究の充実を図る。 モ、船井電機（株 、シャープ（株 、日本電気（株）などと25件の共同） ）

・領域横断的で時限性のある研究 研究や、総務省からの受託研究（SCOPE)など５件を実施したほか、AWCC
分野へ柔軟に対応するため、電 講演会を開催した。
気通信学研究科において、既設 また、大学として同センターに対し 「研究・教育プロジェクト経費」に、
７専攻の枠を超えた柔軟な教員 よる研究資金援助、研究スペース（481㎡）の支援を行った。
組織を持った独立専攻の新設に 研究成果として、学術論文57件、国際会議発表62件、特許出願２件の実
ついて検討する。 績を得た。代表的な研究成果としては、MIMO情報伝送技術とそのITS車車

・学部夜間主コースの見直しを行 間通信への応用、トータルレコーディング方式に基づくフィールドデー
い、大学院レベルでの社会人を タ取得システムの構築、マイクロ波F級HBT増幅回路の提案などが挙げら

。 【 】含めた教育の充実を図る。 れる 資料編P.58(E-1) 参照
・情報システム学研究科の協力講
座について 基幹講座化も含め 【96－１】、 、
組織の見直しを行う。 ②電気通信学部夜間主コースの見直しにつ Ⅲ ○夜間主コース再編WG（役員会WG）等を中心として、電気通信学部夜間主

いて、社会人教育、大学院教育、学部教 コースの見直しについて、社会人教育、大学院教育、学部教育、留学生
育、留学生教育等を総合的に考慮した上 教育等を総合的に考慮した上で、新たな専門分野の必要性も視野に入れ
で、新たな専門分野の必要性も視野に入 ながら検討を行った。
れながら具体的検討を行う。

【97】
②教育研究体制を柔軟にし、COE拠 【96－２】
点形成のために人材が機動的に ③情報システム学研究科の専攻や協力講座 Ⅳ ○情報システム学研究科について、時代の変革と要請に応じ、特に情報シ
離合集散できる体制を整える。 を含む講座のあり方について、引き続き ステムと「人間」及び「社会」という観点からの教育・研究を強化する

検討する。 ため、平成19年４月に向けた改組計画（既存の３専攻を４専攻に改組）
、 、 、を策定し 大学設置・学校法人審議会に対し 必要な事前手続きを行い

計画どおり設置することが認められた 【資料編P.20(A-4) 参照】。

【98】 【98】
、 。③教育研究を促進、支援する組織 ※H16実施済みのため H17年度計画なし

として、教員、事務職員等一体
のセンター、機構等の整備を図
る。

・教育に関わる支援組織として、
学生部の再編改組を含む入試セ
ンター（仮称）や学生支援セン
ター（仮称）の設置について検
討する。

、・共通教育のカリキュラムの企画
、 、 、 、立案 実施 管理や 教育方法

FD等を総合的に扱うための大学
教育センター（仮称）の設置に
ついて検討する。

・国際交流の推進のため、留学生
課、留学生センターなどを融合
した国際交流推進センター（仮
称）を設置する。

・共同研究センター、サテライト
・ベンチャービジネス・ラボラ
トリー、機器分析センター、知
的財産本部、広報室、TLO、同窓
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電気通信大学

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

会組織などが有機的に連携する
地域・産学官連携推進機構（仮
称）を設置する。

【99】 【99】
④レーザー新世代研究センター 平 ※H17は対応する年度計画なし。（
成11年４月設置）について、設

、置後10年を目途に見直しを行い
新たな展開を検討し、改組・再
編する。

ウェイト小計
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電気通信大学

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
３ 人事の適正化に関する目標

３ 人事の適正化に関する目標
中長期的な人事管理方針に基づき、客観性、透明性のある弾力的人事システムを構中

築し、教育研究や業務運営の内容に応じた適切な人材登用・配置を図る。
個々の職員の業務に対する評価体制を整備し、能力、業績等を適切に反映する人事期

システムを導入するとともに、職務遂行能力向上のための諸施策を講ずる。
目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

★人事の客観性・透明性・流動性 ★人事の客観性・透明性・流動性を確保す ★人事の客観性・透明性・流動性を確保するめの具体的な方策
を確保するめの具体的な方策 るめの具体的な方策
【100】 【100－１】
教員の採用に公募制を積極的に ①教員の人事は公募を原則とし、客観性、 Ⅲ ○前年度教育研究評議会において決定した「人事の基本方針」に基づき、

導入するとともに、任期制の導入 透明性、流動性を図る。 教員人事は原則公募により行い、客観性、透明性、流動性を図った。
について検討する。

【100－２】
②教員の昇進等は厳正かつ公正な評価の下 Ⅲ ○教員の採用・昇任については学外者のリファレンスをとることなど、厳
に行うものとする。 正かつ公正な評価の下に実施した。

電気通信学部において人事委員長は、原則として教育研究評議会評議員
をもってあてることとし、委員会メンバーも当該学科以外の教員を主体
とし、客観的な人事評価を行った。

【100－３】
③人事の活性化と流動化を促進するため、 Ⅲ ○人事の活性化と流動化を促進するため、全学裁量ポストを活用した人事
既に一部導入している教員任期制度につ については、任期制を適用することを決定した。
いて、全学裁量ポストへの適用の検討を
進める。

★大学の個性化を図るための中長 ★大学の個性化を図るための中長期的な人 ★大学の個性化を図るための中長期的な人事管理方針の策定と弾力的な人
期的な人事管理方針の策定と弾力 事管理方針の策定と弾力的な人事システム 事システム構築のための方策
的な人事システム構築のための方 構築のための方策
策
【101】 【101】
人材の適正配置、ポストの重点 役員会の下にある組織・人事見直しWGに Ⅲ ○平成16年度からの検討を踏まえて、全学的視野に立脚した戦略的新構想

配分、優秀な人材確保の方策の検 おいて、中長期に渡る大学のグランドプラ や各部局の重点強化などを積極的に推進するため、各部局教員数の10％
討などを中長期的な観点から行う ンに基づく人材確保とその配置の方策を、 を全学裁量ポストとする新たな教員配置システムを確立した。
ための全学的機構を整備する。 引き続き検討する。 同システムに基づき、新たに先端ワイヤレスコミュニケーション研究セ

ンターなど重点教育研究分野での教員採用、若手教員の抜擢人事などを
決定した 【資料編P.36(B-1) 参照】。
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電気通信大学

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

★適切な評価体制の整備に関する ★適切な評価体制の整備に関する具体的方 ★適切な評価体制の整備に関する具体的方策
具体的方策 策
【102】 【102】
教育・研究や、業務活動の内容 評価室に「目標計画班 「点検評価・活 Ⅲ ○平成16年度業務の実績について、国立大学法人評価委員会から「教員基」、

等に応じた、多面性のある評価手 用班 「評価情報班」の３班を置き、教育 本データベースは、今後、自己点検・評価への活用が大いに期待される」、
法を用いた客観性と公平性のある ・研究活動、社会貢献および管理・運営に ものであることから、一層の取組みが求められる 」と評価されたことを。
評価システムを整備する。能力評 関する Plan-Do-Check-Action (PDCA) 機能 踏まえ 前年度設置した評価室 目標計画班 点検評価・活用班 評、 （「 」、「 」、「
価 業績評価が適切に昇任・昇格 を強化する。特に「点検評価・活用班」で 価情報班」で構成）を中心として、以下のような取組みを行った。、 、
給与等に反映される人事システム は、評価基準の策定を行い、それに基づい 「評価情報班」を中心に、前年度の準備を踏まえて 「教育領域 「研究、 」、
の構築を目指す。 て全職員、全組織の評価を実施することを 領域 「社会貢献領域 「管理運営領域」の４領域からなる「教員基本」、 」、

目指す。 データベース」を構築し、運用を開始した。
「点検評価・活用班」を中心に、教員基本データベースを踏まえた評価
基準「電気通信大学における教員の自己点検・評価」を策定し、これに
基づき、各教員が「自己点検・評価シート」を作成、学長に提出するこ
とにより教員評価・組織評価の試行を行った。また、優秀な教員へのイ
ンセンティブの付与など評価結果の有効活用について、平成18年度実施
に向けて検討を進めた。
更にこれらの評価活動を円滑に行うため、教員基本データベースの入力
管理、自己点検・評価シートの提出取りまとめ等を行う「専門委員」を

。 【 】各部局の学科・専攻等ごとに設置した 資料編P.99(H-1) 参照

★外国人、女性等の任用の促進に ★外国人、女性等の任用の促進に関する具 ★外国人、女性等の任用の促進に関する具体的方策
関する具体的方策 体的方策
【103】 【103】
人種、国籍、性別等による差別 人種、国籍、性別等を問わない、能力及 Ⅲ ○前年度決定した「人事の基本方針」に基づき、人種、国籍、性別等を問

のない採用を促進するとともに、 び人物本位の採用を図る。また、優秀な外 わない能力及び人物本位の人事を行った。また、先端ワイヤレスコミュ
特定の大学やグループに依存しな 国人教員を積極的に任用するために 公募 ニケーション研究センターの教授選考の際には、国外にも候補者の推薦、 、
い開放的で人物本位の採用を図る 招聘にあたって国外にもその人材を求める について照会するなど、国内外に広く適任者を求める方策を講じた。。 。

★事務職員等の専門性等の向上を ★事務職員等の専門性等の向上を図るため ★事務職員等の専門性等の向上を図るための措置
図るための措置 の措置
【104】 【104】
①事務職員等の採用に関し、専門 ※H17は対応する年度計画なし。
性の高い特殊なポストについて
は、有為な人材を試験制度外で
採用し得る制度を設ける。

【105】 【105－１】
②事務職員等の職務遂行能力向上 ①オンザジョブトレーニングを引き続き行 Ⅲ ○前年度決定した「電気通信大学事務系職員研修要項」に基づき 「平成17、
のため、学生支援、国際交流、 うとともに 各課等の専門的業務の知識 年度事務系職員研修計画」を策定し、計画的に研修を行った。、 、

、 。 、 、労務管理、財務会計等の個々の 能力 向上を図るための研修を企画する ・オンザジョブトレーニングとして 課長補佐級研修を実施するとともに
業務ごとに専門的な研修を実施 【105－２】 学生支援や国際交流などに関する各課等ごとの専門的な業務研修を実施
する。また、他大学等との人事 ②国際化に対応するため事務職員を対象と した。
交流を積極的に実施する。 した語学研修を実施する。 ・平易な英語文を多読する語学研修を実施した。

【105－３】 ・学長及び理事による大学運営に関する研修（講演会）を実施した。
③大学運営についての知識の向上を図るた

、 、 。め 学長 理事等による研修を実施する

ウェイト小計
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
４ 事務等の効率化・合理化に関する目標

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標
法人化後の大学運営において、世界的教育研究活動を適切に支援するため、管理中

運営業務が適切、迅速かつ的確に行われるよう、事務組織の見直しや事務処理の簡
素化、合理化、効率化を促進する。期

目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

★事務組織の高機能化に関する具 ★事務組織の高機能化に関する具体的方策 ★事務組織の高機能化に関する具体的方策
体的方策
【106】 【106－１ 【107－１】】
①法人化後の大学運営に対応し得 ①事務局に総務部を置き、大学管理部門を Ⅲ ○平成17年４月に事務局に総務部を置き大学管理部門を統括することによ
る事務組織の整備を計画的に進 統括することにより事務機能の充実・強 り、事務機能を充実させ強化した。
める。その際、それぞれの業務 化を図る。 また、事務連絡会議・事務改革推進室において、平成18年４月以降の事
を担当する理事（副学長）等の 務組織の見直し・再編について検討し、評価関係業務への対応や企画立
指揮の下に、教員、事務職員等 案機能の強化のための企画課（室）の設置、並びに給与関係事務、共済
が一体となって機能的かつ迅速 関係事務、事務情報関係業務等の一元的な処理体制の整備について取り

。 【 】に業務を遂行するための体制を まとめた 資料編P.33(A-6-②) 参照
整備する。

【106－２ 【107－２】】
【107】 ②「学部等事務室」を新設し、電気通信学 Ⅲ ○電気通信学部各学科事務職員の配置見直しを踏まえて、平成17年４月１
②法人本部の機能を強化するため 部事務の高機能化を図る。 日付けで学部等事務室を設置し、学部教授会等の運営、学部等所属職員、
企画部門（企画、評価、調査、 の勤務時間管理、その他学部等関連事務を一元的に処理する体制を確立
広報、情報化など）の事務組織 した 【資料編P.32(A-6-①) 参照】。
を充実・強化する。

★事務処理の効率化、合理化に関 ★事務処理の効率化、合理化に関する具体 ★事務処理の効率化、合理化に関する具体的方策
する具体的方策 的方策

【111】
①学部等事務室を設置して効率化、合理化 Ⅲ ○電気通信学部各学科事務職員の配置見直しを踏まえて、平成17年４月１
を図る。 日付けで学部等事務室を設置し、学部教授会等の運営、学部等所属職員

の勤務時間管理、その他学部等関連事務を一元的に処理する体制を確立
した 【資料編P.32(A-6-①) 参照】。

【108】 【108】
①物品請求管理システムの導入な ②物品請求管理システム以外にも電子化を Ⅲ ○事務連絡会議・事務改革推進室において、事務の見直し、簡素・合理化
ど、Webを活用した事務局の電子 より一層推進し、事務の効率化を検討す 等について、以下のような取組みを実施するとともに、平成18年４月以
化を一層推進する。 る。 降に実施すべき事項を取りまとめた。

・学内規程集をホームページ上に掲載し、規程集作成業務を簡素化すると
ともに、利便性を向上させた。

・学生が就職情報を詳細に検索できるよう、学務情報システムの中に就職
情報システムを導入した。
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進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

・受験生の利便性も考慮し、各種募集要項をホームページに掲載するとと
もに、ホームページ上での合格発表（学部入試）の試行を行った。

【 】資料編P.35(A-6-③) 参照

【109】 【109】
②効率的事務処理のためのマニュ ※年度計画【105】に記載
アルの整備、研修制度の充実を
図る。

【110】 【110】
③多摩地区５大学を中心とした共 ③西東京地区をはじめとする他の国立大学 Ⅲ ○「西東京地区等国立大学法人等財務会計情報交換会 （平成17年11月10日」
同業務処理の可能性について検 法人等との物品調達を含む共同契約の可 開催、東京農工大学）において、物品調達における共同契約の可能性、
討を進める。 能性について、引き続き検討を行う。 実施する場合の品目の抽出及び問題点等の意見交換を行った。

【111】
④管理部門における単純事務作業
等、より効率的な業務遂行が可
能となる分野については、積極
的にアウトソーシングについて
検討する。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項

企画調査室の活動 情報基盤センターの設置
企画調査室においては、前年度から継続的に実施してきた本学の重要課題に関する調査研 全学の情報化を効率的かつ効果的に推進するために、関連する組織（総合情報処理セン

究を更に進めるとともに、今後学長がリーダーシップをもって具体的な施策を実施していく ター、図書館、大学教育センター、ｅラーニング推進センター、事務局等）における情報
上での基本的な方向性や各施策が寄って立つべき共通的な理念などについての体系整理を行 化関連業務を統括する「情報基盤センター」を平成18年４月１日付で設置することを決定
った 資料編P.16(A-2) 参照 した 【資料編P.18(A-3) 参照】。 【 】 。

＜本年度企画調査室で取り扱った主要事項＞
大学院情報システム学研究科改組計画の策定・本学のグランドプラン（理念）とそれに基づく重要課題等の体系整備

・今後の評価のあり方と評価結果の活用方策 大学院情報システム学研究科（平成４年４月１日設置）は、これまで「情報システム設
・入試広報を初めとする広報戦略 計学専攻 「情報ネットワーク学専攻 「情報システム運用学専攻」の３専攻で構成し、」、 」、
・競争的資金の獲得を目指した現状分析（不採択課題の検証等）と今後の戦略的取組み 情報システムに係る諸分野の教育研究を行ってきたが、その後の学問・技術の変化と社会

の要請に応じ、特に情報システムと「人間」及び「社会」との係わりに関する教育・研究
を強化するため、設置後15年を迎える平成19年４月１日から「情報メディアシステム学専新たな教員配置システムの整備

前年度からの検討を踏まえて、全学的視野に立脚した戦略的新構想や各部局の重点強化な 攻 「社会知能情報学専攻 「情報ネットワークシステム学専攻 「情報システム基盤学」、 」、 」、
どを積極的に推進するため、各部局の教員数の10％を全学裁量ポストとする新たな教員配置 専攻」の４専攻構成とする改組計画を策定した。
システムを確立し 学長のリーダーシップの下に先端ワイヤレスコミュニケーション研究セ 改組後の研究科においては 「合同輪講」の新設、少人数教育の強化、応用科目・特別科、 、
ンターの専任教員など重点教育研究分野での教員採用、若手教員の抜擢人事などを行った。 目による多彩な講義、多様な論文審査など、様々な学生のニーズに対応した特色ある取組
【資料編P.36(B-1) 参照】 みを計画した 【資料編P.20(A-4) 参照】。
また、特任教員制度を活用し、学生支援センター「就職支援室」にキャリアカウンセラー

事務組織の整備を、産学官等連携推進本部に共同研究のマッチング、研究成果の事業化等について経験と実
績を有する者をそれぞれ特任教授として配置した。 事務組織の見直しについては、法人化後の大学運営に適切に対応するため、また、効率

化係数への対応や総人件費改革の必要性を踏まえて、継続的・段階的に取り組んでいる。
前年度においては、研究協力課、国際企画課、総務課評価・法規係の設置など、大学運重点的予算配分

学長のリーダーシップの下に 重点的な予算配分を次のように行った 学内競争的資金 研 営上の重要課題への対応と教職員一体運営を強化するための組織整備を行った。、 。 「
究・教育活性化支援システム」の予算額を前年度30,000千円から45,000千円に増額し、公募 平成17年度においては、４月１日付けで総務部長を新設し、管理運営部門の高機能化を
により萌芽的研究、若手研究者の研究支援、教育プロジェクト支援に加えて、組織横断型共 図るとともに、電気通信学部各学科事務職員の配置見直し（常勤職員を人材派遣職員へ切
同研究を行う研究ステーションへの支援、新任教員を対象とした研究活動のスタートアップ り替え）を踏まえて、学部等事務室を設置し、学部関連事務を一元的・効率的に処理する
支援 海外研究機関等との共同研究等に伴う短期滞在の支援 若手教員に対する国際会議 海 体制を構築した。、 、 （
外）発表のための渡航支援を行った。また、前年度支援したプロジェクトについては、評価 また、事務連絡会議・事務改革推進室において、平成18年度に向けて、事務の見直し、
委員会で評価を行い、その結果をホームページ上で学内公開した。 簡素・合理化等を踏まえて、事務組織の見直し・再編を検討し、評価関係業務への対応や
さらに 「教育研究設備費 （50,000千円）及び「研究・教育プロジェクト経費 （30,000 企画立案機能の強化のための企画課（室）の設置、並びに給与関係事務、共済関係事務、、 」 」

千円）を予算計上し、公募方式による支援を行った。 【資料編P.65(E-5-①)、67(E-5-②) 事務情報関係業務等の一元的な処理体制の整備案を策定した 【資料編P.32(A-6-①)、33(A。
参照】 -6-②)、35(A-6-③) 参照】

教育研究スペースの支援 監査機能の充実
施設の有効利用を更に進め、オープンラボ等を拡充するとともに、先端ワイヤレスコミュ 前年度設置した監査室において、平成17年度監査計画を策定し、会計経理・業務運営の

ニケーション研究センターや特色GP「楽力（がくりょく）によって拓く創造的ものづくり教 両面について計画的に内部監査を実施することにより、学内の監査機能を強化した。
育」などの全学的な取組みに対し、重点的なスペース配分を行った 【資料編P.141(I-1-⑤) 【資料編P.210(K-1) 参照】。
参照】

予算編成方針の検証
財務改善WG（役員会WG）において 「平成17年度以降の予算編成方針」の検証を行い、平、

成18年度については、以下の点について見直しを行い、予算編成方針を策定した。
a)教育研究経費については業務内容に応じた重み付けをする研究経費とそれ以外の基礎経
費に分けて配分する。

b)若手教員海外派遣制度に対する予算措置など、大学として優先的に行うべき事業に対し
て確実に予算措置する。

C)間接経費の過去２年間の平均実績の80％を学内当初予算に組み込み効率的運用を行う。
【 】資料編P.38(C-1) 参照
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標
１ 総人件費改革に関する目標

１ 総人件費改革に関する目標中
「行政改革の重要方針 （平成17年12月24日閣議決定）において示された総人件費改」

革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取組を行う。期

目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

★総人件費改革に関する目標を達 ★総人件費改革に関する目標を達成するた ★総人件費改革に関する目標を達成するための措置
成するための措置 めの措置
【112】 【112】
総人件費改革の実行計画を踏ま ※H17は対応する年度計画なし。 平成18年３月31日付け17文科高第883号において 「中期計画」の変更認、

え、平成21年度までに概ね４％の 可。
人件費の削減を図る。

ウェイト小計
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標
２ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

２ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標
教育研究を推進し、その成果を確たるものとするため、資金面の基盤強化を図る。そ中

のため、運営費交付金以外の収入確保に向けた活動を推進し、外部研究資金を導入し、
自己収入を増加させることに努める。期

目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

★外部研究資金の増加に関する具 ★外部研究資金の増加に関する具体的方策 ★外部研究資金の増加に関する具体的方策
体的方策
【113】 【113－１】
①平成18年度までに科学研究費補 ①科学研究費補助金等の申請率を対前年度 Ⅲ ○平成17年度科学研究費補助金に未申請の教員に対し、未申請の理由、平
助金等の申請率を対15年度比で 比5％増として目標値の95%に近づけると 成18度申請への計画の有無等のアンケート調査を実施し、積極的に申請
15％増の95％とするなど、競争 ともに、獲得増額を図るよう努める。そ するよう働きかけた。
的研究資金の獲得を推進する。 のために、実績と経験を有する教員によ ○科学研究費補助金の申請件数及び採択率の増を目指して、科学研究費補
また、大学OB、地元企業・自治 るアドバイス体制を強化する。 助金に関する説明会を開催した。説明会では、科学研究費補助金の審査
体等との連携を積極的に推進し 経験を有する教授２名から、審査の方法、計画調書作成のポイントなど、
地域社会のニーズに直結した共 について、審査委員の視点から詳しく説明があり、約90名の教職員が参
同研究 受託研究を受け入れる 加した。、 。

○研究活性化推進WG（役員会WG）において 「科学研究費申請の手引き」を、
作成し、科学研究費補助金に関する説明会で配布するとともに、ホーム
ページに掲載した。

○科学研究費補助金獲得の実績と経験のある教員50名による科学研究費補
助金申請書の学内事前チェックを実施した。

【113－２】
②科学研究費補助金へ積極的に申請するよ Ⅲ ○各教員が科学研究費補助金に積極的に申請する環境を創出するため、以
う、申請状況、採択状況等を学内におい 下のことを行った。
て公表する。 ・ホームページ上で各学科･専攻ごとの申請・採択状況（前年度比較 、過）

去３年間の受入状況、他有力大学との実績比較を掲載した。
また、個人別受入状況について、一部の研究種目（特定領域研究、基
（ 、 、 （ ） 、 、盤研究 A) (B) 若手研究 A) については ホームページ上で公表し

他の種目についても各学科等の事務室で公開した。
・研究活性化推進WG（役員会WG）において 「科学研究費申請の手引き」を、
作成し、科学研究費補助金に関する説明会で配布するとともに、ホーム
ページに掲載した。

【113－３】
③共同研究、受託研究等について、部門ご Ⅲ ○産学官等連携推進本部に共同研究のマッチング、研究成果の事業化等に
と（各学科・専攻等）の目標値の設定を ついて経験と実績を有する専門家を特任教授として配置し、外部資金獲
行い、その実現に向けて努力する。 得を支援する体制を整備した。更に、各学科・専攻ごとに共同研究、受

託研究等の外部資金獲得目標値を設定し、努力した結果、目標を達成し
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電気通信大学

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

た 【資料編P.44(C-4) 参照】。

【114】 【114－１】
②間接経費や外部研究資金の拠出 ④共同研究、受託研究、奨学寄附金等に対 Ⅳ ○共同研究からのオーバーヘッドを新たに10％徴収し、また奨学寄附金か
金による財源については、先端 するオーバーヘッドの率を改め、その使 らのオーバーヘッドの率を５％から10％に改めるとともに、受託研究及
的・学際的研究領域の発展や教 途を含めた運用管理システムの構築を引 び科学研究費補助金等の競争的資金に係る間接経費を含めた 「外部資金、
育研究環境の整備に重点配分す き続き検討する。 に係る間接経費等の使用方針について」を策定した。
るなど、外部研究資金増加の誘 これに基づき、学内RA制度を前年度に引き続き実施するとともに、平成
因策を講ずる。 18年度実施に向けて「ポスドク研究員制度」を創設した。

また、平成18年度は、間接経費の過去２年間の平均実績の80％を学内当
初予算に組み込み、より効率的な運用を行うことを決定した 【資料編P.。
38(C-1)、43(C-3)、73(E-6-①)、75(E-6-③) 参照】

【113－４】
⑤すでに包括協定を結んでいる調布市、日 Ⅳ ○包括協定を結んでいる企業等との連携強化を含めて共同研究の受入れ金
立製作所 アンリツ 情報通信研究機構 額は、279,142千円（平成16年度比283％）と大幅な増加を果たした。大、 、 、
船井電機との連携をさらに強め、共同研 幅増の主たる理由は、船井電機(株)との間で、情報家電を中心とした先
究、受託研究などの実施を通して、外部 端研究開発を目的として、研究費年間100,000千円で、５年間継続の共同
資金の増加に繋げる。 研究プロジェクトをスタートさせたこと、及び共同研究の件数が大幅に

増加（90件から135件に）したことにある。

【113－５】
⑥地域・産学官連携推進機構および広報室 Ⅲ ○外部資金の獲得につなげることを目指して、地域・産学官連携推進機構
の活動を通して本学の研究活動を紹介し や広報室が中心となって、以下のことを実施した。、
新たな共同研究や包括的連携の相手企業 ・ 研究室紹介～共同研究はじめの一歩」を発行し、77研究室の紹介（昨年「
を開拓する。 度50研究室）を行うとともに、ホームページにも掲載した 【資料編P.84。

(F-1-②) 参照】
・ 第１回産学官連携 DAY in 電通大」を開催し、共同研究成果報告会、学「
生アイデアコンテスト、SVBL成果報告会、機器分析センター公開、電通
大発ベンチャーの紹介、先端ワイヤレスコミュニケーション研究センタ
ーの紹介などを行った 【資料編P.82(F-１-①) 参照】。

・産学連携交流会を他大学・団体等と共催し、都内及び地元企業等との連
携強化を図った。

・J:COM東京（調布ケーブルテレビ）での大学紹介番組で地域・産学官連携
推進機構の活動を積極的に紹介した。

・ 電気通信大学フォーラム2005」を開催し、研究室公開や企業展示会など「
を通じて企業との連携強化を図った 【資料編P.95(G-1) 参照】。

【113－６】
⑦新たに設置する「先端ワイヤレス・コミ Ⅳ ○情報通信分野における最先端ワイヤレス情報通信技術に特化した教育研
ュニケーション研究センター を通じて 究を推進する「先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター」を平」 、
まず大手企業との連携をスタートさせ、 成17年４月１日付けで設置した （設置期間：10年。５年経過時に見直し。
順次企業パートナーを増やすことで外部 予定）
資金の増加を図る。 同センターの専任教員は、学外者からの推薦も含め広く公募し、平成17

年度において教授１名を採用し、また、平成18年４月１日付けで助教授
。（ 。 。）１名を採用することを決定した 全学裁量ポストを活用 任期制適用

また、ワイヤレス情報通信分野を専門とする学内の教員３名を兼務教員
として配置するとともに、同分野で活躍している外部の研究者６名を客
員教授として採用し、学内協力教員15名とともに活動を開始した。
具体的な活動内容としては、KDDI（株 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコ）、
モ、船井電機（株 、シャープ（株 、日本電気（株）などと25件の共同） ）
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電気通信大学

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

研究や、総務省からの受託研究（SCOPE)など５件を実施したほか、AWCC
講演会を開催した。
また、大学として同センターに対し 「研究・教育プロジェクト経費」に、
よる研究資金援助、研究スペース（481㎡）の支援を行った。
研究成果として、学術論文57件、国際会議発表62件、特許出願２件の実
績を得た。代表的な研究成果としては、MIMO情報伝送技術とそのITS車車
間通信への応用、トータルレコーディング方式に基づくフィールドデー
タ取得システムの構築、マイクロ波F級HBT増幅回路の提案などが挙げら
。 【 】れる 資料編P.58(E-1) 参照

【114－２】
、 、⑧学内からの特許申請を、知的財産本部が Ⅲ ○特許出願等知的財産権申請に係る費用として 20,000千円を予算措置し

中心となって、資金援助も含め大学とし 国内出願を60件、外国出願を16件、技術移転を２件行った。
て積極支援することにより、学内で生み
出された知的財産を核とする学外との共
同研究の増強を図る。

★自己収入の増加と安定的確保に ★自己収入の増加と安定的確保に関する具 ★自己収入の増加と安定的確保に関する具体的方策
関する具体的方策 体的方策

【113－７】
①科学研究費補助金への申請状況、採択状 Ⅲ ○各教員が科学研究費補助金に積極的に申請する環境を創出するため、以
況等を学内において公表し、積極的に応 下のことを行った。
募申請する環境を作り出す。 ・ホームページ上で各学科･専攻ごとの申請・採択状況（前年度比較 、過）

去３年間の受入状況、他有力大学との実績比較を掲載した。
また、個人別受入状況について、一部の研究種目（特定領域研究、基盤
研究（A)、(B)、若手研究（A)）については、ホームページ上で公表し、
他の種目についても各学科等の事務室で公開した。

・研究活性化推進WG（役員会WG）において 「科学研究費申請の手引き」を、
作成し、科学研究費補助金に関する説明会で配布するとともに、ホーム
ページに掲載した。

【113－８】
②共同研究、受託研究等について、部門ご Ⅲ ○産学官等連携推進本部に共同研究のマッチング、研究成果の事業化等に
と（各学科・専攻等）の目標値の設定を ついて経験と実績を有する専門家を特任教授として配置し、外部資金獲
行い その実現に向けての努力に対して 得を支援する体制を整備した。更に、各学科・専攻ごとに共同研究、受、 、

、 。地域・産学官連携推進機構が支援する体 託研究等の外部資金獲得目標値を設定し努力した結果 目標を達成した
制を整える。 【資料編P.44(C-4) 参照】

【114－３】
③共同研究、受託研究、奨学寄附金等に対 Ⅳ ○共同研究からのオーバーヘッドを新たに10％徴収し、また奨学寄附金か
するオーバーヘッドの率を改め、自己収 らのオーバーヘッドの率を５％から10％に改めるとともに、受託研究及
入の増加を図る。 び科学研究費補助金等の競争的資金に係る間接経費を含めた 「外部資金、

に係る間接経費等の使用方針について」を策定した。
これに基づき、学内RA制度を前年度に引き続き実施するとともに、平成
18年度実施に向けて「ポスドク研究員制度」を創設した。
また、平成18年度は、間接経費の過去２年間の平均実績の80％を学内当
初予算に組み込み、より効率的な運用を行うことを決定した 【資料編P.。
38(C-1)、43(C-3)、73(E-6-①)、75(E-6-③) 参照】
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電気通信大学

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【115】 【115】
①地の利を生かし、地方大学、企 ④入学志願者数の増加は自己収入の増加に Ⅲ ○入試広報のための特別予算を計上し、広報室と入試検討部が中心となっ
業、自治体等への施設設備の貸 もつながることから、効果的な入試広報 て、以下のことを実施した。
付制度について検討するなど安 の方策を検討し実行する。 ・ オープンキャンパス（入試説明会 」において、本学在学生による受験「 ）
定的な収入確保に努める。 生対象の学内キャンパスツアーを実施した。

・大学教育センター「入試検討部 、広報室等のメンバーにより、東京、神」
奈川、埼玉の高等学校訪問を実施した。

・各地（東京・横浜・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡）で開催される民
間主催の受験相談会、東京大学主催の主要大学説明会等に参加した。

・旺文社・学研・リクルート等の受験雑誌やWebサイトに本学の広告を掲載
した。(http://passnavi.evidus.com/tokushu/feat/uec/main.html)

・前年度に引き続き、大学院博士後期課程の社会人向けパンフレットを作
成し、関係企業等に配布した。

・大学案内をデジタルパンフレット（http://www.uec.ac.jp/nyusyu/pamph
let.html）化し、ホームページに掲載した。

【116】 【117】
②公開講座、講習会、セミナー等 ⑤国際交流、大学奨学金制度、教育基盤整 Ⅲ ○本学独自の奨学金制度の創設に向けて 「電気通信大学基金（仮称 」設、 ）
を充実させ 地域企業 高校生 備等の目的のためのOB、企業等からの寄 立のための検討を進めた。、 、 、
住民への知的サービスを提供す 附金による大学ファンド制度の立ち上げ
る。 を検討する。

【117】 【116】
③優秀な人材の育成 輩出により ⑥教育・研究に付随するサービス業務を中 Ⅲ ○「電気通信大学フォーラム2005」の開催や公開講座の実施を通じて、地、 、
企業や団体から教育・研究環境 心に、自己収入確保の方策を引き続き検 域住民への知的サービスの提供を行った。
の質的向上に資するための経済 討する。 また、機器分析センターにおいて、センター設備の利用を学外の機関に
的支援や設備 実験機器の贈与 門戸開放することについて、検討を開始した。、 、

。提供が受けられるように努める

ウェイト小計
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電気通信大学

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標
３ 経費の抑制に関する目標

３ 経費の抑制に関する目標
自己管理を徹底し、点検・評価システムを有効に機能させ、管理的経費の抑制に努め中

る。
期

目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

★管理的経費の抑制に関する具体 ★管理的経費の抑制に関する具体的方策 ★管理的経費の抑制に関する具体的方策
的方策
【118】 【118】
①光熱水料の削減に努め、電気料 ①光熱水料の削減を含む省エネルギーのた Ⅲ ○事務連絡会議・事務改革推進室において、経費の節減について、省エネ

、の受益者負担制度の見直しや夏 めの策定を行い、管理的経費の削減に努 ルギーや電子化の推進などによる管理的経費の削減に取り組むとともに
季の１週間程度の全面休業期間 める。 平成18年度以降の実施に向けて、エレベータ保守の複数年契約や事務用
の試行的な導入について検討す 図書費の見直しなど、更なる節減方策を取りまとめた。
る。 省エネルギー対策としては 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」、

に基づき 「国立大学法人電気通信大学エネルギー管理標準」を策定し、、
設備機器の適切な運転を行うとともに、省エネポスターなどによる啓発
活動、夏季期間中のエレベーターの一部停止、一部学科による一斉休業
などの省エネルギー対策を実施した結果、対前年比約２％の電力使用量
を削減することができた 【資料編P.49(C-5)、148(I-1-8) 参照】。

【119】 【119】
②学内のパート職員の一元的雇用 ②事務職員の人員配置の見直しを進め、ア Ⅲ ○平成17年４月１日付け学部等事務室の設置に併せて、電気通信学部各学
管理による効率的な配置や人材 ウトソーシング等を導入するなどして経 科事務室の常勤職員を人材派遣職員に切り替えるなど人材派遣会社の活
派遣会社の活用などの人件費抑 費の抑制に努める。 用を進め、人件費の削減を図った 【資料編P.32(A-6-①) 参照】。
制方策について検討する。

【120】
③会議参照システムの活用など、 【120】
ペーパーレス化の取り組みを一 ※年度計画【108】に記載
層推進する。

ウェイト小計
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電気通信大学

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標
４ 資産の運用管理の改善に関する目標

４ 資産の運用管理の改善に関する目標
資産の安定的な運用に努め、学内施設の有効活用を図る。中

期

目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

★資産の安定的な運用及び学内施 ★資産の安定的な運用及び学内施設の有効 ★資産の安定的な運用及び学内施設の有効活用に関する具体的方策
設の有効活用に関する具体的方策 活用に関する具体的方策
【121】 【121】
①外部資金等を安全確実な利回り ①外部資金などの運用管理方法等について Ⅲ ○外部資金などの運用管理方法等について、銀行や証券会社などから運用、

、 。で運用管理するための担当部署 引き続き検討する。 形態に関する資料を入手し 今後の運用の可能性について検討を行った
を事務局に設置する。

【122】 【122 【124】】
②施設設備の有効活用を図るため ②役員会の下に設置した「施設マネジメン Ⅲ ○施設の有効活用を目指し、施設マネジメントWG（役員会WG）において、、
学内ベンチャー、地方大学のサ トＷＧ」で、資産の有効活用を図るため 施設中長期計画策定の基礎資料とするため「施設利用実態調査」を実施
テライトキャンパス、東京事務 の検討を行う。その際、外部資金の導入 した 【資料編P.143(I-1-⑥) 参照】また、船井哲良氏（船井電機(株)社。
所、入試会場等の用途として都 等の新たな手法による整備方法も検討す 長）の寄付により、同社との共同研究プロジェクトを推進する建物（仮

） 。 、心部よりも有利な条件で提供す る。 称：船井実験棟 を本学キャンパス内に建設することを決定した 更に
るなど、外部利用の需要の拡大 各種学会や資格試験等の会場として学内施設の貸付を行った。
を図るための方策について検討
する。

【123】 【123】
③知的財産本部の充実・強化によ ③「大学知的財産本部整備事業」終了後の Ⅲ ○知的財産本部運営委員会において 「大学知的財産本部整備事業」終了後、

（ 、 、り、特許権の有効な運用管理に 知的財産本部のあり方を、人件費手当て の知的財産本部のあり方 活動の内容及び範囲 それに伴う組織の規模
努める。 の問題も含め検討を開始する。 形態など）について、外部委員（弁理士、弁護士等７名）の意見を踏ま

えて、検討を開始した。

【124】 【124】
④宿舎の建替えによる有効活用を ※H17は対応する年度計画なし。 ○民間的手法による宿舎の建替えについて、前年度に引き続き、施設マネ
図るため、PFI等の新たな手法の ジメントWG（役員会WG）を中心に、必要な情報収集を行い、検討を行っ
導入について検討する。 た。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕



- 64 -

電気通信大学

Ⅲ 財務内容の改善に関する特記事項

間接経費の見直し
教育研究の推進を支える財政基盤を強化するため、共同研究からのオーバーヘッドを新た

に10％徴収し、また、奨学寄附金からのオーバーヘッドを５％から10％に改めた。更に、受
託研究及び科学研究費補助金等の競争的資金に係る間接経費を含めた全学的な使用方針「外
部資金にかかる間接経費等の使用方針について」を策定するとともに、平成18年度は学内当
初予算に間接経費等を組み込み、より効率的な運用を行うことを決定した 【資料編P.38(C-。
1)、43(C-3) 参照】

外部資金の獲得
産学官等連携推進本部に共同研究のマッチングに関する専門家を特任教授として配置し、

外部資金獲得を支援する体制を整備するとともに、各学科・専攻ごとに共同研究、受託研究
等の外部資金獲得目標値を設定し、努力した結果、その目標を達成した （平成17年度受入。
総額：1,369,483千円、対前年度比6.2％増 【資料編P.44(C-4) 参照】）
また、科学研究費補助金の獲得増を目指して、前年度に引き続き、申請書の学内事前チェ

ックや審査員経験者による説明会などを実施した結果 平成18年度新規採択率で全国24位 2、 （
8.9％）の結果となった。

知的財産の創出
知的財産創出のために 知的財産本部 が中心となって 知的財産マネージャーとTLO キ、「 」 、 （

ャンパスクリエイト）の産学官連携コーディネータが定例的にミーティングを行い、発明届
出、特許出願、動きのある売り込み活動を報告し、議論するなどし、知的財産の創出から活
用に至るまでのプロセスを両者一体となって取り組んだ。特許出願等に係る費用として、昨
年度に引き続き20,000千円を学内予算を措置して、国内出願を60件、外国出願を16件、技術
移転を２件の成果を得た。

経費節減・人件費削減への取組み
経費の節減については、省エネルギーや電子化の推進などに積極的に取り組むとともに、

事務連絡会議・事務改革推進室において、平成18年度の実施に向けてエレベータ保守の複数
年契約や事務用図書費の見直しなど更なる節減方策を取りまとめた。
省エネルギーに関しては 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき 「国立大、 、

学法人電気通信大学エネルギー管理標準」を策定し、設備機器の適切な運転、省エネポスタ
ーなどによる啓発活動、夏季期間中のエレベーターの一部停止、一部学科による一斉休業な
どを実施し、対前年比約２％の電力使用量を削減した 【資料編P.49(C-5)、148(I-1-⑧) 参。
照】
人件費削減については、平成17年４月１日付けで学部等事務室の設置にあわせて電気通信

学部各学科事務室の常勤職員を人材派遣職員へ切り替えることにより人件費削減を図るとと
もに、今年度確立した新たな教員配置システムにおける全学裁量ポストの一部を効率化削減
分として使用することを決定した。また、閣議決定に基づく総人件費改革への対応について
は、第Ⅰ期中の人件費試算に基づき検討した結果、平成18年度においてはおおむね１％の削
減を行うことを決定した 【資料編P.32(A-6-①)、36(B-1)、50(C-6) 参照】。
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報提供に関する目標
１ 評価の充実に関する目標

１ 評価の充実に関する目標
大学の公共性、社会性に鑑み、自らを内外から点検し、教育研究に関わる情報を公開中

し、社会に対する説明責任を果たす。
期

★自己点検・評価に関する基本方針
自己点検・評価及び外部評価（第三者評価）を行うことは大学運営の自主・自律を担目

保するための社会的責任と認識し、これに全学的体制で取り組む。
標

★自己点検・評価結果の活用に関する基本方針
情報公開を推進し、自己点検・評価結果を内外に公表し、本学の役割を広く社会に報

知するとともに、その社会的責任を明確にし、教育研究、大学運営その他の諸活動の不
断の改善を図る。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

★自己点検・評価の改善に関する ★自己点検・評価の改善に関する具体的方 ★自己点検・評価の改善に関する具体的方策
具体的方策 策
【125】 【125 【126】】
①自己点検・評価及び外部評価の 評価室に「目標計画班 「点検評価・活 Ⅲ ○平成16年度業務の実績について国立大学法人評価委員会から「教員基本」、
充実を図るため、担当理事（副 用班 「評価情報班」の3班を置き、教員基 データベースは、今後、自己点検・評価への活用が大いに期待されるも」、
学長）等の指揮の下、自己点検 本データベースの構築及び評価基準の策定 のであることから、一層の取組みが求められる 」と評価されたことを踏。
・評価の企画、実施及び外部評 を行い、それに基づき教員評価、組織点検 まえ、前年度設置した評価室（ 目標計画班 「点検評価・活用班 「評「 」、 」、
価に対する全学的なマネジメン の試行を実施する。 価情報班」で構成）を中心として、以下のような取組みを行った。
トを行う機構を整備する。 「評価情報班」を中心に、前年度の準備を踏まえて 「教育領域 「研究、 」、

領域 「社会貢献領域 「管理運営領域」の４領域からなる「教員基本」、 」、
【126】 データベース」を構築し、運用を開始した。
②評価の客観性を確保し、社会へ 「点検評価・活用班」を中心に、教員基本データベースを踏まえた評価
の説明責任を果たすため、外部 基準「電気通信大学における教員の自己点検・評価」を策定し、これに
有識者の視点を自己評価に取り 基づき、各教員が「自己点検・評価シート」を作成、学長に提出するこ
入れるための仕組みについて検 とにより教員評価・組織評価の試行を行った。また、優秀な教員へのイ
討する。 ンセンティブの付与など評価結果の有効活用について、平成18年度実施

に向けて検討を進めた。
更にこれらの評価活動を円滑に行うため、教員基本データベースの入力
管理 「自己点検・評価シート」の提出取りまとめ等を行う「専門委員」、

。 【 】を各部局の学科・専攻等ごとに設置した 資料編P.99(H-1) 参照

★評価結果を大学運営の改善に活 ★評価結果を大学運営の改善に活用するた ★評価結果を大学運営の改善に活用するための具体的方策
用するための具体的方策 めの具体的方策
【127】 【127】
①評価結果の効果的な活用を促進 ①評価室において、評価結果の有効利用及 Ⅲ ○評価室を中心に、教員基本データベースを踏まえた評価基準「電気通信
するため、各部局長等が担当理 び改善指針の策定を検討する。 大学における教員の自己点検・評価」を策定した。これに基づき、各教
事（副学長）等と連携して、当 員が「自己点検・評価シート」を作成し、学長に提出することにより教
該部局等に関連する改善点の整 員評価・組織評価の試行を行うとともに、評価結果の有効利用及び改善
理、調整を行い、関係者に改善 指針の策定について検討を行った。
勧告を行うための仕組みについ 更にこれらの評価活動を円滑に行うため、教員基本データベースの入力
て検討する。 管理 「自己点検・評価シート」の提出取りまとめ等を行う「専門委員」、
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進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

。 【 】を各部局の学科・専攻等ごとに設置した 資料編P.99(H-1) 参照

【128】 【128】
②評価が高い活動は積極的に広報 ②評価が高い活動を積極的に広報し、表彰 Ⅲ ○評価室において、優秀な教員へのインセンティブの付与など評価結果の
し、表彰制度などを通してイン 制度などを通してインセンティブを与え 有効活用について、平成18年度実施に向けて具体的検討を進めた。
センティブを与える。評価結果 るなど、評価結果を個人の業績評価や学
を学内の資源配分や個人の業績 内資源配分に反映させる仕組みについて
評価に反映させ、教育・研究活 検討する。
動にインセンティブを与える仕
組みについて検討する。

ウェイト小計
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置

２ 情報公開等の推進に関する目標
教育研究活動の状況、大学運営等に関する情報を積極的に開示・提供するとともに、中

社会に対して図書館情報や学術上価値のある歴史的機器等を公開し、地域社会に対する
サービスの向上を図る。期

目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

★情報公開を推進する体制の整備 ★情報公開を推進する体制の整備に関する ★情報公開を推進する体制の整備に関する具体的方策
に関する具体的方策 具体的方策
【129】 【129－１】 Ⅲ ○広報室が中心となって以下のような広報活動を積極的に展開した。
広報室（仮称）に広報担当学長 ①広報室を中心として、大学情報の積極的 ＊「電気通信大学フォーラム2005」

補佐を置き、大学情報の積極的な な公開・提供の充実を図る。 前年度実施した「電気通信大学フォーラム2004」の検証を踏まえて、
公開・提供を行うとともに、ホー 実施体制の見直しを行い 「電気通信大学フォーラム2005」を開催した。、
ムページの整備等、大学の広報手 同フォーラムの「大学紹介」において、講演会、パネル展示公開、研究
段の質的向上を図る。 室公開を行い、日頃の研究成果を公開した 【資料編P.95(G-1) 参照】。

＊公開講座
４つの公開講座（うち１講座は調布市コミュニティー財団との共催）

を開催し、107名が受講した。
＊入試広報

入試広報のために特別予算を組み 「入試検討部」と連携して、以下の、
ことを実施した。
・ オープンキャンパス（入試説明会 」において、本学在学生による受「 ）
験生対象の学内キャンパスツアーを実施した。

・旺文社・学研・リクルート等の受験雑誌・Webサイトに受験生向け広告
を掲載した。(http://passnavi.evidus.com/tokushu/feat/uec/main.h
tml)

・大学教育センター「入試検討部 、広報室等のメンバーにより、東京、」
神奈川、埼玉の高等学校訪問を実施した。
・前年度に引き続き、大学院博士後期課程の社会人向けパンフレットを
作成し、関係企業等に配布した。
・各地（東京・横浜・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡）で開催される

、 。民間主催の受験相談会 東京大学主催の主要大学説明会等に参加した
・大学案内をデジタルパンフレット（http://www.uec.ac.jp/nyusyu/pam
phlet.html）化し、ホームページに掲載した。

＊メディアを通じた広報
・前年度に引き続きJ:COM東京（調布ケーブルテレビ）において本学の紹
介番組を放映した。

・読売ウィークリー・週刊朝日等にインタビュー記事を掲載した。
＊ホームページの見直し

検索エンジンの搭載やニュース＆トピックスの充実など、大学のオフ
ィシャルホームページの見直しを行った 【資料編P.96(G-2) 参照】。
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進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【129－２】
②新たに施行される個人情報保護法に基づ Ⅲ ○個人情報保護法の施行に伴い、関係規程を定め、適切な管理体制を整備
き、個人情報の適正な管理体制を整備す するとともにホームページ上で個人情報ファイル簿を公表した。
るとともに、個人情報ファイル簿を公表
する。

★地域社会への歴史資料情報の公 ★地域社会への歴史資料情報の公開、サー ★地域社会への歴史資料情報の公開、サービスの充実
開、サービスの充実 ビスの充実
【130】 【130】
地域社会の人々に対して科学技 「歴史資料館基金運用委員会」の下で、 Ⅲ ○前年度に引き続き、船舶通信士労働組合から、歴史資料館充実のために

術史を学習する場を提供するため 適正な事業計画、効果的な基金運用計画を 64,000千円の寄付を受けた。、
技術的文化遺産を展示した歴史資 策定して、 歴史資料館運営委員会において、寄付金を活用した今後の施設整備、展
料館を整備・充実させる。 ・展示機器、関連文献の収集 示改善、資料充実等の基本計画を策定した。

・展示スペース、展示方法の拡充
・広報

等を推進し、地域社会へのサービスに努め
る。

信★学内外への図書館情報の発信 ★学内外への図書館情報の発信 ★学内外への図書館情報の発
【131】 【131－１】
①貴重書（例：寄贈江戸期和漢書 ①歴史資料館所蔵図書資料の電子化に続き Ⅲ ○日本無線（株）から寄贈を受けた同社生産に係る真空管を展示公開する、
コレクション）や歴史資料館資 同館所蔵品目録の電子化を推進する。 とともに、目録整理を行い、104点をホームページ上に公開した。
料の電子化を進め、ホームペー
ジからの利用を可能にする。 【131－２】

②貴重書 寄贈江戸期和漢書コレクション Ⅲ ○貴重書（寄贈江戸期和算書コレクション）について、同書を研究に利用（ ）
のリストを作成し、図書館ホームページ している教員の協力を得て、簡易版の解題目録作成作業を行い、ホーム
に掲載する。 ページに掲載した。

【132】 【132】
②修士論文・博士論文をオンライ ③図書館ホームページ上の学位論文一覧の Ⅲ ○修士論文要旨について、ホームページ掲載の許諾依頼を促進し、平成17
ンで公開する。 修士論文について、論文要旨掲載のため 年度修了者については、75.4％の同意を得て掲載することができた。

の許諾をより多く得るための環境作りを また、博士論文要旨についてもホームページ上での公表を開始した。
進めるとともに、博士論文についても試
行できるように検討を進める。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅳ 自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項

評価室の活動
平成16年度業務の実績について国立大学法人評価委員会から「教員基本データベースは、

今後、自己点検・評価への活用が大いに期待されるものであることから、一層の取組みが求
められる 」と評価されたことを踏まえ、評価室を中心に、以下のような取組みを行った。。
前年度の準備を踏まえて、｢教育領域｣、｢研究領域｣、社会貢献療育｣、｢管理運営領域｣の

４領域からなる｢教員基本データベース｣を構築し、運用を開始した。同データベースを踏ま
えた評価基準｢電気通信大学における教員の自己点検・評価｣を策定し、これに基き、各教員
が｢自己点検・評価シート｣を作成、学長に提出することにより教員評価・組織評価の試行を
行った。また、優秀な教員へのインセンティブの付与など評価結果の有効活用について、平
成18年度実施に向けて検討を進めた。さらにこれらの評価活動を円滑に行うため、教員基本
データベースの入力管理 「自己点検・評価シート」の提出とりまとめ等を行う｢専門委員｣、
を各部局の学科、専攻等ごとに設置した 【資料編P.99(H-1) 参照】。

広報活動の積極的展開
広報室【資料編P.27(A-5-①) 参照】が中心となって 「電気通信大学フォーラム2005 、、 」

公開講座、入試広報、各種のメデイアを通じた情報発信、オフィシャルホームページの充実
など、多様な広報活動を展開した 【資料編P.95(G-1)、96(G-2) 参照】。

、 「 」 、 。特に今年度は 大学教育センター 入試検討部 と連携して 入試広報を戦略的に進めた
特別予算を計上し、旺文社等の受験雑誌や受験生向けWebサイトへの広告掲載(http://passn

、 、 、avi.evidus.com/tokushu/feat/uec/main.html) 各地の高等学校訪問 受験相談会への参加
本学在学生による受験生対象の学内キャンパスツアーの実施、大学案内のデジタルパンフレ
ット（http://www.uec.ac.jp/nyusyu/pamphlet.html）化などを行った。
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Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置
１ 施設設備の整備等に関する目標

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標
キャンパス内の建物、設備、生活空間は、教育研究を支える重要な要素である。教育

研究の所期の目的を達成するため、これらの継続的な整備を推進する。

★施設整備に関する目標
施設・設備は、それに関する中長期計画及び施設の有効活用を図るため、施設の点検中

・評価の結果を踏まえ、合理的、効率的に整備し、適切な維持保全を行い、安全の確保
に万全を期す。期
施設整備に当たってはバリアフリー（障壁除去 、環境の保全にも配慮する。）

目
★教育環境の整備に関する目標
e-Campusのモデル大学を目指し、その実現に向けた環境整備を推進する。標

★生活環境の整備に関する目標
学園生活を快適にする設備、キャンパスの緑化、災害時における地域の避難場所とし

ての施設環境等を整える。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

★施設の有効活用を図るための具 ★施設の有効活用を図るための具体的方策 ★施設の有効活用を図るための具体的方策
体的方策
【133】 【133】～【135】
①施設整備に当たっては施設の有 役員会の下に設置した「施設マネジメン Ⅲ ○施設マネジメントWG（役員会WG）において、施設中長期計画策定のため
効活用を図るため、利用状況、 トＷＧ」で、施設中長期計画、構内環境整 の基礎資料とするため 「施設利用実態調査」を実施した 【資料編P.143、 。
狭隘状況、老朽化等の施設の点 備、資産管理・有効利用、等について具体 (I-1-⑥) 参照】
検・評価を定期的に行い、スペ 的対応を行う。 また、オープンラボのためのスペースを確保し 「電気通信大学オープン、
ース配分の見直し、稼働率の向 ラボの有効活用に関する取扱いについて （平成17年４月1日制定）に基」
上を目指す。 づき運用したほか、先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターや

特色GP「楽力（がくりょく）によって拓く創造的ものつくり教育」など
【134】 の全学的な取組みに対し必要なスペース支援を行うなど、施設の有効利
②施設の有効活用、点検・評価に 用を促進した 【資料編P.141(I-1-⑤) 参照】。
当たっては、施設データベース
を活用する。

【135】
③学部・学科等の組織の枠を越え
た研究グループが利用できるオ
ープンラボを整備する。

★大学の施設・設備に関する計画 ★大学の施設・設備に関する計画に基づい ★大学の施設・設備に関する計画に基づいて、必要な施設整備を行うため
に基づいて、必要な施設整備を行 て、必要な施設整備を行うための具体的方 の具体的方策
うための具体的方策 策
【136】 【137】
施設の点検・評価に基づき新営 寄附金による施設設備について、施設補 Ⅲ ○外部資金（寄付金）と施設整備費補助金との合築による施設整備の可能

施設の整備を企画する場合には、P 助金との合築等の可能性の検討を進める。 性について、検討を進めた。
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進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

FI等の新たな手法や外部資金の導
入等、多様な財源確保について検
討する。

★施設の適切な維持保全を実施し ★施設の適切な維持保全を実施し、安全の ★施設の適切な維持保全を実施し、安全の確保に万全を期するための具体、
安全の確保に万全を期するための 確保に万全を期するための具体的方策 的方策
具体的方策
【137】 【137 【138】】
①建物構造、機能、設備等の定期 ①建物の構造や各種設備については、建築 Ⅲ ○学内の各施設設備について 関係法令に基づく点検及び自主的な点検 安、 （
的な点検を行う。 基準法に基づく点検及び自主的な点検を 全パトロール）を行い、高層建物の安全対策、外壁落下防止対策、エレ

引き続き行うとともに、点検結果をデー ベーターの耐震対策など必要な整備を行った。
【138】 タベース化して適切な維持管理に努める｡
②劣化した施設設備の安全対策等

。に係わる計画の策定実施を図る

【139】 【139】
③施設整備に当たっては環境に配 ②施設整備にあたっては、エネルギーの合 Ⅲ ○「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき 「国立大学法人電、
慮し、省エネルギー、省資源、 理化に関する法律（省エネ法）に基づい 気通信大学エネルギー管理標準」を策定し、設備機器の適切な運転を行
リサイクルに努める。 てエネルギーの適正な管理を行い、省エ うとともに、省エネポスターなどによる啓発活動、夏季期間中のエレベ

ネルギー、省資源、リサイクル等に対す ーターの一部停止、一部学科による一斉休業などの省エネルギー対策を
る積極的な対応を行う。 実施した結果、対前年比約２％の電力使用量を削減することができた。

【資料編P.49(C-5)、148(I-1-⑧)、150(I-1-⑨) 参照】

★バリアフリー（障壁除去 、環境 ★バリアフリー（障壁除去 、環境の保全に ★バリアフリー（障壁除去 、環境の保全に配慮するための具体的方策） ） ）
の保全に配慮するための具体的方 配慮するための具体的方策
策
【140】 【140－１】
高齢者、身体障害者等が円滑に ①ユニバーサルデザインも取り入れたバリ Ⅲ ○前年度に引き続きバリアフリー対策を進め、以下のことを実施した。

利用できる「特定建築物の建築の アフリー計画により施設整備を引き続き ・保健管理センター玄関扉を自動扉に改修した。
促進に関する法律（通称ハートビ 進める。 ・情報システム学研究科棟に手すりを設置した。
ル法 」の基準に基づく施設整備及）
び、ユニバーサルデザインの導入 【140－２】
により、高齢者、身体障害者だけ ②教職員、学生の健康と快適性を確保する Ⅲ ○学生、教職員の健康を確保するため、学内におけるアスベストの使用状
でなくすべての人が円滑に安全に ため、建築基準法等の基準により室内空 況調査を行い、その結果を公表するとともに、アスベスト含有吹き付け
利用できるよう、バリアフリー化 気汚染対策を行う。 材を使用している建物について、施設整備費補助金及び学内補正予算等
を進める。 により除去工事を行った。

★e-Campusモデルの実現のための ★e-Campusモデルの実現のための具体的方 ★e-Campusモデルの実現のための具体的方策
具体的方策 策
【141】 【141－１】
高度情報通信技術を応用し、研 ①大学会館の多目的ホール、集会室、和室 Ⅲ ○大学会館の多目的ホール、集会室、和室等に無線LANを設置し、課外活動

究、教育及び学生支援のためのキ 等に無線ランを設置し、課外活動や講演 や講演などの際にインターネットを活用できるよう環境整備を行った。
ャンパス内でのネットワーク機能 などの際にインターネットを活用できる
を充実させる。 環境となるよう整備する。

【141－２】
②インターネットやマルチメディアを用い Ⅲ ○新たに３教室にプロジェクターを設置し、マルチメディアを用いた授業
た教育を更に推進するために、引き続き を実施するための教室設備の充実を図った。
教室設備の充実を図る。
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進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

★生活環境の整備や災害時の避難 ★生活環境の整備や災害時の避難場所とし ★生活環境の整備や災害時の避難場所としての施設機能を確保するための
場所としての施設機能を確保する ての施設機能を確保するための具体的方策 具体的方策
ための具体的方策
【142】 【142】
都市化が進む周辺地域の環境に 災害時に対応できる施設の整備として、 Ⅲ ○災害時に対応できる施設整備として、以下のことを行った。

配慮し、キャンパスの豊かな屋外 耐震上問題のある建物の改修を順次進める ・平成17年度補正予算によりA棟（講義棟）改修工事を開始した。。
環境の保全と緑化に努めるととも ・職員宿舎の耐震診断を行った。
に、地域との連携のもとに災害時 ・非常用発電機を利用した井水の汲み上げを検討した。
に対応できる施設整備を計画する ○屋外環境の保全と緑化のために学内の植生調査を実施した。。

ウェイト小計
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Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置
２ 安全管理に関する目標

２ 安全管理に関する目標
（ ） 、中 労働安全衛生法 労安法 に基づき規定された業務を遂行するための実務組織として

「安全・衛生委員会（仮称 」を設置し、各種安全管理・環境保全関係法規に則った環）
境を整備し、施設・設備の設置・改善を行う。期

目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

★安全管理体制と組織 ★安全管理体制と組織 ★安全管理体制と組織
【143】 【143】

、 。①労働安全衛生法その他の各種安 ※H16実施済みのため H17年度計画なし
全管理・環境保全関連法令の規

、定に基づく業務に対応するため
安全・衛生委員会（仮称）の下
に各種専門委員会を設けて現在
の安全委員会を整備強化すると
ともに、安全・環境業務推進室
（仮称）を設置する。

【144】 【144】
②「安全・衛生委員会（仮称 」の ※H17は対応する年度計画なし。）
下に学部・研究科、各センター
などのユニットごとに安全衛生
会議を開催する。

【145】 【145】
③各種安全管理・環境保全関係法 「安全・環境科学センター（仮称 」の設 Ⅲ ○平成16年度法人化に当たって、安全・環境関係法令に基づく実務的処理）
令に基づく規制化学物質や産業 置について、設置準備委員会を設け具体的 を行う組織として 「安全・環境業務推進室」を設置したが 「環境情報、 、
破棄物を一元管理する安全・環 な検討を進める。 の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に
境科学センター（仮称）の設置 関する法律」により「環境報告書」の作成が義務付けられるなど環境面
について検討する。 における一層の取組みが求められるようになったことを踏まえ、平成18

年４月１日付けで「安全・環境業務推進室」を発展的に解消し 「安全・、
環境保全室」を設置し、産業廃棄物等の一元管理や環境報告書の作成な
ど、本学の安全・環境保全に係わる総括・管理を行うこととした 【資料。
編P.208(J-2) 参照】

★安全管理に関する具体的活動 ★安全管理に関する具体的活動 ★安全管理に関する具体的活動
【146】 【146－１ 【148】】
①労安法等に基づく安全衛生関係 ①各種安全管理・環境保全関連法令の講習 Ⅲ ○放射線取扱業務に従事する学生・教職員を対象に、安全講習会を実施し
規定を制定・整備する。教職員 会や安全講習会を開催するとともに、薬 た。
及び学生に労安法の講習会や安 品や廃棄物等のデータベース管理を進め また、薬品や廃棄物等のデータベース管理を行うため、必要な機材を調
全講習会を開催し、また、防災 る。 達し、システム開発の準備を開始した。
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進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

。教育・訓練を定期的に実施する
安全衛生管理体制の確立と巡視
・点検・報告等の法定業務を定
期的に遂行する。また、各種安
全・環境関係の法令遵守に必要
な施設・設備の整備を進める。

【147】 【147】
②各種安全・環境関係の法令遵守 ②各種の資格、特に衛生管理者資格の取得 Ⅲ ○前年度に引き続き 「衛生管理者 「エックス線作業主任者 「危険物取、 」、 」、
に必要な各種資格取得を奨励し を奨励し、衛生管理のための定期巡視・ 扱者」など、安全・衛生関係法令で定める資格を取得する費用を大学が、
所要の手当てをする。 点検・改善等の業務の強化を図る。 負担することにより、資格取得を奨励した。

その結果、今年度新たに４名の衛生管理者を選任し、巡視業務などの強
化を図った。

【148】 【146－２】
③薬品やボンベ類のデータベース ③新入生、新任職員に配布している「安全 Ⅲ ○安全・衛生委員会において、現在の「安全手帳」について危機管理を含
管理システムを開発する。 手帳」の見直しを検討し、安全管理のみ めた内容となるよう、平成19年度の改訂に向けて検討を進めた。

ならず危機管理の徹底を図る。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅴ その他の業務運営に関する重要事項に関する特記事項

施設マネジメント活動
平成16年度に施設マネジメントWG 役員会WG で策定した施設マネジメントの基本方針 施（ ） 「

設マネジメントについて」に基づいて平成17年度は、以下の取組みを実施した。
・キャンパスマスタープラン（施設中長期計画）を策定する際の基礎資料とすることを目
的として、施設利用実態調査を実施した。

・オープンラボ等のためのスペースを拡大し、先端ワイヤレスコミュニケーション研究セ
ンターや特色GP「楽力（がくりょく）によって拓く創造的ものづくり教育」などの全学
的な取組みに対し必要なスペース支援を行った。
・省エネルギー対策として 「エネルギー管理標準」を策定し、設備機器の適切な運行を、
行うとともに、省エネポスターなどによる啓発活動、夏季期間中のエレベーターの一部

、 、 。停止 一部学科による一斉休業などを行い 対前年度比約２％の電力使用量を削減した
・学生・教職員が安全で快適な環境の中で過ごせるように、関係法令に基づく適切な点検

、 、 、整備を行うとともに 自主的な安全パトロールを行い 高層建物における落下防止措置
アスベスト対策、耐震改修工事、バリアフリー対策などを実施した。
【資料編P.115～180(I-1-①～⑩)、181～205(I-2-①～③) 参照】

安全・環境保全室の設置
「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する

法律」により「環境報告書」の作成が義務付けられるなど環境面における一層の取組みが求
められるようになったことを踏まえ、平成18年４月１日付けで「安全・環境業務推進室」を
発展的に解消し、産業廃棄物等の一元管理や環境報告書の作成など、本学の安全・環境保全
に係わる総括・管理を行う「安全・環境保全室」を設置することを決定した 【資料編P.208。
(J-2) 参照】
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Ⅵ 予算（人件費見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅶ 短 期 借 入 金 の 限 度 額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額
１５億円 １５億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等に 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等に
より緊急に必要となる対策費として借り入れす より緊急に必要となる対策費として借り入れす
ることが想定される。 ることが想定される。

Ⅷ 重 要 財 産 を 譲 渡 し 、 又 は 担 保 に 供 す る 計 画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

、 。 、 。重要な財産を譲渡し 又は担保に供する計画はない 重要な財産を譲渡し 又は担保に供する計画はない

Ⅸ 剰 余 金 の 使 途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は､教育研究の 決算において剰余金が発生した場合は､教育研究の 該当なし
質の向上及び組織運営の改善に充てる。 質の向上及び組織運営の改善に充てる。
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Ⅹ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額 百万円 財 源 施設・設備の内容 予定額 百万円 財 源 施設・設備の内容 決定額 百万円 財 源（ ） （ ） （ ）

小規模改修 総額 施設整備費補助金 小規模改修 総額 施設整備費補助金 小規模改修 総額 施設整備費補助金
１７４ １７４ ２９ （２９） ２９ （２９）（ ）

（注１）金額については見込であり、中期目標を達成するた 注）金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を
めに必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の 勘案した施設・設備の整備や、老朽度合い等を勘案した
整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追 施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。
加されることもある。

(注２)小規模改修について１７年度以降は１６年度同額とし
て試算している。なお、各事業年度の施設整備費補助
金、国立大学財務・経営センター施設費交付金、長期
借入金については、事業の進展等により所要額の変動
が予想されるため、具体的な額については、各事業年
度の予算編成過程等において決定される。
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Ⅹ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

（１）教育研究職員 （１）教育研究職員 （１）教育研究職員
・公募制の確立 ・公募制の確立 ・公募制の確立

教育研究職員の人事は、原則として公募制とする。 教育研究職員の人事は公募を原則とし、客観性、透 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成

学内からの昇任希望であっても公募に応募し、その審 明性、流動性を図る。 するための措置」P.52 参照

査の結果によるものとし、人事の客観性・透明性を確

保することにより社会に対する説明責任を果たせるも
のとする。
・任期制の拡大 ・任期制の拡大 ・任期制の拡大
特定の研究プロジェクトなど流動性が効果的な職に 人事の活性化と流動性を促進するため、新構想に基 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成

ついては、任期制の導入を検討し、教育・研究の活性 づく新設センターなどを中心に任期制の拡大を図る。 するための措置」P.52 参照
化を図る。

・非常勤講師のあり方 ・非常勤講師のあり方 ・非常勤講師のあり方
非常勤講師のあり方について、責任ある教育体制の 非常勤講師のあり方について、大学教育センターで 「Ⅰ大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達

確立と人件費管理の効率化を考慮して検討する。 検討し教育体制と人件費管理の効率化を図り、平成18 成するためにとるべき措置」P.17 参照
年度から法人移行前の５０％減を目指す。

・評価システム ・評価システム ・評価システム
個々の研究・教育実績の評価を行い、これを総合的 評価室において、教育・研究活動に対するPlan-Do-C 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成

に反映する能力・業績給制度を導入することが考えら heck-Action機能を強化し、評価基準の策定、並びにそ するための措置」P.53 参照
れるが、そのための評価の主体、教育・研究と学務・ の基準による評価を実施することを目指す。
運営、社会貢献等の評価方法・基準等について検討す
る。

（２）事務系職員 （２）事務系職員 （２）事務系職員
・定年年齢・再任用制度 ・定年年齢・再任用制度 ・定年年齢・再任用制度
公務員制度改革、年金の支給年齢等の動向を見据え 公務員制度の改革の動向等を見据えて、定年年齢や 60歳定年退職者を対象とする再雇用制度について、

て引き続き検討する。また、定年に達した職員の中か 再任用制度のあり方・運用の検討を行う。 検討を行った。
ら、業務の精通した人材の活用と人事の活性化並びに
士気の高揚と意識の改革を踏まえ役職定年の考え方に
ならった再任用制度の運用を検討する。

・評価システム ・評価システム ・評価システム
業績・能力の評価を総合的に反映させるため、客観 業務・能力の評価を適切に反映させるため、評価室 能力と業績の両面から評価し、評価結果を昇給や勤

性、公平性、透明性を持った評価システムの構築につ において、客観性、公平性、透明性を持った評価シス 勉手当に反映させる新たな人事評価制度の導入につい
いて検討する。 テムの構築を検討し、評価基準の策定とそれに基づく て検討を進めた。

評価の実施を目指す。
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中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

・業務の効率化 ・業務の効率化 ・業務の効率化
人員や経費の削減、健康安全管理の観点も含めた超 事務局に総務部を置き大学管理部門を統括し、事務 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成

過勤務の縮減、新たに必要な業務への対応等から業務 機能を充実・強化することによって、各種の事務合理 するための措置」P.54 参照
。 、 、の見直し、アウトソーシングの活用等を行い業務の効 化を進め効率化を図る また 学部等事務室を新設し

。率化を図る。 電気通信学部事務の高機能化による効率化を促進する

（３）共通事項 （３）共通事項 （３）共通事項
・算定ルールに基づいて、人員削減方針の策定につい 策定した人員合理化方針に基づき人員削減等を実施す 平成16年度に効率化削減分への対応として策定した人
て検討する。 る。 件費削減計画に基づき、教員１名、事務系職員２名の削

減を実施した。

教員と事務職員等による一体的な運営組織に、特定の 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成
専門的知識を有する者を配置し組織の特性を発揮させる するための措置」P.46 参照
要員とする。

（参考）中期目標期間中の人件費総額見込34,241百万円 （退 （参考１）平成１７年度の常勤職員数 ５２６人。
職手当は除く ） また、任期付職員数の見込みを８人とする。。

（参考２）平成１７年度の人件費見込み ５，７００百万円
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○ 別表 （学部の学科、研究科の専攻等）

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人） （％）

電気通信学部

情報通信工学科
昼間コース ５３０ ６１８ １１６
夜間主コース １３０ １５１ １１６

情報工学科
昼間コース ４５０ ５４０ １２０
夜間主コース ９０ １１９ １３２

電子工学科
昼間コース ５７０ ６６９ １１７
夜間主コース １３０ １５３ １１７

量子・物質工学科
昼間コース ４４０ ５２４ １１９
夜間主コース ８０ １１７ １４６

知能機械工学科
昼間コース ４１０ ４７６ １１６
夜間主コース １３０ １５１ １１６

システム工学科
昼間コース ２４０ ２７７ １１５
夜間主コース ８０ １０８ １３５

人間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科
昼間コース １６０ ２０３ １２６
夜間主コース １２０ １４５ １２０

電子工学科
昼間コース ５
夜間主コース ６

電子情報学科
昼間コース ６
夜間主コース ８

電気通信大学

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人） （％）

情報工学科
昼間コース ８
夜間主コース ６

機械制御工学科
昼間コース ７
夜間主コース １

電子物性工学科
昼間コース １
夜間主コース ５

合 計
昼間コース ２，８００ ３，３３４ １１９
夜間主コース ７６０ ９７０ １２７

電気通信学研究科

情報通信工学専攻
博士前期課程 ６８ １１９ １７５
博士後期課程 ５ １５ ３００

情報工学専攻
博士前期課程 ５４ ７９ １４６
博士後期課程 ４ ７ １７５

電子工学専攻
博士前期課程 ８２ １７３ ２１０
博士後期課程 ７ ６ ８５

量子・物質工学専攻
博士前期課程 ５０ １１０ ２２０
博士後期課程 ３ ４ １３３

知能機械工学専攻
博士前期課程 ６６ １７６ ２６６
博士後期課程 ６ １１ １８３
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○ 別表 （学部の学科、研究科の専攻等）

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人） （％）

システム工学専攻
博士前期課程 ３０ ７２ ２４０
博士後期課程 ２ ６ ３００

人間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学専攻
博士前期課程 ２６ ４４ １６９
博士後期課程 ２ ５ ２５０

電子工学専攻
博士前期課程 ０
博士後期課程 １６ ３２ ２００

電子情報学専攻
博士前期課程 ０
博士後期課程 １２ ２７ ２２５

情報工学専攻
博士前期課程 ２
博士後期課程 ８ １３ １６２

機械制御工学専攻
博士前期課程 １
博士後期課程 １２ ２１ １７５

電子物性工学専攻
博士前期課程 ０
博士後期課程 ８ １２ １５０

合 計
博士前期課程 ３７６ ７７６ ２０６
博士後期課程 ８５ １５９ １８７

情報システム学研究科

情報システム設計学専攻
博士前期課程 ８８ ９２ １０４
博士後期課程 ４２ ２５ ５９

電気通信大学

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人） （％）

情報ネットワーク学専攻
博士前期課程 ７４ ８３ １１２
博士後期課程 ３６ ４５ １２５

情報システム運用学専攻
博士前期課程 ７４ ８９ １２０
博士後期課程 ３６ ２９ ８０

合 計
博士前期課程 ２３６ ２６４ １１１
博士後期課程 １１４ ９９ ８６

○ 計画の実施状況等

別紙のとおり
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収容定員と収容数の差について

（１）電気通信学部定員充足率
昼間コースでは在籍者が３３３４名で定員２８００名を１９％上回り、夜間主コース, ,

では在籍者が９７０名と定員７６０名を２７％上回る。本学への入学者数はほぼ定員通
りであるにもかかわらず、収容者数がこのような状況である理由は、本学が厳格な成績
評価および２、３年次終了時に２年次終了時審査および卒業研究着手審査を実施してい
るため、修得単位が不足して留年する学生が存在することである｡また、定員超過率が夜
間主コースで昼間コースを上回っている理由としては、職業につきながら修学する学生
比率が減少し、昼間コースよりも易しい夜間主コースの入試を受けて入学する学生が増
加し、学力面で不十分な学生がいるという現象が引き続きあることが挙げられる。夜間
主コースの問題を含めた抜本的改革を、学長のもとで検討を行うこととした。

（２）電気通信学研究科定員充足率
博士前期課程では在籍者が７７６名で定員３７６名を１０６％上回り、博士後期課程

では在籍者が１５９名で定員８５名を８７％上回る。この理由は、本研究科前期課程に
ついては、入学希望者が定員を大幅に上回り、入学試験における学力検査の結果として
本研究科で修学するのが適当と認められる学生が多いことに応えている結果である。ま
た、本学の修士課程修了生に対する企業からの評価は高く、企業からの就職勧誘件数は
常に学生数を大幅に上回り、このような社会の要請に応える面からも定員を上回る学生
の入学を認めてきた。一方、後期課程については入学希望者が定員を上回るという理由
以外に、標準在籍期間３年間で博士論文を完成することができず、４年以上にわたり研
究を行う学生がいることが挙げられる。
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